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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（1）連結経営指標等

決算年月

平成16年度
(自　平成16年

４月１日
至　平成17年
３月31日)

平成17年度
(自　平成17年

４月１日
至　平成18年
３月31日)

平成18年度
(自　平成18年

４月１日
至　平成19年
３月31日)

平成19年度
(自　平成19年

４月１日
至　平成20年
３月31日)

平成20年度
(自　平成20年

４月１日
至　平成21年
３月31日)

事業収益（百万円） 2,129,876 2,199,385 2,301,915 2,230,416 1,951,158

経常利益又は損失（△）

（百万円）
69,805 △41,608 20,576 69,817 △82,177

当期純利益又は純損失（△）

（百万円）
30,096 △47,243 △16,267 16,921 △63,194

純資産額（百万円） 194,746 148,066 331,873 471,070 196,771

総資産額（百万円） 2,162,654 2,161,240 2,091,233 2,122,784 1,750,679

１株当たり純資産額（円） 98.34 74.78 113.97 110.08 5.44

１株当たり当期純利益又は純損失

（△）（円）
15.24 △23.88 △6.52 6.20 △25.47

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益（円）
13.66 － － 6.03 －

自己資本比率（％） 9.0 6.9 14.9 21.4 10.0

自己資本利益率（％） 17.0 － － 4.4 －

株価収益率（倍） 20.5 － － 41.8 －

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
145,275 100,984 127,748 157,331 31,755

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△21,456 △99,283 △56,216 △26,229 △105,653

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△6,290 △91,384 △53,007 36,896 △116,767

現金及び現金同等物の期末残高

（百万円）
260,933 172,132 191,381 354,037 161,751

従業員数（名） 53,962 53,010 51,497 49,200 47,526

　（注）１．事業収益には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）は含まれていない。

　      ２．平成17年度、平成18年度及び平成20年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。

　      ３．平成18年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用して

いる。

　　　　４.「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、平成18年度から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る連結会

計年度末の純資産額に含めている。
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（2）提出会社の経営指標等

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

事業収益（百万円） 16,197 23,260 21,808 16,595 18,495

経常利益（百万円） 489 8,595 8,573 1,011 3,517

当期純利益又は純損失（△）

（百万円）
270 △132,336 8,742 1,167 2,959

資本金（百万円） 100,000 100,000 174,250 251,000 251,000

発行済株式総数（千株）      

普通株式 1,982,383 1,982,383 2,732,383 2,732,383 2,732,383

Ａ種株式 － － － 614,000 614,000

純資産額（百万円） 276,965 136,593 293,953 448,421 451,316

総資産額（百万円） 1,016,808 885,620 927,700 1,101,389 1,063,414

１株当たり純資産額（円） 139.84 68.98 107.67 108.04 106.80

１株当たり配当額（円）

（内１株当たり中間配当額）

（円）

4

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

 

普通株式

－

(－)

Ａ種株式

10.27

(－)　　

１株当たり当期純利益又は純損失

（△）（円）
0.13 △66.82 3.50 0.43 △1.23

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益（円）
0.12 － 3.23 0.42 －

自己資本比率（％） 27.2 15.4 31.7 40.7 42.4

自己資本利益率（％） 0.1 － 4.1 0.3 0.7

株価収益率（倍） 2,334.6 － 69.9 605.6 －

配当性向（％） 2,928.0 － － － －

従業員数（名） 182 172 10 10 12

　（注）１．事業収益には消費税等は含まれていない。

２．第４期及び第７期の潜在株式調整後１株当たり純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当

たり当期純損失が計上されているため記載していない。

３．第５期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。

EDINET提出書類

株式会社日本航空(E04281)

有価証券報告書

  3/136



２【沿革】

平成14年４月 日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム（以下「両社」という）は、株式移転により完

全親会社である当社を設立し、経営統合を行うことに関する契約書を締結した。

平成14年６月 両社の定時株主総会において、株式移転による当社の設立について、承認決議した。

平成14年10月 両社の株式移転により、当社を設立した。

　 当社の株式を、東京証券取引所（市場第１部）、大阪証券取引所（市場第１部）及び名古屋証券取

引所（市場第１部）に上場した。

平成15年２月 当社臨時株主総会において、資本準備金の一部を減少し剰余金に振り替えることについて、承認決

議した。

平成15年11月 本社を移転（東京都港区から品川区）

平成16年４月 主要子会社である両社が、それぞれ「株式会社日本航空インターナショナル」（以下「JALI」と

いう）及び「株式会社日本航空ジャパン」（以下「JALJ」という）に商号を変更した。あわせて、

JALIが国際旅客事業及び貨物事業を担い、JALJが国内旅客事業を担う体制に、事業を再編した。

平成16年４月 簡易株式交換により、日本アジア航空株式会社を完全子会社化した。

平成16年６月 当社の商号を「株式会社日本航空」に変更した。

平成18年10月 主要子会社である株式会社日本航空インターナショナルと株式会社日本航空ジャパンが合併し

た。

平成20年４月 主要子会社である株式会社日本航空インターナショナルと日本アジア航空株式会社が合併した。
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社203社及び関連会社83社で構成され、航空運送事業、航空

運送関連事業、旅行企画販売事業、カード・リース事業、その他事業を営んでおり、その事業内容と各事業に係る位置

づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、以下のとおりである。

(1）航空運送事業 株式会社日本航空インターナショナル、日本トランスオーシャン航空株式会社、株

式会社ジャルウェイズ、株式会社ジャル エクスプレス、日本エアコミューター株

式会社、株式会社北海道エアシステム、琉球エアーコミューター株式会社、株式会

社ジェイエアの子会社８社を連結している。

(2）航空運送関連事業 旅客・貨物の取扱い業務、機内食調製、航空機並びに地上機材等の整備、給油等を

子会社95社、関連会社65社が行っており、そのうち株式会社JALグランドサービス、

株式会社JALカーゴサービス、株式会社ティエフケー他52社を連結している。

(3）旅行企画販売事業 航空運送事業会社８社による航空運送を含む旅行の企画販売を子会社35社、関連

会社３社が行っており、そのうち株式会社ジャルパック、株式会社ジャルツアー

ズ、株式会社ジャルセールス他27社を連結している。

(4）カード・リース事業

(5）その他事業

金融業、カード業、リース業を子会社19社が行っており、そのうち株式会社ジャル

キャピタル、株式会社ジャルカード他１社を連結している。

以下のとおり、子会社46社、関連会社15社、合計61社が行っている。

①　ホテル・リゾート事業 子会社16社、関連会社２社がホテル事業を行っており、そのうち株式会社JALホテ

ルズ他８社を連結している。

②　商事・流通その他事業 卸売・販売業、不動産業、印刷業、建設業、人材派遣業、情報通信業等を子会社30社、

関連会社13社が行っており、そのうち株式会社アクセス国際ネットワーク、株式会

社JALエアロパーツ、株式会社JALビジネス他12社を連結している。

　                             なお、持株会社である当社は、グループ全体の目標・戦略を策定し、企業価値の

                               最大化に向けた経営資源の最適配分を行っている。
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　以上に述べた事項の概要図は次のとおりである。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

(連結子会社) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

株式会社日本航空
インターナショナル
　※２※５※12

東京都
品川区

200,000
航空運送事
業

100.0 － 100.0 21 － 586,515
経営指導
金銭貸借関係
業務の委託

事務所
賃借

なし

日本トランスオー
シャン航空株式会社

沖縄県
那覇市

4,537
航空運送事
業

－ 70.1 70.1 1 1 なし なし なし 〃

株式会社ジャル
ウェイズ

東京都
品川区

3,000
航空運送事
業

－ 100.0 100.0 1 2 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャル　エク
スプレス

東京都
品川区

2,500
航空運送事
業

－ 100.0 100.0 － 1 〃 〃 〃 〃

株式会社北海道エア
システム

北海道
札幌市
中央区

490
航空運送事
業

－ 51.0 51.0 － 1 〃 〃 〃 〃

琉球エアーコミュー
ター株式会社

沖縄県
那覇市

396
航空運送事
業

－ 74.5 74.5 － － 〃 〃 〃 〃

日本エアコミュー
ター株式会社

鹿児島県
霧島市

300
航空運送事
業

－ 60.0 60.0 － 1 〃 〃 〃 〃

株式会社ジェイエア
愛知県
西春日井郡

200
航空運送事
業

－ 100.0 100.0 － 1 〃 〃 〃 〃

ジャルスカイサービ
ス株式会社

千葉県
成田市

100
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
関西

大阪府
泉南郡

50
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
東京

東京都
大田区

50
航空旅客取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
大阪

大阪府
豊中市

30
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
九州　※９

福岡県
福岡市
博多区

30
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
札幌　※10

北海道
千歳市

30
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
名古屋

愛知県
常滑市

30
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
那覇　

沖縄県
那覇市

30
航空旅客・
手荷物取扱
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
長崎　※９

長崎県
大村市

15
航空旅客取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
函館　※10

北海道
函館市

15
航空旅客取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
金沢

石川県
小松市

10

空港内地上
業務
航空旅客取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALスカイ
仙台

宮城県
名取市

10
航空旅客取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

株式会社JALグラン
ドサービス　

東京都
大田区

474
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 2 － なし なし なし なし

中部スカイサポート
株式会社　

愛知県
常滑市

100
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドサービス関西　　　

大阪府
泉南市

96
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 1 － 〃 〃 〃 〃

沖縄エアポートサー
ビス株式会社

沖縄県
那覇市

33
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドサポート成田　

千葉県
成田市

20
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JTAサザンスカイ
サービス株式会社

沖縄県
那覇市

20
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドサービス大阪　

大阪府
豊中市

10
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドサービス九州

福岡県
福岡市
博多区

10
空港内地上
業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドサービス札幌　

北海道
千歳市

10
空港内地上
業務

－ 97.7 97.7 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALエア
テック

東京都
大田区

315
特殊車両・
整備用器材
の整備

－ 70.0 70.0 1 － 〃 〃 〃 〃

JALエンジンテクノ
ロジー株式会社

千葉県
成田市

80
航空機用エ
ンジン部品
の整備

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALアビ
テック

千葉県
成田市

47

航空機用電
装部品及び
機体部品の
整備

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JAL航空機
整備成田

千葉県
成田市

28
航空機の機
体整備事業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALグラン
ドエアーサービス　

東京都
大田区

12
航空機整備
の補助作業

－ 85.0 85.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JAL航空機
整備東京

東京都
大田区

12
航空機の機
体整備事業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALシミュ
レーターエン
ジニアリング

東京都
大田区

10
シミュレー
ター整備業
務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALメンテ
ナンスサービス

東京都
大田区　

10

整備用工具
・航空機部
品の受払い
・管理　

－ 100.0 100.0 － － 〃　 〃　 〃　 〃　

日航関西エアカーゴ
・システム株式会社

大阪府
泉南市

123
航空貨物取
扱業

－ 69.2 69.2 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALカーゴ
サービス　※６

千葉県
成田市

50
航空貨物取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALカーゴ
ハンドリング　

千葉県
成田市

50
航空貨物取
扱業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALカーゴ
サービス九州

福岡県
福岡市
博多区

20
航空貨物取
扱業

－ 80.0 80.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャル
カーゴセールス

東京都
品川区

50 貨物販売業 － 100.0 100.0 1 － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

株式会社JALナビア
東京都
品川区

50

航空旅客予
約・発券業
務
物品販売業

－ 100.0 100.0 － － なし なし なし なし

株式会社JALナビア
大阪

大阪府
大阪市北区

10
航空旅客予
約・発券業
務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALナビア
札幌

北海道
札幌市
中央区

10
航空旅客予
約取扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALナビア
福岡

福岡県
福岡市
中央区

10
航空旅客予
約取扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

ジャル　ロイヤル　ケータリ
ング株式会社

千葉県
成田市

2,000
航空機内食
の調製及び
搭載

－ 51.0 51.0 － 1 〃 〃 〃 〃

株式会社ティエフケー
千葉県
成田市

497
航空機内食
の調製及び
搭載

－ 50.7 50.7 － 1 〃 〃 〃 〃

株式会社インフライトフー
ズ

千葉県
成田市

100
食材の加工
販売

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

沖縄給油施設株式会社
沖縄県
那覇市

100

航空機用燃
料の給油施
設の保有・
賃貸

－ 60.0 60.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALエービーシー
東京都
中央区

100
航空手荷物
取扱業他

－ 51.0 51.0 － 1 〃 〃 〃 〃

株式会社JALブランドコ
ミュニケーション

東京都
品川区

100

広告・宣伝
業及び広告
・宣伝代理
業

100.0 － 100.0 1 － 〃 〃 〃 〃

成田ドライアイス株式会社
千葉県
山武郡

50
ドライアイ
ス・氷の製
造販売

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALマイレージバ
ンク　※１

東京都
品川区　

40
情報管理・
精算事務代
行業務

－ 100.0 100.0 － － 　〃 〃　 〃　 〃　

株式会社JALウェイブ
千葉県
成田市

30
航空機運航
関係業務

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALテクノ
サービス

東京都
大田区

20

防災システ
ム・環境保
全システム
の工事及び
維持管理業
務

－ 81.3 81.3 － － 〃 〃 〃 〃

新東京航業株式会社
千葉県
成田市

10 人材派遣業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JAL PASSENGER 
SERVICES
AMERICA INCORPORATED

アメリカ
エルセグン
ド市

千米ドル
205

航空旅客予
約取扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JAL HAWAII,
INCORPORATED

アメリカ
ホノルル市

千米ドル
100

航空旅客・
貨物取扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

INTERNATIONAL
IN-FLIGHT
CATERING CO.,
LTD.

アメリカ
ホノルル
市

千米ドル
2,208

航空機内食
の調製及び
搭載

－ 56.7 56.7 － － 〃 〃 〃 〃

JAL TRANS,INC.　
アメリカ
ニューヨー
ク市

千米ドル
1,630

航空貨物取
扱業

－ 87.7 87.7 － － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

JUPITER GLOBAL
LIMITED ホンコン

千香港ドル
1,000

航空貨物取
扱業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

CONTACT CUSTOMS

CLEARANCE,INC.

アメリカ
ニューヨー
ク市

千米ドル
5
通関業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルパッ
ク

東京都
港区

900
アイル等海
外旅行商品
の企画販売

－ 78.7 78.7 － － なし なし なし なし

株式会社ジャル
パックサービス

東京都
港区

30 旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルセー
ルス　

東京都
港区

460 旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルセー
ルス北海道　

北海道
札幌市
中央区

250 旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルセー
ルス西日本　

大阪府
大阪市
浪速区

240 旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルセー
ルス九州　

福岡県
福岡市
中央区

200 旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャルツ
アーズ

東京都
品川区

80

JAL STAGE
等国内旅行
商品の企画
販売
物品販売業

－ 81.4 81.4 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャル
沖縄

沖縄県
那覇市

50 航空券販売 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジェイ　プロ
東京都
大田区

30
旅行日程表
の作成・発
送

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK HOLDING
U.S.A., INC.※11

アメリカ
ウイルミン
トン市

米ドル
100

持株会社 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
MICRONESIA, INC.

アメリカ
グアム

千米ドル
1,450

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
AMERICA, INC.

アメリカ
ガーデナ市

千米ドル
1,250

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
HAWAII, INC.※7※11

アメリカ
ホノルル市

千米ドル
1,000

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

JALPAK
INTERNATIONAL
(EUROPE) B.V.

オランダ
アムステル
ダム市

千ユーロ
900

旅行業 － 100.0 100.0 － － なし なし なし なし

JALPAK
INTERNATIONAL
(FRANCE) S.A.S.

フランス
パリ市

千ユーロ
160

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
(GERMANY) GMBH

ドイツ
フランクフ
ルト市

千ユーロ
102

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
(SPAIN) S.A.

スペイン
マドリ-ド
市

千ユーロ
180

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
(AUSTRIA) GES.
M.B.H.

オーストリ
ア
ウィーン市

千ユーロ
72
旅行業 － 75.0 75.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
OCEANIA PTY
LIMITED

オーストラ
リア
シドニー市

千豪ドル
500

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
ASIA PTE LTD.

シンガポー
ル

千シンガ
ポールドル

146
旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
HONG KONG CO.,
LTD.

ホンコン
千香港ドル

550
旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK
INTERNATIONAL
(THAILAND)CO.,
LTD.

タイ
バンコク市

千タイバーツ
6,000

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

P.T.JALPAK
INTERNATIONAL
BALI

インドネシ
ア
デンパサー
ル市

千インドネシ
アルピア
2,848,500

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JALPAK TOUR &
TRAVEL
(THAILAND)CO.,
LTD.

タイ
バンコク市

千タイバーツ
6,000

旅行業 － 73.3 73.3 － － 〃 〃 〃 〃

CREATIVE TOURS
LTD.

イギリス
ロンドン市

千英ポンド
96
旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

EURO-CREATIVE
TOURS (UK) LTD.

イギリス
ロンドン市

千英ポンド
100

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

CREATIVE TOURS
(SINGAPORE)
PTE LTD.

シンガポー
ル

千シンガ
ポールドル

1,655
旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JAL SATELLITE
TRAVEL CO., LTD.

ホンコン
千香港ドル

750
旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

P.T.TAURINA
TRAVEL JAYA

インドネシ
ア
ジャカルタ
市

千インドネシ
アルピア

500,000
旅行業 － 51.0 51.0 － － なし なし なし なし

日航国際旅行社
(中国)有限公司

中国
北京市

千米ドル
600

旅行業 － 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ジャル
キャピタル

東京都
品川区

3,500
金融業
リース業

100.0 － 100.0 2 2 44,588
資金関連業務
委託

〃 〃

株式会社ジャル
カード

東京都
品川区

360
クレジット
カード事業

－ 50.6 50.6 － － なし なし 〃 〃

JLC INSURANCE
COMPANY LIMITED

英国自治領
ガーンジー

千米ドル
2,000

航空保険の
引受け

－ 100.0 100.0 1 1 〃 〃 〃 〃

株式会社JALホテ
ルズ　※２

東京都
品川区

4,272
ホテルの経
営およびそ
の運営受託

－ 90.7 90.7 1 2 〃 〃 〃 〃

株式会社ホテル日航
大阪

大阪府
大阪市
中央区

100
ホテルの運
営受託

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社成田日航
ホテル

千葉県
成田市

50
ホテルの運
営受託

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

新日航ホテル株式会
社

東京都
中央区

25
ホテルの運
営受託

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

PACIFIC 
INVESTMENT
HOLDINGS
CORPORATION

アメリカ
ホノルル市

千米ドル
59,396

米州地区持
株会社

－ 100.0 100.0 － － なし なし なし なし

HOTEL NIKKO OF
SAN FRANCISCO,
INC.

アメリカ
ロサンジェ
ルス市

千米ドル
43,137

ホテルに対
する人的
サービスの
提供

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

HOTEL NIKKO
(U.S.A.), INC.

アメリカ
ドーバー市

千米ドル
1
ホテルの運
営受託

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

JDC GUAM INC.
アメリカ
グアム

千米ドル
1
ホテルの運
営受託

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

BENKAY (U.S.A.), 
INC.

アメリカ
ドーバー市

千米ドル
1
レストラン
業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社アクセス国際
ネットワーク

東京都
品川区

700
情報提供
サービス業

－ 75.0 75.0 － 2 〃 〃 〃 〃

株式会社JALエアロ
パーツ

東京都
港区

490
航空機用部
品輸出入業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JAL建設
東京都
大田区 

180 建設業 － 85.0 85.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALロジ
スティクス

東京都
大田区

144 物流業 － 72.0 72.0 － － 〃
社用物品発送
委託

〃 〃

株式会社JALビジネス
東京都
品川区

100 人材派遣業 － 89.8 89.8 － － 〃
事務サービス
委託

〃 〃

グローバル　ビルディ
ング株式会社

東京都
品川区

100 不動産業 － 100.0 100.0 － － 〃 施設利用等 〃 〃

株式会社ジャル　
リーブル

東京都
品川区

50
会社等決算
に関する事
務

100.0 － 100.0 2 1 〃
会計・税務関
係業務委託

〃 〃

株式会社JALグループ
シニアセンター

東京都
品川区

50 人材派遣業 50.0 50.0 100.0 － － 〃
高齢者再雇用制
度の運営
業務受託

〃 〃

JALアカデミー株式会
社　※８

東京都
渋谷区

50
マナー研修、
語学教育業

－ 100.0 100.0 － － 〃 なし 〃 〃

JTAインフォコム
株式会社

沖縄県
那覇市

50
情報システ
ムの開発・
保守・運用

－ 61.0 61.0 － － 〃 〃 〃 〃

JTA商事株式会社
沖縄県
那覇市

20
小売業
旅行業

－ 100.0 100.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALサン
ライト

東京都
品川区

20
事務代行業
人材派遣業
等

－ 100.0 100.0 － － 〃
業務サービス
委託

〃 〃

株式会社オーエフシー
東京都
港区 

10
OFCタリフ
出版業、申請
代行業

－ 54.0 54.0 － － 〃 なし 〃 〃

PACIFIC BUSINESS
BASE,INC.

アメリカ
ウィルミン
トン市

米ドル
400

投資 － 100.0 100.0 1 － 〃 〃 〃 〃

JAPAN AIRLINES 
MANAGEMENT CORP.

アメリカ
ニューヨー
ク市

米ドル
93
不動産業 － 100.0 100.0 1 － 〃 〃 〃 〃
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
役員の派遣
状況

資金援助
(貸付金)
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

業務
提携

直接
（％）

間接
（％）

合計
（％）

当社
役員
(名)

当社
社員
(名)

(持分法適用関連会
社) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

空港施設株式会社
　※２

東京都
大田区

6,826
不動産賃貸
業

－ 20.4 20.4 1 － なし なし なし なし

福岡空港ビルディ
ング株式会社
※３

福岡県
福岡市
博多区

4,100
不動産賃貸
業

－ 17.5 17.5 1 － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALUX
※２

東京都
品川区

2,558
卸売業、小売
業、損害保険
代理業等

21.4 0.0 21.4 1 1 〃 物品購入等 〃 〃

株式会社エージー
ピー　※２

東京都
大田区

2,038

航空機用動
力の供給、
フードサー
ビス、カート
販売業

33.4 － 33.4 1 － 〃 なし 〃 〃

アビコム・ジャパ
ン株式会社　

東京都
港区

1,310
電気通信事
業

－ 36.3 36.3 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社JALイン
フォテック

東京都
港区

702

情報通信シ
ステムの開
発・保守・
運用

－ 41.5 41.5 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社びゅうト
ラベルサービス

東京都
渋谷区

450

びゅうワー
ルド等旅行
商品の企画
販売

－ 33.0 33.0 1 － 〃 〃 〃 〃

日本タービンテク
ノロジー株式会社

千葉県
成田市

400

航空機用
タービンエ
ンジン部品
の補修・製
造

－ 33.4 33.4 － － 〃 〃 〃 〃

エアフライトジャ
パン株式会社

北海道
茅部郡

400
操縦士訓練
事業

－ 25.0 25.0 － － 〃 〃 〃 〃

千歳空港給油施設
株式会社

北海道
千歳市

200

航空機用燃
料の給油施
設の保有・
賃貸

－ 50.0 50.0 － － 〃 〃 〃 〃

名古屋エアケータ
リング株式会社

愛知県
常滑市

150
航空機内食
の調製及び
搭載

－ 30.0 30.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社イーマイ
ルネット

東京都
品川区

110

インター
ネットを利
用したサー
ビス業

－ 50.0 50.0 － － 〃 〃 〃 〃

株式会社ティエフ
ケイ開発

千葉県
成田市

100
パン類の製
造販売

－ 49.8 49.8 － － 〃 〃 〃 〃

大阪空港交通株式
会社　※３

大阪府
池田市

96
自動車運送
事業

－ 15.0 15.0 － － 〃 〃 〃 〃

日東航空整備株式
会社

東京都
大田区

50
航空機の機
体整備事業

－ 50.0 50.0 － － 〃 〃 〃 〃

福岡エアーカーゴ
ターミナル株式会
社

福岡県
福岡市
博多区

50
航空貨物取
扱業

－ 40.0 40.0 － － 〃 〃 〃 〃

TRANS QUALITY,
INC. ※４

アメリカ
ホノルル市

千米ドル
200

運送業 － 49.0 49.0 － － 〃 〃 〃 〃

CARGO CREATIVE

SERVICE LTD.

イギリス
ロンドン市

千英ポンド
60
運送業 － 50.0 50.0 － － 〃 〃 〃 〃

　（注）※１　株式会社JALマイレージバンクは、連結子会社である株式会社ジャルカードを会社分割し、新規設立したた

め、当連結会計年度より新たに連結子会社としている。

※２　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、株式会社日本航空インターナショナル、株式会

社JALホテルズ、空港施設株式会社、株式会社JALUX、株式会社エージーピーである。

※３　持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。　
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※４　従来、連結子会社であったTRANS QUALITY, INC.は、株式売却により持株比率が減少したため、当連結会計

年度より持分法適用関連会社としている。

※５　株式会社日本航空インターナショナルは、平成20年４月１日に、日本アジア航空株式会社と合併している。

※６　株式会社JALカーゴサービスは、平成20年４月１日に、成田ロジスティック・ターミナル株式会社と合併し

ている。

※７　JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC.は、平成20年４月１日に、TOUR CREATE, INC.および

HAWAII HOTEL RESERVATIONS SYSTEMS,INC.と合併している。

※８　JALアカデミー株式会社は、平成20年６月19日に、ジャルアカデミー株式会社より社名変更している。

※９　株式会社JALスカイ九州と株式会社JALスカイ長崎は、平成21年４月１日に、株式会社JALスカイ九州を存続

会社として合併している。

※10　株式会社JALスカイ札幌と株式会社JALスカイ函館は、平成21年４月１日に、株式会社JALスカイ札幌を存続

会社として合併している。

※11　JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC.とJALPAK HOLDING U.S.A., INC.は、平成21年４月１日に、

JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC.を存続会社として合併している。

※12　特定子会社に該当するのは、株式会社日本航空インターナショナルである。

　13　上記の会社（ただし※12の会社を除く）については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連

結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略している。
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５【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

　 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

航空運送事業 20,540  

航空運送関連事業 21,025  

旅行企画販売事業 2,401  

カード・リース事業 209  

その他事業 3,351  

合計 47,526  

　（注）　従業員数は就業人員である。

(2)提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

　 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

地上社員 12 44.5 18.0 8,107

　（注）１．人数には派遣社員６名を含んでいる。

２．上記従業員の内６名は、株式会社日本航空インターナショナルからの出向者であり、平均勤続年数は同社で

の勤続年数を通算している。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

　

(3)労働組合の状況

連結子会社には、株式会社日本航空インターナショナルのJAL労働組合、日本航空労働組合、日本航空乗員組合、日

本航空キャビンクルーユニオン、日本航空機長組合、日本航空先任航空機関士組合、日本航空ジャパン労働組合、

日本航空ジャパン乗員組合等がある。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）連結業績全般

　当連結会計年度の日本経済は、世界経済の減速や原材料・エネルギー価格の高騰を背景に上期より徐々に減速傾向をた

どりましたが、下期に入るとサブプライムローン問題等に起因する米国発の金融資本市場の動揺が世界の実体経済に波及

し景気の悪化が一層鮮明となるなか、輸出の大幅な落ち込み、企業収益や設備投資の減少、生産の大幅な低下、雇用情勢の

深刻化等国内景気は急速に悪化しました。

　この間、JALグループを取り巻く環境は、燃油価格（シンガポールケロシン）が2008年度に入って更に騰勢を強め、7月に

は一時180ドルを突破するなど燃油費用を大幅に増加させました。その後、燃油価格は一転して急落したものの、内外景気

の急速な悪化による企業の出張自粛等から航空需要が大幅に減少するなど、一年を通じて極めて厳しい状況が続きまし

た。

　こうしたなか、JALグループでは、平成22年に計画されている羽田および成田両空港の拡張を視野に入れ、いかなる環境下

においても安定的に利益を確保できる体質を構築するために平成20年2月に策定した「2008－2010年度JALグループ再生

中期プラン」（以下「新再生中期プラン」）に沿って、あらゆるコストの削減、商品競争力の強化、収益性の改善等に鋭意

取り組みました。特に、最大の費用である燃油費については、燃油価格が先に述べたとおり乱高下を示すなか、燃油消費量

削減に向けたさまざまな取り組み等によりその増加の抑制に努めました。燃油費以外の費用については、安全運航の堅持

を大前提に、従来取り組んでいる聖域なきコスト削減の更なる徹底に加え、運営体制や業務プロセスの抜本的見直しにま

で踏み込んだコスト構造改革の一部前倒し実施や下期以降の追加的緊急収支改善策の効果等から、航空運送事業セグメン

トの殆どの費目で前期を下回りました。

　JALグループの存立基盤である安全運航については、経営トップのリーダーシップのもと、安全管理のサイクルが適切に

機能するように「自発的報告制度」の充実や「インタビュープログラム」の導入を通じて、安全にかかわるトラブルの情

報収集や調査・分析の能力を強化しています。

　また、平成18年4月に開設した安全啓発センターでは、新たなご遺品の展示を開始し、見学者は既に社内外6万人を超えま

した。事故の風化を防止し、過去の教訓から安全運航の大切さを学ぶ場として、JALグループ社員の安全教育に活用してい

ます。

　加えて、JALグループでは「地球環境」に対する企業の社会的責任が高まるなか、従来より環境への取り組みを経営の重

要課題と位置付けており、燃費効率の良い機材への更新や新しい運航方式の積極的導入、エンジン洗浄の頻度拡大による

燃費効率の向上等、さまざまな燃油消費量削減施策により二酸化炭素排出量の削減に努めているほか、国際線航路上の大

気観測や上空からの森林火災情報提供などJAL独自の環境活動を推進しています。また、4月には地球環境に係わる対応を

いっそう強化・推進するため、「空のエコ」宣言を行いました。さらに2009年1月には、世界ではじめて「カメリナ」を主

原料とするバイオジェット燃料でのデモンストレーションフライトを実現させたほか、お客さまがご希望により、航空機

利用に伴い排出した二酸化炭素の相当量を埋め合わせできる「JALカーボンオフセット」サービスを導入するなど今後と

も環境への取り組みを推進してまいります。

　当連結会計年度のグループ連結決算は、航空運送事業の収入が下期以降の世界的な景気悪化を背景とした航空需要の減

少を主因に前年を下回ったほか、連結子会社であったPACIFIC FUEL TRADING CORPORATION（以下「PFTC」 ）が株式

売却により連結の範囲から外れたことなどから、営業収益が前年対比12.5％減の1兆9,511億円となりました。営業費用につ

いては、燃油価格の高騰から燃油費の増加は避けられなかったものの、上記PFTCが連結から外れたことに加えて、従来より

取り組んでいる聖域なきコスト削減の徹底や業務プロセスの抜本的見直しにまで踏み込んだコスト構造改革の一部前倒

し実施等の効果から前年対比6.5％減の2兆20億円となりました。この結果、営業損益は同1,408億円悪化の△508億円、経常

損益は同1,519億円悪化の△821億円となりました。

　また、株式会社ジャルカードの株式の一部売却等により特別利益を計上したことから、当期純損益は同801億円悪化の△

631億円となりました。

（２）事業の種類別セグメントの業績

（セグメント間売上高・損益を含みます。）

航空運送事業セグメント

　国際旅客については、路線運営面では、燃油価格が高騰する中、収益性の向上の観点から積極的に路線便数・ダイヤの見

直しを行いました。成田＝ニューヨーク線、関西＝上海線等の10路線を増便する一方、成田＝西安線、関西＝青島線等の４

路線を運休するなど、高成長・高収益路線への経営資源のシフトをさらに進めました。この間、成田＝アムステルダム線、

クアラルンプール線、釜山線、広州線等のダイヤ改善も行い、成田のグローバルハブとしての機能を強化しました。また、本

年度は羽田発のチャーター便にも積極的に取り組み、7月の羽田＝香港線の開設も加わり約700便のチャーター便を運航し
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ました。

　また、4月には株式会社日本航空インターナショナルと日本アジア航空株式会社の統合により、台湾線もJAL便名に統一さ

れました。

　機材面では、成田＝ニューヨーク線、サンフランシスコ線、羽田＝上海線の運航機材をボーイング747-400型機から777型機

へ、成田＝広州線、上海線、杭州線や関西＝上海線、広州線等の運航機材を中型機ボーイング767型機から小型機ボーイング

737-800型機へ変更するなど、機材のダウンサイジングを積極的に進めました。こうした取り組みにより、需給適合による運

航の効率化と収益性の改善を図ったほか、最新鋭機材の投入による商品競争力向上を実現しました。

　この間、前連結会計年度正式加盟したグローバルアライアンス「ワンワールド」のメンバーであるブリティッシュエア

ウェイズ、フィンエアのほか、中国東方航空、エールフランス航空、ジェットスター航空等ワンワールド非加盟航空会社と

の間でもコードシェア提携を拡大し、ネットワークの拡充による利便性の向上を図りました。

　商品戦略面では「プレミアム戦略」の一環として国際線新ファーストクラス「JALスイート」、新エグゼクティブクラス

「JALシェルフラットネオ」の新型シートを成田＝ニューヨーク線(JL006/005便）、成田＝サンフランシスコ線に導入しま

した。また、2008年度のグッドデザイン賞を受賞した「JALプレミアムエコノミー(JALスカイシェルシート)」の投入路線を

従来の成田＝ロンドン線に加え、上期に成田＝パリ線、ニューヨーク線（JL006/005便）、サンフランシスコ線に、下期に成

田＝アムステルダム線、モスクワ線、中部＝パリ線等に順次拡大しました。加えて、本邦企業の旺盛なインド進出を背景に

ビジネス需要の成長が期待できる成田＝デリー線においてファーストクラスサービスを開始しました。

国際線空港運営面では、成田空港第２旅客ターミナルの「エコノミークラス・チェックインカウンター」をリニューアル

オープンしたほか、搭乗手続き前にＸ線検査機による手荷物検査を受ける必要がなく、直接チェックインカウンターにお

進みいただくことができる「インライン・スクリーニング・システム」を導入し、よりスピーディーなチェックインが可

能となりました。

　営業面では、上述の「プレミアム戦略」を推進するために、「JALスイート」、「JALシェルフラットネオ」、「JALプレミ

アムエコノミー」サービスの周知に加え、各種増販施策によりシェア・競争力の向上を図りました。また、観光需要喚起策

としては、「JAL悟空・ダイナミックプライス」を昨年に引き続き設定したのに加え、ホノルル、バンコク、シンガポール線

等に期間を限定した「バリュー悟空」も新設し、よりお客さまのニーズに合致した運賃を展開しました。

　当連結会計年度中のJALグループの国際線の供給は、収支改善を目指した路線運営の効率化や機材のダウンサイジングに

より有効座席キロベースで前年対比5.4％減少しました。一方、需要については、急激に内外景気が悪化するなか、食の問題

が尾を引いた中国線をはじめとし、米州線、欧州線、東南アジア線、オセアニア線、グアム線等すべての路線で旅客数が前年

を下回り、有償旅客キロベ－スで同13.6％の減少となりました。収入は、燃油サーチャージの見直し等はあったものの、ビジ

ネス旅客需要の急激な減少や円高により単価が前年対比8.0%の上昇にとどまったことから、同6.7％減の7,035億円となり

ました。

　

　国内旅客については、路線運営面では路線の見直しと機材のダウンサイジングを引き続き進め、札幌＝沖縄線等14路線で

の運休に加え5路線で減便を実施し、運航体制の効率化により収支の改善を図りました。

　商品戦略面では、本邦国内線初のサービスとして前年度に羽田＝伊丹線に導入して以来高い評価を頂いている「JAL

ファーストクラス」サービスを羽田＝福岡線、札幌線にも導入したほか、羽田＝伊丹線においても7月には全15往復便に拡

大するなど、お客さまの快適性と利便性の向上に努めました。

　機材面では、今後の国内線における戦略的小型機であるエンブラエル170型機の導入を開始し、2月より小牧＝福岡、松山

線で運航を開始しました。

　また国内線空港運営面では、「JALファーストクラス」路線の拡充に合わせ、福岡空港、伊丹空港、新千歳空港のサクララ

ウンジにファーストクラスご利用のお客さま、JMBダイヤモンドおよびJGCプレミア会員のお客さま専用のセキュリ

ティーゲートを設置したことにより、ご出発までゆっくりお過ごしいただけるようになりました。

　営業面では、高騰を続けた燃油価格への対策として、普通運賃、往復割引運賃の値上げを行う一方で、ビジネス旅客需要の

取り込み強化を図るため、ビジネスきっぷを新設しました。また、路線ごとの需要動向や競争環境に応じ特便割引運賃をき

め細かく設定し、収入の極大化を図りました。さらには、新たな機能を追加するなどＷＥＢ予約を強化したほか、先得割引

運賃のJALグループ全国内線への拡大やインターネットによる旅行商品である「ダイナミックパッケージ」の拡充等によ

り需要喚起に努めました。

　当連結会計年度中のJALグループの国内線の供給は、路線の見直しと機材のダウンサイジング等から、有効座席キロベー

スで前年対比1.8%減少しました。一方、需要については、団体需要は需要喚起策の効果等から前連結会計年度を上回って推

移したものの、個人需要は景気の低迷によるビジネス旅客の減少等から前連結会計年度を下回ったことから、有償旅客キ

ロベースで前年対比1.4%の減少となりました。収入についても競合環境の激化を背景とした低価格運賃へのシフト等によ

り単価が前年対比0.2%低下したこともあり、同1.6%減の6,665億円となりました。

　貨物・郵便については、国際線貨物の需要面では、世界的な景気後退や為替の円高基調を背景に、供給を減らした米州線

や欧州線が前年を下回ったほか、上期は前連結会計年度を上回って推移した東南アジア線や中国線も下期に入って急速に

落ち込みました。
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　機材および路線運営面では、ボーイング747在来型貨物専用機の退役を進めたほか、中国・東南アジア路線に中型機であ

るボーイング767型貨物専用機を集中して投入するなど、需要規模に応じた効率的な機材配置に努めました。また、2009年

１月以降はニューヨーク線の貨物便を運休するなど、更なる収益性向上を目指した供給体制へ迅速かつ柔軟に移行する一

方、中部発のシカゴ線（成田経由）を開設するなど、お客さまの利便性向上を図りました。

　商品運営面では、基本品質の更なる向上に加え、お客さまの多様なニーズを捉えた高付加価値商品「J PRODUCTS」を拡

充し、需要喚起に努めました。具体的には、ハンドキャリーサービス「J CARRY」や未通関貨物を空港へ直接搬入する「

J DIRECT」の販売を開始しました。

　当連結会計年度中のJALグループの国際線貨物の供給は、ボーイング747在来型貨物専用機の退役進捗等から、有効貨物ト

ン・キロベースで前年対比8.2％の減少となりました。一方、需要については、供給削減や景気悪化の影響から、有償貨物ト

ン・キロベースで前年対比20.2％の減少となりました。収入は、「J PRODUCTS」の拡充等の販売努力や燃油サーチャージ

の見直し、さらには供給体制の変化に伴う近距離路線の構成比増等の単価上昇要因はあったものの、競争の激化や円高の

影響等から最終的な単価は前年対比1.3%の上昇にとどまったことから、同19.2％減の1,521億円となりました。

　国際郵便は、国際貨物同様に景気後退の影響から日本発が伸び悩んだものの、販売施策が功を奏した米国発やウォン安と

なった韓国発が堅調となり、需要は前連結会計年度並みとなりました。

　国内線貨物は、旅客便の路線見直しに伴う供給減の影響が一部地方路線であったものの、宅配貨物や生鮮貨物の堅調な出

荷のもと、きめ細かな販売施策による貨物取り込みや、「ゆうパック」が当連結会計年度より郵便扱いから貨物扱いに

なったこと等から、需要は前連結会計年度を上回りました。当期間中の、国内線貨物総輸送量は有償貨物トン・キロベ－ス

で前期比14.8％増加し、収入は前期比24.8％増の347億円となりました。

　国内郵便は、「ゆうパック」の貨物扱いへの変更に伴い、需要は前連結会計年度を下回りました。

　この間、燃油価格（シンガポールケロシン）は歴史的な高水準で推移したあと急落するなどかつてない乱高下を示すな

か、燃油消費量の削減に向けた様々な取り組みにより燃油費上昇の抑制に努めましたが、為替の影響も含めた最終的な燃

油費は前年対比963億円の大幅増加となりました。燃油費以外の費用については、従来から取り組んでいる聖域なきコスト

削減の更なる徹底に加え、運営体制や業務プロセスの抜本的見直しにまで踏み込んだコスト構造改革の一部前倒し実施や

下期以降の追加的緊急収支改善策の効果等から、殆どの費目で前期を下回りました。

　以上により、航空運送事業セグメントの当連結会計年度の売上高は前年対比1,102億円減の1兆7,164億円、営業損益は同

1,395億円減の△608億円となりました（売上高及び営業利益は航空運送セグメント内消去後、セグメント間連結消去前数

値です。なお、航空運送事業セグメントの部門別売上高・輸送実績を19・20ページに記載しております）。

　部門別売上高は、次のとおりです。

科目
前連結会計年度

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

構成比
（％）

当連結会計年度
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

構成比
（％）

対前年比
（％）

国際線      

旅客収入（百万円） 754,300 41.3 703,522 41.0 93.3

貨物収入（百万円） 188,235 10.3 152,184 8.9 80.8

郵便収入（百万円） 9,926 0.5 8,519 0.5 85.8

手荷物収入（百万円） 1,949 0.1 1,561 0.1 80.1

小計（百万円） 954,411 52.2 865,786 50.5 90.7

国内線      

旅客収入（百万円） 677,437 37.1 666,547 38.8 98.4

貨物収入（百万円） 27,862 1.5 34,765 2.0 124.8

郵便収入（百万円） 10,122 0.6 4,373 0.3 43.2

手荷物収入（百万円） 307 0.0 302 0.0 98.5

小計（百万円） 715,730 39.2 705,989 41.1 98.6

国際線・国内線合計（百万円） 1,670,142 91.4 1,571,775 91.6 94.1

その他の航空運送収益（百万円） 63,881 3.5 64,890 3.8 101.6

付帯事業収入（百万円） 92,693 5.1 79,760 4.6 86.0

合計（百万円） 1,826,717 100.0 1,716,426 100.0 94.0
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連結輸送実績は、次のとおりです。

項目
前連結会計年度

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

対前年比（％）
（利用率はポ
イント差）

国際線 　    

有償旅客数 （人） 13,367,904 11,704,043 87.6

有償旅客キロ （千人・キロ） 60,426,280 52,186,351 86.4

有効座席キロ （千席・キロ） 84,128,194 79,576,012 94.6

有償座席利用率 （％） 71.8 65.6 △6.2

有償貨物トン・キロ （千トン・キロ） 4,377,147 3,491,812 79.8

郵便トン・キロ （千トン・キロ） 191,489 192,059 100.3

有償（合計）トン・キロ （千トン・キロ） 10,167,354 8,519,216 83.8

有効トン・キロ （千トン・キロ） 15,030,186 13,948,197 92.8

有償重量利用率 （％） 67.6 61.1 △6.5

国内線 　    

有償旅客数 （人） 41,904,924 41,154,433 98.2

有償旅客キロ （千人・キロ） 31,746,470 31,300,401 98.6

有効座席キロ （千席・キロ） 50,085,682 49,167,920 98.2

有償座席利用率 （％） 63.4 63.7 0.3

有償貨物トン・キロ （千トン・キロ） 396,053 454,505 114.8

郵便トン・キロ （千トン・キロ） 86,632 27,782 32.1

有償（合計）トン・キロ （千トン・キロ） 2,861,730 2,828,147 98.8

有効トン・キロ （千トン・キロ） 5,878,950 5,854,278 99.6

有償重量利用率 （％） 48.7 48.3 △0.4

合計 　    

有償旅客数 （人） 55,272,828 52,858,476 95.6

有償旅客キロ （千人・キロ） 92,172,750 83,486,752 90.6

有効座席キロ （千席・キロ） 134,213,876 128,743,932 95.9

有償座席利用率 （％） 68.7 64.8 △3.9

有償貨物トン・キロ （千トン・キロ） 4,773,200 3,946,317 82.7

郵便トン・キロ （千トン・キロ） 278,121 219,841 79.0

有償（合計）トン・キロ （千トン・キロ） 13,029,084 11,347,363 87.1

有効トン・キロ （千トン・キロ） 20,909,136 19,802,475 94.7

有償重量利用率 （％） 62.3 57.3 △5.0

（注）１．旅客キロは、各区間有償旅客数（人）に該当区間距離（キロ）を乗じたものであり、輸送量（トン・キロ）は、

各区間輸送量（トン）に当該区間距離（キロ）を乗じたものである。

２．区間距離は、IATA（国際航空運送協会）、ICAO（国際民間航空機構）の統計資料と同じ算出基準の大圏距離方

式で算出してある。

　　 ３．国際線：㈱日本航空インターナショナル＋㈱ジャルウェイズ＋日本トランスオーシャン航空㈱

　　 　 　国内線：㈱日本航空インターナショナル＋日本トランスオーシャン航空㈱＋㈱ジャル エクスプレス

　 　　　　　 ＋日本エアコミューター㈱＋㈱北海道エアシステム＋㈱ジェイエア＋琉球エアーコミューター㈱

　ただし、前連結会計年度は、

　国際線：㈱日本航空インターナショナル＋日本アジア航空㈱＋㈱ジャルウェイズ

　国内線：㈱日本航空インターナショナル＋日本トランスオーシャン航空㈱＋㈱ジャル エクスプレス

　＋日本エアコミューター㈱＋㈱北海道エアシステム＋㈱ジェイエア＋琉球エアーコミューター㈱

４．数字については切捨処理、比率については四捨五入処理している。
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航空運送関連事業セグメント

　機内食販売を行う㈱ティエフケーは、新規の羽田発国際線チャーターや国内線ファーストクラスサービスの通年化等の

増収要素があったものの、全般的な航空旅客需要の低迷およびこれに起因する路線撤退・減便等により外国受託社を含め

て売上が落ち込み、減収減益となりました。

　以上により、航空運送関連事業セグメントの売上高は前年対比1,364億円減の2,123億円、営業利益は同1億円減の40億円と

なりました。

（注）減収の主な要因は、前連結会計年度に子会社であったPFTCを売却したことおよび㈱エージーピーが子会社から

　　　持分法適用会社になったことによるものです。

　

旅行企画販売事業セグメント

　㈱ジャルパックは、景気の悪化や燃油サーチャージの上昇による需要の低迷により、減収減益となりました。但し、第４四

半期には円高や燃油サーチャージの値下げ等の影響でアジア方面を中心に一部の海外旅行需要の回復が見られました。

㈱ジャルツアーズは、各種キャンペーンや新規商品展開の結果、旅行代金単価が微減となったものの、取扱人数が全方面で

前年を上回りました。また、経費の大幅な見直し等にも努めたことなどから、増収増益となりました。

　以上により、旅行企画販売事業セグメントの売上高は前年対比534億円減の3,203億円、営業利益は同1億円増の11億円とな

りました。

カード・リース事業セグメント

　㈱ジャルカードは、三菱東京UFJ銀行との資本提携に伴いカード事業以外の部門を分離したことが収入・費用双方の減少

要素となりましたが、一方でJALカード会員限定の「JALビジネスきっぷ」導入等の積極的な新規会員獲得施策により2008

年度期末会員数が前期比11%増の約225万人となったことで取扱高が増加し、増益となりました。

　以上により、カード・リース事業セグメントの売上高は前年対比3億円増の661億円、営業利益は同10億円増の49億円とな

りました。

その他事業セグメント

　予約システム事業を営む㈱アクセス国際ネットワークは、世界的な航空需要の低迷や円高の影響等により主に航空予約

料収入の減少が大きく、減収減益となりました。

ホテル事業を営む㈱JALホテルズは、景気後退に伴う宿泊・宴会需要の低迷や、直営ホテルであったホテル日航ウインズ成

田、ホテル日航ベイサイド大阪の営業終了等により減収減益となりました。

　また、前年度に連結子会社であったNIKKO HOTELS (U.K.) LTD、HOTEL NIKKO SAIPAN,INCを売却したこともあり、その

他事業セグメントの売上高は、前年対比167億円減の846億円、営業利益は同18億円減の7億円となりました。

（３）所在地別セグメントの業績

  全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略し

ております。

（４）キャッシュ・フロー

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純損失590億円に減価償却費等の非資金項目、営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営

業活動によるキャッシュ・フロー（インフロー）は317億円となりました（前期は1,573億円のキャッシュ・インフ

ロー）。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　主に航空機・部品等の取得および導入予定機材の前払金支払による支出を行なったことから、投資活動によるキャッ

シュ・フロー（アウトフロー）は△1,056億円となりました（前期は△262億円のキャッシュ・アウトフロー）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　社債償還による支出と長期借入金の返済による支出を合わせ、財務活動によるキャッシュ・フロー（アウトフロー）は

△1,167億円となりました（前期は368億円のキャッシュ・インフロー）。

　これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ1,922億円減少し、1,617

億円となりました（前期は3,540億円）。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、生産、受注及び販売に該当する業種・業態がほとんどないため、「業績等の概要」に含めて記載し

ております。

３【対処すべき課題】

１．会社の経営の基本方針

　JALグループは、以下の企業理念の下で、総合力ある航空輸送グループとしてお客さま、文化そしてこころを結び、日本

と世界の平和と繁栄に貢献します。加えて世界トップクラスの航空輸送グループとなることを目指すとともに、企業価

値の最大化を図り、すべてのステークホルダーに成果を還元することを基本方針としております。

（企業理念）

JALグループは、総合力ある航空輸送グループとして、お客さま、文化、そしてこころを結び、日本と世界の平和

と繁栄に貢献します。

①安全・品質を徹底して追求します

②お客さまの視点から発想し、行動します

③企業価値の最大化を図ります

④企業市民の責務を果たします

⑤努力と挑戦を大切にします

２．中長期的な会社の経営戦略

　JALグループでは、2010年に計画されている羽田、成田両空港の拡張・発着枠拡大をにらみ、こうしたビジネスチャン

スを確実に自社の持続的成長に繋げるため、事業基盤の再構築を企図した「再生中期プラン」を2007年2月に発表し

たほか、翌2008年2月には、その後の燃油価格の上昇やサブプライムローン問題の発生による景気減速等の環境変化を

踏まえ、従来の「再生中期プラン」を深化・拡充させ、また新たな戦略を追加した「新再生中期プラン」を発表しま

した。

新再生中期プランの初年度に当たる2008年度はその達成に向け全社をあげて真摯に取り組み、聖域なき路線の見直

し、燃費効率の良い新機材の導入や機材のダウンサイジングの進展、国際線新ファースト・ビジネスクラスシートの

導入や国際線プレミアムエコノミーサービス・国内線ファーストクラスサービスの拡大等プレミアム戦略の推進、連

結人員削減目標の1年前倒しでの達成、連結人件費500億円削減施策の完遂、関連事業の見直し等各施策を着実に実行

いたしました。

　しかしながら、この間、燃油価格のかつてない規模での乱高下に加え、世界景気は米国発の金融危機を契機に秋口以

降未曾有の後退局面に突入し、2008年度のJALグループの収入及び損益は当初の予想を大幅に下回るものとなりまし

た。

こうした状況下、JALグループでは、2009年度もこうした厳しい外部環境が継続するとの認識の下、コスト構造改革の

全面展開や新たな人件費施策による収支改善等を盛り込みつつ、「新再生中期プラン」で掲げた利益目標を下方に修

正した2009年度計画を策定いたしました。

さらに、2010年度以降の取り組みについては、首都圏空港の拡大というビジネスチャンスを活かしつつ安定的な経営

基盤を早期に確立するための諸施策を盛り込んだ次期中期計画を2009年度半ばまでに発表する予定です。これにより

持続的な成長軌道の確立に向けて、リスク耐性の強化と目標達成の実行力の向上を図ります。

３．会社の対処すべき課題

　JALグループでは、当社の存立基盤である安全運航の堅持や、お客さま視点の徹底、企業風土改革については、事業運営

に当たっての普遍的な課題であり、これを継承推進します。このうち、安全運航については、経営トップのリーダーシッ

プのもと、「安全管理体制の推進」、「安全文化の醸成（ヒューマンへの取り組み）」、「危機管理機能の強化」、「航

空保安の堅持」を基本施策といたします。また、お客さま視点の徹底については、「基本品質の強化」、「お客さまの声

の商品・サービスへの反映」、さらには「CS意識の醸成と浸透」を基本施策とし、ヒューマンサービスの向上、ユニバー

サルデザインの浸透・展開等に海外地区を含めてグローバルに取り組みます。

当社は2001年度以降、同時多発テロ、SARS（重症急性呼吸器症候群）、燃油高騰といった外的要因や一連の安全上のト

ラブルなどにより、継続的な利益の確保ができませんでした。こうした厳しい状況のなかにおいても、羽田および成田空

港の拡張という航空業界における大きなビジネスチャンスを確実につかむために、財務体質の改善や安定的成長軌道の

確立等を目的として、2008年2月には「新再生中期プラン」を発表し、着実に諸施策を実行してまいりました。

しかしながら、前述のとおり、未曾有の世界景気の悪化を背景に、2008年度の業績は想定を大幅に下回りました。こうし

た状況下、単年度計画として新たに策定した「2009年度経営計画」においては、2009年度の収支改善を図るため、①収入

確保施策、②事業規模適正化施策、③コスト構造改革の実施に加え、事業運営の根幹である④「人財」に関する強化施策

を重点戦略と位置付けて推進してまいります。

まず、収入確保施策としては、上位クラスをご利用のお客さまに対する競争力向上を目的としたプレミアム戦略を構造

的な施策として継続する一方、業務需要が低迷するなか、2009年度は特に観光需要を喚起する様々な施策を実行し、収入
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の極大化を図ります。次に、事業規模の適正化については、国際旅客、国内旅客、貨物のすべての分野において、継続的な

路線の見直し、機材のダウンサイジングの更なる推進により、供給の適正化と固定費の削減を図り、事業の収益性を改善

します。また、期中であっても、需要の変動に即応し、柔軟に供給の見直しを行います。さらに、コスト構造改革としては、

従来より進めていた運営体制や業務プロセスの抜本的見直しを一層推進し、基本品質・販売競争力の向上を図りつつ突

発的なリスクにも耐え得るコスト構造を整備することにより、首都圏枠拡大後の競争に打ち勝つ体制を構築します。さ

らに追加的な人件費施策にも取り組みあらゆる手段を使い収益極大化に努めます。

「人財」に関する強化策としては、厳しい環境下においてこそ「人財」を事業運営の根幹と認識し、JALグループの「人

財」の育成と登用を積極的に実行し、グループ社員一人ひとりの「人財力」を強化します。 

そして、お客さまから選ばれ続ける航空会社になるために、「安心とこだわりの品質で、世界を結ぶ『日本の翼』にな

る」というビジョンのもと、首都圏枠拡大を最大限に活用し国内・国際のネットワークをさらに充実させるとともに、

徹底的に商品やサービス品質の向上、強化を図ってまいります。

　また、広く企業の社会的責任（CSR/Corporate Social Responsibility）を果たすために、経済・社会・環境のすべての面で

ステークホルダーとの関係を重視した活動を推進し、信頼と期待に応えてまいります。

さらに、会社法や金融商品取引法に基づいて内部統制が有効に機能するための体制を整備し、法令の遵守、業務の有効性

と効率性、財務報告の信頼性を確保します。

残念ながら2008年度は世界経済の急速な悪化を背景に営業損失を計上せざるを得ませんが、JALグループは、今後とも、

世界景気の更なる後退や競争の激化、燃油の高騰など内外の環境変化に対しては、事業計画や設備投資計画の見直し、コ

スト構造改革の更なる深掘り等を含め機動的かつ柔軟に戦略の追加・深掘り・見直しを行い、あらゆる環境においても

継続的に利益を確保できる強固な企業体質を構築してまいります。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。但し、これらは当社グループに関する全てのリスクを網羅した

ものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。

　また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日（平成21年６月

24日）現在において判断したものであります。

　当社グループは、国際線と国内線を運航する航空会社グループであり、主に定期及び不定期の旅客運送事業及び貨物

運送事業を営んでおります。また、当社グループは、航空運送事業のほかに、航空運送関連事業、旅行企画販売事業、

カード・リース事業、その他事業を営んでいます。このような航空運送事業を中心とする当社グループの事業の内容

に鑑み、当社グループにおいては以下のようなリスクが存在します。

(1）中期経営計画について

　当社は、現在2008年2月に発表した「新再生中期プラン」を鋭意推進しておりますが、世界景気の後退を映じた足

許の業績の悪化を踏まえ、新たな経営計画の策定に向けて取り組んでいるところであり、2009年度半ばまでに公表

の予定です。

これら計画は、作成時において最も適切と考えられる情報や分析等に基づいておりますが、当社をとりまく内外の

環境変化等が当該計画の達成に影響を及ぼす可能性があります。

　

(2）負債及び資金調達について

　当社グループは、多額の有利子負債及びリース債務、退職給付債務を負っています。また、航空機をはじめとする設

備投資、債務の償還のために必要な資金を円滑に調達する必要があります。今後の税制及び会計制度の改正、金融市

場等外部環境の変化、格付けの低下や業績不振による当社の信用力の低下等により、従来どおりの資金調達やリー

スの組成が困難となる場合には、当社グループの業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。

　

(3）当社グループの属するマーケット、国際情勢の変化による影響について

　当社グループの国際・国内旅客事業は日本市場に大きく依存していますが、競争の激化、日本を含む世界の経済情

勢、日本の顧客基盤における航空需要の低減、季節変動、天変地異等により、また、SARSや新型インフルエンザ等の

伝染病、テロ攻撃や紛争又は戦争等が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。更に、テロ又は戦争により、保険料が高騰し、保険の補償範囲が制限される可能性があります。

　

(4）燃油費、外国為替等の変動による影響について

　当社グループは、燃油価格の変動リスクを軽減するためヘッジ取引等を用いておりますが、燃油価格の高騰が継続

し、又は燃油の大規模な供給停止が生じた場合、当社グループの事業及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。ま

た、当社は燃油価格に連動する燃油特別付加運賃を国際線航空運賃に加算しておりますが、燃油価格の大幅な上昇

により燃油特別付加運賃の価格が大幅に上昇した場合、航空需要を減退させ、当社の事業及び業績に影響を及ぼす

可能性があります。

当社グループは国際的な事業を展開しており、一定の外貨建て収益及び費用が発生するため、外国為替の変動は当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(5）運航・航空機について

　当社グループ運航あるいは他社運航のコードシェア便等で航空機事故が発生した場合、当社グループに対するお

客さまの信頼、社会的評価が低下し、需要の減退等業績に影響を及ぼす可能性があります。また、航空機の安全性に

係る問題から法令に基づき航空機の耐空性改善通報が出された場合や航空機・航空機部品メーカーの製造遅れに

より航空機導入計画の変更を余儀なくされるような場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　

(6）法的規制の影響について

　当社グループの事業は、様々な側面において、国際的な規制並びに政府及び地方自治体レベルの法令及び規則に基

づく規制に服しています。これらの規制により、当社グループの事業が規制され、また、大幅な費用の増加が必要と

なる可能性があります。

当社及び連結子会社である株式会社日本航空インターナショナルは、世界主要航空会社間での航空貨物に係わる価

格カルテル容疑にて平成19年12月、欧州委員会より異議告知書を受領し、また、連結子会社である株式会社日本航空

インターナショナルは、平成20年12月、ニュージーランド商務委員会により提訴されました。この他、カナダ、スイ

ス、オーストラリア及び韓国においても各国独禁当局より調査を受けております。

また、米国において同社を含む複数の航空会社に対し、貨物及び旅客に関する価格カルテルにより損害を被ったと

して集団訴訟が複数提起され、請求金額を特定せずに損害賠償等が求められております。この他、カナダ及びオース
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トラリアにおいても貨物に関する集団訴訟が複数提起されております。

上記事態の進展によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。その他、当社グループは事業活

動に関して各種の訴訟に巻き込まれるおそれがあり、これらが当社グループの事業又は業績に影響を及ぼす可能性

があります。

(7）当社グループの情報システムへの依存及び顧客情報の取扱いについて

　当社グループの一定の業務は、情報システム等オペレ－ショナル・リスクを伴うものに依存していますが、コン

ピューター・ウイルスによって障害が生じた場合等には、業務に支障をきたす可能性があります。更に、当社グルー

プが保有する顧客の個人情報が漏洩し、又は不正アクセスが行われた場合、当社グループに対する社会的信頼が低

下し、業務に影響を及ぼす可能性があります。

（8）温暖化防止等に係わる規制の影響

　近年、温暖化防止を始めとした地球環境に係わる企業の社会的責任が高まるなか、EUにおいて航空部門を排出量取

引制度に含めることが承認されたほか、国内においても排出量取引の試行的実施が開始されるなど、経済的手法導

入への対応も含めた温室効果ガスの排出量削減に係わる取り組み強化が内外共に求められてきています。今後、国

際航空分野の排出量取り扱いの決定や国内における経済的手法の正式導入等が行われた場合、当社グループの事業

又は業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

（１）当社の連結子会社である株式会社日本航空インターナショナルと株式三菱UFJ銀行は、平成20年５月２日、

　　　 株式会社日本航空が保有する当社の連結子会社である株式会社ジャルカードの株式の一部を、株式会社三菱東京UFJ

銀行に譲渡することについて合意しました。また同時に、株式会社日本航空インターナショナルと株式会社ジャル

カード、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJニコス株式会社及び株式会社ジェーシービーは、クレジットカード事業に

係る業務提携を行うことについて合意しました。

　　①株式の一部を譲渡する子会社の概要

　　　　名称　　株式会社ジャルカード　　　　事業内容　　クレジットカード事業　他

　　②譲渡及び提携開始の時期　

　　　　平成20年７月１日

　　③譲渡株式数

　　　　3,950株（発行済株式数の49.375％）

　　④譲渡後の持分比率

　　　　50.625％

（２）営業に関する重要な契約の内容

会社名 契約の種類 契約の内容 契約相手先

株式会社日本航空　　イ

ンターナショナル

アライアンス 
航空企業連合

ワンワールドへの加盟

 ワンワールドマネジメントカンパニー

 

共同旅客便契約 旅客便のコードシェア

ニュージーランド航空会社（注）１

エールフランス航空（注）２

アメリカン航空会社（注）３

アリタリア航空会社（注）４

タイ国際航空会社（注）５

ベトナム航空会社（注）６

カンタスオーストラリア航空会社（注）７

イベリア・スペイン航空会社（注）８

キャセイ・パシフィック航空会社（注）９

エミレーツ航空会社（注）10

中国南方航空公司（注）11

中国東方航空公司（注）12

ブリティッシュ・エアウェイズ（注）13

エア　タヒチ　ヌイ（注）14

アエロメヒコ航空（注）15

ジェットスター航空（注）16

株式会社大韓航空（注）17

海南航空股?有限公司（注）18

厦門航空有限公司（注）19

マレブ・ハンガリー航空（注）20

メキシカーナ航空（注）21

フィンランド航空（注）22

共同貨物便契約 貨物便のコードシェア

エールフランス航空（注）23

ルフトハンザ　カーゴ　AG（注）24

ブリティッシュ・エアウェイズ（注）25

シンガポール航空カーゴ（注）26

中国貨運航空公司（注）27

ノースウエスト航空会社（注）28

中国南方航空公司（注）29

株式会社JALホテルズ 運営受委託契約 ホテル運営受託
株式会社東京ヒューマニアエンタープライ

ズ等（注）30

株式会社ジャルウェイ

ズ

運航乗務員の提供に

関する契約
運航乗務員の借用

IASCO（62名）（注）31

ハワイ・アビエーション・コントラクト

サービス会社（HACS）（18名）（注）31

ワールド アビエーション システムズ（

WASINC）（49名）（注）31
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会社名 契約の種類 契約の内容 契約相手先

株式会社ジャル　エク

スプレス

運航乗務員の提供に

関する契約
運航乗務員の借用 パークアビエーション（31名）

株式会社ジェイエア
運航乗務員の提供に

関する契約
運航乗務員の借用 Embraer Asia Pacific（14名）

　（注）１．日本～ニュージーランド間

２．日本～フランス間

フランス（パリ）～スウェーデン（ストックホルム）間、デンマーク（コペンハーゲン）間、ドイツ（ベル

リン、ミュンヘン、ハンブルグ、デュッセルドルフ）間、チェコ（プラハ）間、ポーランド（ワルシャワ）間、

スペイン（バルセロナ）間

３．日本～アメリカ間、日本～タイ間、日本～シンガポール間、日本～韓国間、日本～マレーシア間、日本～ベトナ

ム間、日本～香港間、日本～台湾間、日本～グアム間

アメリカ（シカゴ、ニューヨーク）～カナダ（トロント、モントリオール、オタワ）間

アメリカ（ダラス、ロサンゼルス）～メキシコ（メキシコシティ、カンクン、グアダラハラ、モンテレー、ロス

カボス）間

４．日本～イタリア間

５．日本～タイ間

６．日本～ベトナム間

７．日本～オーストラリア間

８．日本～オランダ間、オランダ（アムステルダム）～スペイン（マドリ-ド）間

９．日本～香港間

10．日本～ドバイ間

11．日本～中国間

12．日本～中国間

13．イギリス（ロンドン）～ドイツ（ハンブルグ、シュツットガルト）間、日本～韓国間

　　イギリス（ロンドン）～オーストリア（ウィーン）間、イギリス（ロンドン）～スイス（チューリッヒ）間

　　日本～シンガポール間、日本～アメリカ（ニューヨーク）間

14．日本～フランス領ポリネシア間

15．カナダ（バンクーバー）～メキシコ（メキシコシティ）間

16．日本～オーストラリア間

17. 日本～韓国間　

18. 日本～中国間

19．日本～中国間

20．ハンガリー（ブダペスト）～ドイツ（フランクフルト）間、オランダ（アムステルダム）間

21．日本～アメリカ間、日本～カナダ間、日本～メキシコ間、アメリカ（ロサンゼルス）～メキシコ（メキシコシ

ティ、グアダラハラ、カンクン、ロスカボス、モンテレー）間、カナダ（バンクーバー）～メキシコ（メキシコ

シティ）間

22．日本～フィンランド間、フィンランド（ヘルシンキ）～ドイツ（フランクフルト）間、オランダ（アムス

　　テルダム）間、ノルウェー（オスロ）間、スウェーデン（ストックホルム）間、デンマーク（コペンハー

　　ゲン）間

23．日本～フランス間（北回り線）

24．日本～スウェーデン～ドイツ間（北回り線）

25．日本～イギリス間（北回り線）

26．日本～シンガポール間

27．日本～中国間

28．日本～アメリカ間

29．日本～中国間

30．「ホテルニッコー」「ホテルJALシティ」

31．平成21年６月30日をもって契約終了
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６【研究開発活動】

　「研究開発費等に係る会計基準」に合致する研究開発費を発生させる活動はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

１．決算に関する分析

営業損益

　当連結会計年度のグループ連結決算は、航空運送事業の収入が下期以降の世界的な景気悪化を背景とした航空需

要の減少を主因に前連結会計年度を下回ったほか、連結子会社であったPFTCが株式売却により連結の範囲から外れ

たことなどから、営業収益が前年対比2,792億円減の1兆9,511億円となりました。営業費用については、燃油価格の高

騰から燃油費の増加は避けられなかったものの、上記PFTCが連結から外れたことに加えて、従来より取り組んでい

る聖域なきコスト削減の徹底や業務プロセスの抜本的見直しにまで踏み込んだコスト構造改革の一部前倒し実施

等の効果から前年対比1,383億円減の2兆20億円となりました。この結果、営業損益は同1,408億円悪化の△508億円と

なりました。

営業外損益～当期純利益

営業外収益については前年対比105億円の増加となりましたが、営業外費用が為替差損を主因に同216億円増加した

ことから、経常利益は前年対比1,519億円減の△821億円となりました。また、株式会社ジャルカードの株式の一部売

却により特別利益を計上したことから、当期純損失は631億円となりました。（前期は169億円の当期純利益）

資　　産

　当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度に優先株の第三者割当増資で調達した現金を順次航空

機をはじめとする設備投資に充当したこと、有利子負債の削減に向け、借入金返済・社債償還を進めたこと等から、

現預金1,912億円の減少を主因に流動資産が前年対比3,232億円減少したほか、固定資産も同479億円減少したことか

ら、合計では同3,721億円減の1兆7,506億円となりました。

負　　債

　負債については、デリバティブ債務が増加したものの、有利子負債の削減を進めた結果、前年対比978億円減の1兆

5,539億円となりました。　

純資産

　純資産は、繰延ヘッジ損益の減少を主因に、前年対比2,742億円減の1,967億円となりました。　

連結貸借対照表

以上により、総資産は前年対比3,721億円減の１兆7,506億円、負債は同978億円減の１兆5,539億円となりました。純資

産は同2,742億円減の1,967億円となり、自己資本比率は10.0%となりました。

キャッシュ・フロー

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純損失590億円に減価償却費等の非資金項目、営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結

果、営業活動によるキャッシュ・フロー（インフロー）は317億円となりました（前期は1,573億円のキャッシュ・

インフロー）。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　主に航空機・部品等の取得および導入予定機材の前払金支払による支出を行なったことから、投資活動による

キャッシュ・フロー（アウトフロー）は△1,056億円となりました（前期は△262億円のキャッシュ・アウトフ

ロー）。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　社債償還による支出と長期借入金の返済による支出を合わせ、財務活動によるキャッシュ・フロー（アウトフ

ロー）は△1,167億円となりました（前期は368億円のキャッシュ・インフロー）。

　これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ1,922億円減少し、

1,617億円となりました（前期は3,540億円）。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移　

　 平成17年３月期平成18年３月期平成19年３月期
平成20年３月期

　

平成21年３月期

　

　自己資本比率（%） 9.0 6.9 14.9 21.4 10.0

　時価ベースの自己資本比率(%) 28.7 28.2 32.0 33.3 31.2

　債務償還年数（年） 9.0 12.2 8.0 5.8 25.2

　インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
5.7 4.5 6.7 8.2 1.7

　※ 時価ベースの自己資本比率 ＝ 株式時価総額 ÷ 総資産

     債務償還年数 ＝ 有利子負債 ÷ 営業キャッシュ・フロー

     インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝ 営業キャッシュ・フロー ÷ 利払い

     (注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

     (注2)株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式総数により算出しております。

     (注3)営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

          使用しております。

     (注4)有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、借入金、社債及び利子を支払っているその他

          の負債（割賦を含む。）を対象としております。

          利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております

 

２．次期の見通し（平成21年６月24日現在）

　2009年度の見通しについては、国際旅客については、徹底的な路線の見直しやダウンサイジングの進捗等需要に応じた

迅速な供給調整により引き続き供給が減少するなか、観光需要は円高や燃油サーチャージの大幅引き下げ等により近距

離路線の回復が徐々にそれ以外の路線にも波及していく見込みですが、ビジネス需要については、世界経済の減速を背

景とした企業の出張抑制の継続等から暫くは低迷が続く見通しです。

国内旅客については、景気悪化の影響から総需要が伸び悩むなか、不採算路線の運休や機材のダウンサイジング等を着

実に進めることにより供給は引き続き減少する見込みです。一方、需要については、国際線同様ビジネス旅客の早急な回

復が期待し難いことから個人旅客が引き続き低迷する見通しにあるほか、団体旅客も当面は前連結会計年度をやや下

回って推移する見通しです。

国際貨物については、世界経済の悪化による輸出入の急落を背景に、貨物需要の低迷は当分継続することが想定される

ため、貨物機投入路線と運航便数の見直しにより供給の削減を進めます。

この間、単価は、国内旅客は前連結会計年度並みで推移する見込みながら、国際旅客や国際貨物は燃油サーチャージの引

き下げに加え、客体構成や路線構成の変化等から低下する見通しです。

　一方、連結営業費用は、供給削減や種々の自助努力による燃油消費量の減少等から燃油費が大幅に減少する見込みであ

る他、コスト構造改革の進捗等からほぼ全ての費目で前連結会計年度を下回る見通しです。

　なお、上記の業績見通しに関しては、以下で言及するリスクを含む様々なリスクが内在しており、これらのリスクが現

実化した場合（例：燃油費の更なる高騰等)、当社としては緊急的施策を含めた更なる施策の実施に向けあらゆる企業努

力を尽くしてまいります。

　本有価証券報告書に記載されております計画や目標、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する情報

であり、これらは有価証券報告書提出日現在で入手できる情報から得られた判断及び前提に基づいており、これら

には様々なリスク及び不確実性が内在しております。実際の業績はかかるリスク及び不確実性により、これらの目

標とは異なる結果となりうることをご承知おきください。かかるリスク及び不確実性には、市場リスク、燃油費の高

騰、日本円とドルその他外貨との為替レートの変動、テロ事件及び戦争、伝染病その他航空事業を取巻く様々なリス

クが含まれますが、これに限定されるものではありません。当社の事業等に関するその他のリスク関連情報につい

ては、「４　事業等のリスク」にも記載されておりますので御参照下さい。なお、当社は、本有価証券報告書に記載さ

れておりますいかなる将来の情報に関する部分についても、法令又は取引所の規則に従う場合を除き、それを更新

する義務を一切負わず、更新する意思もございません。また、この有価証券報告書に含まれる他の会社やグループ外

の事業に関する情報は公的情報やその他のものを引用しておりますが、その正確性や適合性については何ら保証さ

れるものではありません。

EDINET提出書類

株式会社日本航空(E04281)

有価証券報告書

 29/136



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資については、総額165,427百万円（含む無形固定資産）である。
　事業の種類別セグメントの設備投資について示すと、次のとおりである。

航空運送事業

　当連結会計年度に実施した設備投資の主な内容は、航空機５機（ボーイング777型３機、エンブラエル170型２機）の
購入及び航空機購入のための前払金の支払いである。

　設備投資金額は、163,210百万円である。

　また、次の主要な設備を売却した。その内容は以下のとおりである。

会社名 設備の内容 売却時期

株式会社日本航空インターナ　

　ショナル

航空機
　

 

（ボーイング747LR型３機） 　平成20年５月

　平成20年10月

　平成20年11月

（ボーイング747F型３機）  平成20年５月

 平成20年８月

 平成20年11月

（ダグラスMD－81型４機）  平成20年10月

 平成20年11月

 平成21年１月

 平成21年３月

（ダグラスMD－87型２機）  平成20年４月

 平成20年５月

航空運送関連事業

　当連結会計年度に実施した設備投資金額は、2,619百万円（含む無形固定資産）である。
　重要な設備投資等はない。

旅行企画販売事業

　当連結会計年度に実施した設備投資金額は、419百万円（含む無形固定資産）である。
　重要な設備投資等はない。

カード・リース事業

　当連結会計年度に実施した設備投資金額は、676百万円（含む無形固定資産）である。
　重要な設備投資等はない。

その他事業

　当連結会計年度に実施した設備投資金額は、1,036百万円（含む無形固定資産）である。
　重要な設備投資等はない。
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２【主要な設備の状況】

(1）航空機

①　提出会社

　該当事項はありません。

②　国内子会社

会社名 機種 機数（機） 座席数または有償搭載量
帳簿価額
（百万円）

株式会社日本航

空インターナ

ショナル

ボーイング747－400型 36 （1） 303席～546席 190,615

ボーイング747－400F型   5 (－） 110トン（最大） 52,893

ボーイング747LR型 6（－） 437席～483席 8,737

　 ボーイング747F型 1（－） 110トン（最大） 631

　 ボーイング767型 19（27） 207席～270席 38,018

　 ボーイング767F型　 － （3） 52トン（最大） －

　 ボーイング737－400型 1（－） 145席 2,772

　 ボーイング737－800型 2 （3）　 144席～165席　 7,635

　 ボーイング777型 20 （5）　　 245席～500席 182,156

 エアバスA300－600R型 18 （3） 290席 48,600

　 ダグラスMD－90型 16（－） 150席 63,544

　 ダグラスMD－81型 8 （6） 163席 2,447

　 エンブラエル170型 2（－）　 76席　 5,025

　 その他の機材（予備原動機等） － ────── 96,741

日本トランス

オーシャン航空

株式会社

ボーイング737－400型 9 （2） 145席～150席 10,803

その他の機材（予備原動機等） － ────── 4,098

株式会社ジャル

エクスプレス
ボーイング737－400型 2 （5）　 145席～150席 223

 その他の機材（予備原動機等） －　 ────── 458

日本エアコ

ミューター株式

会社

ボンバルディアDHC－8－400型 3 （2） 74席 1,826

SAAB340B型 9 （2） 36席 390

その他の機材（予備原動機等） － ────── 2,830

株式会社北海道

エアシステム
SAAB340B型 2 （1） 36席 28

その他の機材（予備原動機等） － ────── 70

株式会社ジェイ

エア
その他の機材（予備原動機等） － ──────　 1,899

琉球エアー

コミューター

株式会社

ボンバルディアDHC－8－100型 4（－） 39席 215

ボンバルディアDHC－8－300型  1（－） 50席 215

ブリテンノーマンBN－2B型 2（－） 9席 0

その他の機材（予備原動機等） － ────── 540
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会社名 機種 機数（機） 座席数または有償搭載量
帳簿価額
（百万円）

　株式会社ジャ

ルキャピタル
ボーイング747－400F型 － （2） 110トン（最大） －

　 ボンバルディアCRJ200型 － （9） 50席 －

　 ボーイング737－400型 － （4） 145席～150席 －

　 ボーイング737－800型 －（13）　 144席～165席 －

　 ボーイング777型 －（18） 268席～500席 －

　 エアバスA300－600R型 － （1） 290席 －

　 ボンバルディアDHC－8－400型 － （6） 74席 －

　 その他の機材（予備原動機等） － ────── 165

　 合計 166（113） 　 723,590

　（注）１．括弧内の数字はリース中のものを外数で示している。

２．リース契約について、リース航空機の期末残高相当額等は「第５　経理の状況  １　連結財務諸表等　（１）

連結財務諸表　注記事項（リース取引関係）」に記載している。

３．航空機リース契約の概要は次のとおりである。

会社名 機種
機数
（機）

契約相手先 リース期間　※１

株式会社日本航

空インターナ

ショナル

賃借航空機 　 　 　

（ファイナンスリース）  　 　

ボーイング747－400型 1
ウラヌスリーシング有限会社及びリー

ス団他６社
平成21年８月22日迄

　
ボーイング767型 3

エメラルドリーシング有限会社他２社

及びリース団
平成26年６月20日迄

　
ボーイング777型 5

ダイヤエミネンス有限会社他４社及び

リース団
平成26年９月26日迄

　 （オペレーティングリース）  　 　

　
ボーイング767型 24

有限会社シナリバー・アビエーション

・ファイナンシング他６社
平成33年３月16日迄

　
ボーイング767F型 3

GECAS AIRCRAFT LEASING N
ORWAY AS

平成31年10月９日迄

　
ボーイング737－800型 3

有限会社ジェイ・エス・リーシング１

他２社

平成32年６月17日迄
　

　 エアバスA300－600R型 3 ダーウィッチリース有限会社他２社 平成26年９月29日迄

　 ダグラスMD－81型 6 株式会社エアースター他２社 平成23年３月31日迄

日本トランス

オーシャン航空

株式会社

賃借航空機 　 　 　

　 （オペレーティングリース）  　 　

　
ボーイング737－400型 2

有限会社ゾネット・アビエーション・

フィナンシャル・サービス他１社
平成25年３月29日迄

株式会社ジャル

エクスプレス
賃借航空機 　 　 　

（ファイナンスリース）  　 　

　
ボーイング737－400型 1

エス・ビー・エル・ゼウス有限会社他

１社
平成21年６月15日迄

　 （オペレーティングリース）  　 　

　
ボーイング737－400型 4

有限会社ゾネット・アビエーション・

フィナンシャル・サービス
平成27年３月29日迄
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会社名 機種
機数
（機）

契約相手先 リース期間　※１

日本エアコ

ミューター株式

会社

賃借航空機 　 　 　

（ファイナンスリース）  　 　

SAAB340B型 1
エム・エル・ディー・コミューター

リース有限会社
平成26年９月28日迄

　 （オペレーティングリース）  　 　

　 ボンバルディアDHC－8－400
型

2
有限会社エヌ・エル・カシオペア他１

社
平成24年12月９日迄

　 SAAB340B型 1 但馬空港ターミナル株式会社 平成21年12月12日迄

株式会社北海道

エアシステム
賃借航空機 　 　 　

（ファイナンスリース）  　 　

　
SAAB340B型 1

エム・エル・ディー・コミューター・

リース有限会社
平成26年９月28日迄

株式会社ジャル

キャピタル
賃借航空機 　 　 　

（ファイナンスリース）  　 　

　
ボーイング747－400F型 2

有限会社ユージェイエル・ネプチュー

ン他１社及びリース団
平成28年11月３日迄

　
ボーイング777型 18

ダイヤシーガル有限会社他17社及び
リース団

平成30年８月30日迄

　
エアバスA300－600R型 1

エスエムビーシーエル・キグナス有限

会社他１社
平成26年12月19日迄

　
ボーイング737－400型 4

ティーエルシー・ベゴニア有限会社他

３社
平成23年８月19日迄

　
ボーイング737－800型　 3

ティーエルシー・ミモザ有限会社他２

社

平成29年４月19日迄
　

　
ボンバルディアCRJ200型 9

マジョカ・アビエーション有限会社他

８社
平成28年４月13日迄

　 ボンバルディアDHC－8－400
型

4 ダイヤライラック有限会社他３社 平成28年10月５日迄

　 （オペレーティングリース）  　 　

　
ボーイング737－800型 10 スカイリーシング有限会社他９社　

平成34年３月11日迄
　

　 ボンバルディアDHC－8－400
型

2 スパロー有限会社他1社　 平成31年３月13日迄

　※リース期間は当該機種の最終日を表示している。
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(2）事業所

①　提出会社

事業所名
（所在地）

セグメントの名
称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（名）建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社事業所
(東京都品川区)

持株会社 事務所設備 － － － 13 13 12

②　国内子会社

会社名
事業所名
（所在地）

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積㎡)

その他
（＊１）

合計

株式会社
日本航空インターナショ
ナル

本社事業所等
(東京都品川区)

航空運送
事業

事務所設備 89,039 26,369
26,839

(465,429)
[698,446]

12,407 154,656 15,389

日本トランスオーシャン
航空株式会社

本社事業所等
(沖縄県那覇市)

航空運送
事業

空港設備 1,963 205
－

[19,102]
208 2,377 825

日本エアコミューター
株式会社

本社事業所等
(鹿児島県霧島市)

航空運送
事業

空港設備 995 387
－

[9,985]
165 1,548 520

株式会社
JALグランドサービス
 

羽田事業所等
(東京都大田区)

航空運送
関連事業

空港設備 4,848 700
4,955

(73,453)
[9,302]

78 10,582 1,894

株式会社
ティエフケー

本社事業所等
(千葉県成田市)

航空運送
関連事業

機内食設備 5,933 737
1,782

(38,725)
[23,849]

173 8,626 1,145

ジャルロイヤルケータリ
ング株式会社

本社工場等
(千葉県成田市)

航空運送
関連事業

機内食設備 1,748 281
8

(2,330)
[10,516]

36 2,074 387

株式会社
インフライトフーズ

本社事業所等
(千葉県成田市)

航空運送
関連事業

食材加工設
備

627 78
321
　(529)

3 1,031 174

成田ドライアイス株式会
社

本社事業所等　
(千葉県山武郡)

航空運送
関連事業

ドライアイ
ス製造設備　

401 442
216

(2,967)
　[685]

4 1,065 25

株式会社JALホテルズ
ホテル日航大阪
等
(大阪府大阪市)

その他事
業

ホテル設備 1,742 103
－
 

438 2,284 149

　（注）１．賃借している土地の面積については、［　］で外書きしている。

２．その他の資産（＊１）には建設仮勘定を含まない。
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

航空運送事業

会社名 設備の内容

投資予定額

契約年月 受領予定時期
総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

　株式会社日本

航空インターナ

ショナル

　航空機   　 　

　(ボーイング737-800型27機） 187,461 25,155 平成20年８月

　平成21年度9機

　平成22年度9機

　平成23年度4機

　平成24年度5機

 

 　(ボーイング767-300ER型11機） 180,849 17,992 平成20年８月

　平成21年度2機

　平成22年度4機

　平成23年度5機

 

　 　(ボーイング777-300ER型10機） 300,504 39,200 平成20年８月

　平成21年度3機

　平成24年度4機

　平成25年度3機

 

　 　(ボーイング787型35機） 617,640 25,707 平成19年３月

　平成22年度4機

　平成23年度6機

　平成24年度3機

　平成25年度4機

　平成26年度7機

　平成27年度8機

  平成28年度3機

　  （エンブラエル170型8機） 28,160 1,097 平成19年５月

　

  平成21年度4機

　平成22年度4機

 

　  （その他） 7,390 4,378 　 　

　 　   　 　

　 　地上施設   　 　

　 　　（建物及び構築物） 4,769 173 　 　

　 　　（機械装置）　 2,018 1,499 　 　

　 　　（車両運搬具） 77 7 　 　

　 　　（工具器具備品） 2,147 1,070 　 　

　 　   　 　

　

未支払の投資予定額1,214,737百万円は主に自己資金、借入金等により充当予定である。

 

航空運送関連事業、旅行企画販売事業、カード・リース事業、その他事業の重要な設備の新設等はない。
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(2）重要な設備の除却等

航空運送事業

　連結子会社である株式会社日本航空インターナショナル、琉球エアーコミューター株式会社は、

　ボーイング747F型１機、ボーイング767型２機、ダグラスMD－81型１機及びブリテンノーマンBN－2B型２機を

　平成21年度に売却する予定である。

航空運送関連事業、旅行企画販売事業、カード・リース事業、その他事業の重要な設備の除却等はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 6,000,000,000

Ａ種株式 1,000,000,000

計 7,000,000,000

　（注）　当社定款第６条に次のように規定している。

「当会社の発行可能株式総数は、70億株とし、このうち60億株は普通株式、10億株はＡ種株式とする。」

②【発行済株式】　

種　類
事業年度末現在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年６月24日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,732,383,250 2,732,383,250

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数は1,000

株

であります。

Ａ種株式 614,000,000 614,000,000 非上場 (注)

計 3,346,383,250 3,346,383,250 － －
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  (注) 当該種類株式の名称及び内容　

　A. 募集株式の種類及び名称

　   株式会社日本航空A種株式（以下「A種株式」という。）

　B. 単元株式数は1,000株であります。

　C. 優先配当金

(1)当社は、平成21年4月1日以降定款第33条に定める剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主（以下「

A種株主」という。）又はA種株式の登録株式質権者（以下「A種登録株式質権者」という。）に対し、普通株

式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権

者」という。）に先立ち、A種株式1株につき年25円を上限として、A種株式1株当たりの払込金額（250円）に、

剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに本項第2号に定める年率（以下「A種配当年率」とい

う。）を乗じて算出した額（円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。）（但し、平成

21年3月31日を基準日とする剰余金の配当については、年25円を上限として、上記の方法により算出した額及

び当該額につき払込期日から平成20年3月31日までの期間について平成20年4月1日に始まる事業年度に係る

A種配当年率で1年365日として日割計算により算出される金額（円位未満小数第3位まで算出し、その小数第

3位を四捨五入する。）の合計額とする。）の剰余金の配当（以下「A種優先配当金」という。）を行う。

(2)A種配当年率は、平成20年4月1日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算式により計算

される年率とする。

A種配当年率＝日本円TIBOR（12か月物）＋3.00％

A種配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

「年率修正日」は、平成21年4月1日以降の毎年4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修

正日とする。

「日本円TIBOR（12か月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時

における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円12か月物TIBOR）と

して全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。

日本円TIBOR（12か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン

時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円

LIBOR12か月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずる

ものと認められるものを日本円TIBOR（12か月物）に代えて用いるものとする。

(3)非累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(4)非参加条項　

  A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。

D. 残余財産の分配　

(1)当社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権

者に先立ち、A種株式1株につき250円を支払う。

(2) A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。

E. 議決権　

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

F. 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等　

(1) 当社は、法令に定める場合を除き、A種株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

(2) 当社は、A種株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、

また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

G. 取得請求権　

　 A種株主は、下記(1)に定める取得を請求し得る期間中、当社が下記(2)に定める算定方法に従って算出される数の

普通株式を交付するのと引換えにA種株式の取得を、当社に対して請求することができる。

(1) A種株式の取得を請求し得る期間

平成23年3月17日から平成30年4月3日まで

(2) A種株式を取得するのと引換えに交付する普通株式の数の算定方法

A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、次の算出式により算出される最大整数とする。

　

　

　

     
取得と引換えに交付すべ
き普通株式の数

＝
A種株主が取得の請求をした
A種株式の払込金額の総額 ÷ 交付価額
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交付すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数を生じたときは、会社法第167条第3項に従い、これを切り

捨てた上、同項に定める金銭をA種株式の取得を請求したA種株主に交付するものとする。

　

　

　(3) 交付価額

イ 当初交付価額

当初交付価額は、平成23年3月17日の前30取引日（以下において言及するVWAPの算出されない日を除

く。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格（株式会社東

京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格を、以下「VWAP」という。）の平均値（円位

未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）に相当する額とする。但し、当該平均値に相当

する額が、平成20年3月17日から平成23年3月16日までの間（かかる期間を以下「当初時価算定期間」とい

う。）の各取引日（VWAPの算出されない日を除く。）のVWAPの平均値（円位未満小数第2位まで算出し、

その小数第2位を四捨五入する。）に相当する額（以下「上限当初交付価額」という。）を上回るときは、当

初交付価額は、上限当初交付価額となる。

なお、上記30取引日又は当初時価算定期間に下記ハで定める交付価額の調整の原因となる事由が生じた場

合、当該30取引日又は当該当初時価算定期間の初日から、それぞれその調整後の交付価額が適用される日の

前日までの期間のVWAP（当該30取引日又は当該時価算定期間において当該交付価額の調整事由の発生以

前に生じた別の交付価額調整事由により調整がなされたVWAPについては、当該調整後のVWAP）は、下記

ハの規定に従い交付価額調整式（下記ハ(a)に定義する。）又は超過配当調整式（下記ハ(c)に定義する）を

もって調整される。この場合、交付価額調整式及び超過配当調整式における「調整前交付価額」及び「調整

後交付価額」は、「調整前VWAP」及び「調整後VWAP」と読み替えて適用する。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、平成24年3月17日以降の毎年3月17日（以下「修正日」という。）における修正基準価額（以下

に定義する。）が、当該修正日の直前において有効な交付価額を下回る場合は、当該修正日以降、当該修正基

準価額に修正される。修正日における「修正基準価額」とは、各修正日の前30取引日（VWAPの算出されな

い日を除く。かかる期間を以下「時価算定期間」という。）のVWAPの平均値（円位未満小数第2位まで算

出し、その小数第2位を四捨五入する。）に相当する金額をいう。但し、当該修正基準価額が当初交付価額に

0.5を乗じて得られる金額（但し、下記ハの調整を受ける。以下「下限交付価額」という。）を下回る場合に

は、修正後交付価額は、下限交付価額とする。

なお、時価算定期間に下記ハで定める交付価額の調整の原因となる事由が生じた場合、当該時価算定期間の

初日からその調整後の交付価額が適用される日の前日までの期間のVWAP（当該時価算定期間において当

該交付価額の調整事由の発生以前に生じた別の交付価額調整事由により調整がなされたVWAPについて

は、当該調整後のVWAP）は、下記ハの規定に従い交付価額調整式又は超過配当調整式をもって調整され

る。この場合、交付価額調整式及び超過配当調整式における「調整前交付価額」及び「調整後交付価額」

は、「調整前VWAP」及び「調整後VWAP」と読み替えて適用する。

ハ 交付価額の調整　

(a) 当社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ず

る可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（下限

交付価額を含む。）を調整する。

　

　

調整後

交付価額　
＝

調整前

交付価額　
×

既発行普通

株式数　
＋
 交付普通株式数×1株当たりの払込金額

1株当たり時価　

既発行普通株式数＋交付普通株式数　

　

　

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。　

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準

日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用す

る日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除

したものとする。　

交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分

割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含

まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日

における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用する

EDINET提出書類

株式会社日本航空(E04281)

有価証券報告書

 39/136



ものとする。

交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭以外の財

産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。）、下記(b)(ii)及び(iv)の場合

は0円とし、下記(b)(iii)の場合は下記(b)(v)で定める対価の額とする。

　

(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる　

(i) 下記(e)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含

む。）（但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場

合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本

ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日

とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に

募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日

の翌日以降これを適用する。　

(ii) 普通株式の株式分割をする場合

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記

(e)に定める時価を下回る対価（以下に定義される。）をもって普通株式を交付する定めがあるもの

を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(e)に定める時価を下回る対価をもって普通

株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合（無償割当ての場合

を含む。）

調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約

権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当

初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準

用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但

し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基

準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。　

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確

定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式

等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものと

みなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適

用する。

(iv) 普通株式の併合をする場合

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(v) 上記(iii)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払

がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、そ

の行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際

して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その

取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。　

　

(c) 上記(b)各号に掲げる場合のほか、当社が、当社の普通株主に対し、超過配当に該当する金銭による剰余金

の配当を行う場合には、かかる剰余金の配当を受ける株主を確定するための基準日（以下「配当基準日」

という。）現在有効な交付価額は、次に定める算式（以下「超過配当調整式」という。）により調整され

る。超過配当調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その円位未満小数第2位を切り捨て

る。　

　

　

調整後

交付価額
＝

調整前

交付価額
×

配当基準日における

1株当たり時価
－

1株当たり

超過配当額

配当基準日における1株当たり時価

　

超過配当調整式に使用する「超過配当額」とは、超過配当に該当する全ての金銭による剰余金の配当金

額の合計額のうち、配当基準額（但し、同じ事業年度内に到来した基準日について行われた超過配当に関し

てすでに本(c)による調整が行われている場合は、かかる調整の原因となった超過配当に該当する全ての金
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銭による剰余金の配当金額の合計額）を超える金額をいうものとする。　

「超過配当」とは、当社のいずれかの事業年度中に到来したいずれかの基準日について行われた金銭によ

る剰余金の配当金額及び同じ事業年度においてそれ以前に到来した基準日について行われた金銭による剰

余金の配当金額の合計額が配当基準額を超える場合の、かかる金銭による剰余金の配当の全てをいう。　

「配当基準額」は当初4円とし、上記(a)及び(b)並びに(d)の規定を準用して調整される。

超過配当調整式による交付価額の調整は超過配当調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価

額との差額が当該調整前交付価額の1％未満にとどまるときは、これを行わない。但し、その後超過配当調整

式による交付価額の調整を必要とする事由が発生し、調整後交付価額を算出する場合には、超過配当調整式

中の調整前交付価額に代えて調整前交付価額からこの差額を差し引いた額を使用する。　

超過配当調整式による交付価額の調整は、配当基準日の翌日に効力を生ずるものとする。但し、かかる超

過配当を行うに先立って当社の株主総会又は取締役会の承認を要する場合であって、かつ、かかる承認が配

当基準日の後になされた場合、当該調整は、当該承認により直ちに、当該配当基準日の翌日に遡って効力を

生ずるものとする。この場合、当該配当基準日の翌日から当該承認の日までの期間中に取得請求をなした者

に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を追加的に交付するものとする。この場合に、1株未満の

端数を生じた場合はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。　

　

　

株式数＝
（調整前交付価額－調整後交付価額）× 調整前交付価額をもって当該期間内に交付された株式数

調  整  後  交  付  価  額　

　

(d) 上記(b)及び(c)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

交付価額の調整を行う

(i) 当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承

継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付

価額の調整を必要とするとき。　

(ii) 交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(iii) その他当社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

　

(e) 交付価額調整式及び超過配当調整式で使用する時価は、それぞれ、(i)交付価額調整式においては調整後の

交付価額を適用する日の前、(ii)超過配当調整式においては配当基準日の前、30取引日（VWAPの算出され

ない日を除く。）の各取引日のVWAPの平均値（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入

する。）とする。　

　

(f) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価

額の調整は行わないものとする。但し、本(f)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算

において斟酌される。

　

(g) 上記(a)ないし(f)により交付価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前の交付価額、調整後の交付価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A

種株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降速やかにこれを行う。　
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H. 取得条項　

(1) 当社は、取得を請求しうべき期間中に請求のなかったA種株式を、平成30年4月4日（以下、本条において「一斉

取得日」という。）をもって、A種株式1株の払込金相当額（250円）を一斉取得日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得すること

ができる。但し、上記平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場

合、当該平均値が、①5,000円（以下「上限取得価額」という。）を上回るとき、又は②当初交付価額に0.5を乗

じた額（以下「下限取得価額」という。）を下回るときは、A種株式の取得の対価となる普通株式はA種株式1

株の払込金相当額を①の場合上限取得価額で、②の場合下限取得価額で、除して得られる数の普通株式とな

る。

(2) 前号の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式の併合の場合に

準じてこれを取り扱う。　

I. 取得請求受付場所　

三菱UFJ信託銀行株式会社　

J. 詳細の決定　

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は代表取締役、資金部担当役員又

はそれらのいずれかの指名する者に一任する。　

K. その他　

上記各項は、各種の法令に基づき必要な手続きが完了していることを条件とする。　

L.会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていない。　

M. 議決権を有しないこととしている理由

  当社定款の定めによるものである。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

　当社は平成16年３月17日開催の取締役会決議により、平成16年４月５日に2011年満期ユーロ円建保証付転換社

債型新株予約権付社債を発行した。

　2011年満期ユーロ円建保証付転換社債型新株予約権付社債（平成16年４月５日発行）

　
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 20,229（注）１ 20,229（注）１

新株予約権の数（個） 20,229（注）１ 20,229（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
 　　　　　　　　―  　　　　　　　　―

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　　　普通株式 　　　　　　  　同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　　　　　（注）２ 　　　　　　  　同左

新株予約権の行使時の払込金額 　　　　　　（注）３ 　　　　　　  　同左

新株予約権の行使期間

自　平成16年４月19日

至　平成23年３月11日の営業終了時

（行使請求地時間）（注）４

   同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　　　398.7  （注）５

資本組入額　　　199.35
　　　　　　　　同左

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできな

いものとする。
　　　　　　 　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）６ 　　　　　　　　同左

代用払込みに関する事項 　　　　　　　　 ― 　　　　　　　　 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
　　　　　　　　 ― 　　　　　　　　 ―

　（注）１．平成19年３月25日において、本新株予約権付社債の各所持人の請求により、本社債の一部を額面金額の100％

で償還した為、当初発行価額の100,000百万円より変更となっている。

　　　　　　　また、これに伴い、新株予約権の数も当初の100,000個より変更となっている。

　　　　２．本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普

通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、行使された本新株予

約権に係る本社債の発行価額の総額を下記（注）３．(2)記載の転換価額で除した数とする。但し、１株未満

の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合に

は、旧商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

３．(1）本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、各本社債の発行価額と同額とする。

(2）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初、440

円とする。

(3）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で

当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整され

る。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除

く。）の総数をいう。

調整後転換価額＝調整前転換価額×

既発行株式数＋

新発行・

処分株式数
×
１株当たりの

発行・処分価額

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行が行われる場合

その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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　　４．(A）当社が当社の選択により本社債を繰上げ償還する場合には、償還日の東京における３営業日前の日の営業

終了時（行使請求地時間）以降、（B）当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪

失したとき以降は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

　　５．発行価格は、平成18年７月27日および同８月28日に発行価額198円にて750百万株の新株発行を行なった為、当

初の440円より変更となっている。

　　６．旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

　

②　旧転換社債等に関する事項は、次のとおりである。

    　該当事項はない。

（３）【ライツプランの内容】

    　　　該当事項はない。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成16年４月１日

（注１）
65,000,000 2,045,465,250 － 100,000 5,069 105,069

平成17年２月４日

（注２）
△63,082,000 1,982,383,250 － 100,000 － 105,069

 平成18年6月28日

 (注３）
－ 1,982,383,250 － 100,000 △67,815 37,253

 平成18年7月27日

（注４）
700,000,000 2,682,383,250 69,300 169,300 69,300 106,553

 平成18年8月28日

（注５）
50,000,000 2,732,383,250 4,950 174,250 4,950 111,503

 平成20年３月17日

（注６）
614,000,000 3,346,383,250 76,750 251,000 76,750 188,253

　（注）１．日本アジア航空株式会社との株式交換に伴う新株発行

２．当社保有自己株の消却

　　　　３. 資本準備金の減少は、欠損填補によるものである。

 　　　 ４. 国内公募及び海外募集による新株発行

 　　　　　　発行価格　 　1株あたり211円　

 　　　　　  発行価額　 　1株あたり198円

 　　　　　　資本組入額　 1株あたり 99円

             払込金総額　　138,600百万円

 　　　 ５．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

 　　　　　　発行価格　　 1株あたり198円　

 　　　　　　資本組入額　 1株あたり 99円

 　　　　　　払込金総額　　  9,900百万円

　　　　　　 割当先　　　　みずほ証券（株）

　      ６. 有償第三者割当（A種株式)

　　　　　　 発行価格　　 1株あたり250円

　　　　　　 資本組入額　 1株あたり125円

　           払込金総額　　　153,500百万円

　　　　　　 割当先　　　 商社、金融機関等、計15社
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（５）【所有者別状況】

１　普通株式

　 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 18 119 45 4,033 376 593 382,028 387,212 －

所有株式数

（単元）
1,410 627,180 17,025 353,785 114,739 3,072 1,593,589 2,710,800 21,583,250

所有株式数の

割合（％）
0.05 23.14 0.63 13.05 4.23 0.11 58.79 100 －

　（注）１．自己株式2,865,400株は「個人その他」に2,865単元及び「単元未満株式の状況」に400株を含めて記載してあ

る。

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が38単元含まれている。

２　Ａ種株式　

　 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 4 　－ 10 1 　－ － 15 －

所有株式数

（単元）
－ 250,000 　－ 324,000 40,000 　－ － 614,000 　－

所有株式数の

割合（％）
－ 40.72 － 52.77 6.51 － － 100 －
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（６）【大株主の状況】
　

　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行株式総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ））
東京都中央区晴海１丁目８番11号 136,423 4.07

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号　 115,303 3.44

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 102,772 3.07

三井物産株式会社　 東京都千代田区大手町１丁目２番１号　 91,738 2.74

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 80,428 2.40

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町１丁目９番１号 80,000 2.39

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 70,188 2.09

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 63,206 1.88

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１番20号 62,983 1.88

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 51,744 1.54

計 － 854,788 25.54

　

　①普通株式

　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行株式総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口4Ｇ）
東京都中央区晴海１丁目８番11号　　　　　 136,423 4.99

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号　　　　　 80,428 2.94

東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目２番１号　　　　　

　
70,188 2.57

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）　
東京都中央区晴海１丁目８番11号　　　　　 51,744 1.89

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号　　　　　　　　　 46,769 1.71

ニッセイ同和損害保険株式会社
大阪府大阪市北区西天満４丁目15番10号　　　

　　
43,076 1.58

日本航空グループ社員持株会 東京都品川区東品川２丁目４番11号 37,302 1.37

株式会社みずほコーポレート銀行　 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号　 35,303 1.29

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号　　　　 34,772 1.27

日本生命保険相互会社　
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号　日本

生命証券管理部内　　　　　　
29,339 1.07

計 － 565,348 21.75

　②Ａ種株式

　 平成21年３月31日現在　

氏名又は名称 住所　　
所有株式数　
（千株）　

発行株式総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号　 80,000 13.03
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氏名又は名称 住所　　
所有株式数　
（千株）　

発行株式総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町１丁目９番１号 80,000 13.03

三井物産株式会社　　 東京都千代田区大手町１丁目２番１号　　 80,000 13.03

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号　 68,000 11.07

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１番20号 60,000 9.77

三菱商事株式会社　 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号　 60,000 9.77

ＵＢＳセキュリティーズ・ジャパ

ン・リミテッド　
東京都千代田区大手町１丁目５番１号 40,000 6.51

株式会社三井住友銀行　 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号　 22,000 3.58

出光興産株式会社　 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号　 20,000 3.26

伊藤忠商事株式会社　 東京都港区青山２丁目５番１号　 20,000 3.26

株式会社ジャパンエナジー 東京都港区虎ノ門２丁目10番１号　 20,000 3.26

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番12号　 20,000 3.26

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号　 20,000 3.26

丸紅株式会社　 東京都千代田区大手町１丁目４番２号　 20,000 3.26

コスモ石油株式会社　 東京都港区芝浦１丁目１番１号　 4,000 0.65

計 － 　 614,000 100.0

　

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。　

　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口4Ｇ）
東京都中央区晴海１丁目８番11号　　　　　 136,423 5.03

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号　　　　　 80,428 2.97

東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目２番１号　　　　

　　
70,188 2.59

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）　
東京都中央区晴海１丁目８番11号　　　　　 51,744 1.91

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号　　　　　　　　

　
46,769 1.72

ニッセイ同和損害保険株式会社
大阪府大阪市北区西天満４丁目15番10号　　

　　　
43,076 1.59

日本航空グループ社員持株会 東京都品川区東品川２丁目４番11号 37,302 1.37

株式会社みずほコーポレート銀行　 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号　 35,303 1.30

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号　　　　 34,772 1.28

日本生命保険相互会社　
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号　日

本生命証券管理部内　　　　　　
29,339 1.08

計 － 565,344 20.88
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種株式　 614,000,000　 －
1.（１）②[発行済株式]

の（注）参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  　 3,541,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,707,259,000 2,707,258 －

単元未満株式 普通株式　　21,583,250 － －

発行済株式総数 3,346,383,250 － －

総株主の議決権 － 2,707,258 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が38千株含まれている。

　　　　　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の38個が含まれている。

　　　　２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株主名簿上は当社の子会社である株式会社日本航空インターナショナ

ル名義となっているが、実質的には所有していない株式が１千株が含まれている。

　　　　　　また、「議決権の数」欄には、同名義の完全議決権株式に係る議決権の１個が含まれていない。

　　　　３．単元未満株式数には、相互保有株式1,413株と当社所有の自己株式400株が含まれている。なお相互保有株式の内訳

は次のとおりである。

株式会社ティエフケイ開発 500株

國際航空給油株式会社    (自己名義） 904株

 　　　　　　　　　　　（他人名義） 　　9株

②【自己株式等】

　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社日本航空
東京都品川区東品川

２－４－11
2,865,000 －　 2,865,000 0.10

株式会社ジェイ・エス・

エス

東京都千代田区平河

町１丁目8-2-603
336,000 －　 336,000 0.01

株式会社ティエフケイ開

発

千葉県成田市大室

1777－38
13,000 －　 13,000 0.00

國際航空給油株式会社
東京都中央区日本橋

大伝馬町３－２
74,000 223,000 297,000 0.01

名古屋エアケータリング

株式会社

愛知県常滑市セント

レア１－１
30,000 －　 30,000 0.00

計 － 3,318,000 223,000 3,541,000 0.13

　（注）１．國際航空給油株式会社は、JAL取引先持株会（東京都品川区東品川２－４－11）の会員であり、他人名義欄に

記載されている株式は全て同持株会名義となっている。

２．このほか相互保有として、株主名簿上は当社の子会社である株式会社日本航空インターナショナル名義と

なっているが、実質的には所有していない株式が１千株ある。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全

議決権株式（その他）」に含まれている。

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はない。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はない。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はない。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 792,909 168,149,705

当期間における取得自己株式 138,910 27,261,247

（注）当期間における取得自己株式には、平成21年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 －　 －　 －　 －　

消却の処分を行った取得自己株式 －　 －　 －　 －　

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－　 －　 －　 －　

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
520,951 110,810,042 35,272 6,923,613

保有自己株式数 2,865,400 － 2,724,714 －

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成21年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び売渡しによる株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　

  当社の剰余金の配当については、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株主質権

者に対して1回行うことを基本方針としています。また、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

現在、当社は「2010年度に安定的な成長軌道に乗る」ことを目指して「2008－2010年度JALグループ再生中期

プラン」の諸施策に取り組んでおり、特に、人件費をはじめとする聖域なきコスト削減施策については着実に進

捗しております。しかしながら、外部環境は、燃油価格の乱高下や未曾有の景気悪化により大きく変化しており、

当期は旅客・貨物需要の大幅な減少と燃油費の増加を主因とする業績の大幅な悪化を余儀なくされました。その

ため、株主の皆さまには誠に遺憾ながら、普通株式については無配当とさせていただきました。できるだけ早期に

復配できるよう、より一層の収益性の向上に努め、あらゆる環境においても継続的に利益が確保できる強固な企

業体質を構築してまいります。

なお、平成20年３月に発行したＡ種株式については、配当を実施することと致しました。当事業年度に係る剰余金

の配当は以下のとおりであります。

①決議年月日　　　　　平成21年６月23日　定時株主総会決議

②配当金の総額　　　　6,305,780,000円

③1株あたり配当額　　 当社のＡ種株式1株につき金10.27円

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 356 340 316 280 264

最低（円） 282 288 197 226 172

　（注）　株価は、東京証券取引所における市場相場である。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 224 224 220 215 197 213

最低（円） 172 208 206 195 172 182

　（注）　株価は、東京証券取引所における市場相場である。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

取締役会議長

グループＣＥＯ
西松　遙 昭和23年１月５日生

昭和47年４月 日本航空株式会社入社

平成15年４月 当社執行役員

平成17年４月 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

 株式会社日本航空ジャパン

取締役

平成17年６月 当社取締役

平成18年４月 当社代表取締役専務

 株式会社日本航空インター

ナショナル代表取締役専務

 株式会社日本航空ジャパン

代表取締役専務

平成18年６月 当社代表取締役社長（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル代表取締役社長

（現任）

 株式会社日本航空ジャパン

代表取締役社長

(注)３

普通

株式

19

取締役副社長

(代表取締役)

空港プロジェクト担

当、内部統制推進担

当

繩野　克彦 昭和21年11月16日生

昭和44年７月 運輸省入省

平成14年８月 国土交通審議官

平成15年７月 国土交通省退職

平成17年10月 株式会社日本航空インター

ナショナル常務取締役

 株式会社日本航空ジャパン

常務取締役

平成18年４月 当社上席執行役員

平成18年６月 当社常務取締役

平成19年４月 当社代表取締役副社長

（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル代表取締役副社長

（現任）

(注)３

普通

株式

10

取締役副社長

(代表取締役)

経営企画総括

ＣＳ推進担当
竹中　哲也 昭和22年２月12日生

昭和45年７月 日本航空株式会社入社

平成15年６月 日本アジア航空株式会社

取締役

平成17年６月 同社常務取締役

平成18年４月 当社執行役員

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

 株式会社日本航空ジャパン

取締役

平成18年６月 当社取締役

平成19年４月 当社常務取締役

 株式会社日本航空インターナ

ショナル常務取締役

平成20年４月 当社代表取締役副社長（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル代表取締役副社長

（現任）

(注)３

普通

株式

16
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役副社長

(代表取締役)

安全推進担当、地球

環境担当
岸田　清 昭和23年５月18日生

昭和46年４月 日本航空株式会社入社

平成16年４月 株式会社日本航空インター

ナショナル運航本部副本部長

（兼）運航企画室企画部長

平成17年４月 同社常務取締役

平成18年４月 当社上席執行役員

 株式会社日本航空インター

ナショナル代表取締役専務

 株式会社日本航空ジャパン

代表取締役専務

平成18年６月 当社代表取締役専務

平成20年10月 当社代表取締役副社長

（現任）

株式会社日本航空インターナ

ショナル代表取締役副社長

（現任）

(注)３

普通

株式

8

常務取締役 労務担当 安中　俊夫 昭和26年１月２日生

昭和48年４月 日本航空株式会社入社

平成16年４月 株式会社ジャルセールス

常務取締役

平成18年３月 株式会社日本航空インター

ナショナル執行役員

 株式会社日本航空ジャパン

執行役員

平成18年４月 当社執行役員

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

 株式会社日本航空ジャパン

取締役

平成18年６月 当社取締役

平成20年４月 当社常務取締役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル常務取締役

（現任）

(注)３

普通

株式

7

常務取締役 旅客営業担当 齋藤　俊一 昭和23年９月１日生

昭和49年４月 日本航空株式会社入社

平成15年４月 同社執行役員

平成16年４月 株式会社日本航空ジャパン

執行役員

平成17年４月 当社執行役員

平成19年６月 当社取締役

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

平成20年４月 当社常務取締役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル常務取締役

（現任）

(注)３

普通

株式

11
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

常務取締役 整備担当 芳賀　正明 昭和23年９月24日生

昭和47年５月 日本航空株式会社入社

平成16年４月 株式会社日本航空インター

ナショナル執行役員

 株式会社日本航空ジャパン

執行役員

平成18年４月 当社執行役員

平成19年６月 当社取締役

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

平成20年４月 当社常務取締役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル常務取締役

（現任）

(注)３

普通

株式

21

取締役 貨物郵便担当 平田　邦夫 昭和26年８月16日生

昭和50年４月 日本航空株式会社入社

平成12年４月 同社東京支店総務部長

平成13年４月 株式会社ジャルセールスネッ

トワーク（出向）

平成14年６月 日本航空株式会社[国内旅客]

マーケティング企画部長

平成15年４月 株式会社日本エアシステム

（出向）

 日本航空株式会社[国内旅客]

マーケティング企画室部長

平成17年４月 株式会社日本航空ジャパン

（出向）

 株式会社日本航空インターナ

ショナル[国内旅客]事業企画部

長

平成18年４月 当社執行役員

 株式会社日本航空インターナ

ショナル執行役員

 株式会社日本航空ジャパン執

行役員

平成20年６月 当社取締役（現任）

 株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

13

取締役
資金部担当・経理部

担当・調達担当
金山　佳正 昭和27年１月17日生

昭和49年４月 日本航空株式会社入社

平成11年６月 同社関連事業室部長

平成12年７月 同社調達業務部長

平成14年６月 同社調達部長

平成14年10月 当社調達部長

 日本航空株式会社調達部長

平成16年４月 株式会社日本航空インターナ

ショナル収入管理センター長

 株式会社日本航空ジャパン

（出向）

平成17年４月 株式会社日本航空インターナ

ショナル　パリ支店長（兼）パ

リ支店パリ営業所長

平成18年10月 当社執行役員

 株式会社日本航空インターナ

ショナル執行役員

平成20年６月 当社取締役（現任）

 株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

18
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 空港担当　 大島　敏業 昭和25年5月10日生

昭和49年4月 日本航空株式会社入社

平成12年4月 同社大阪支店旅客販売部長

平成13年4月 株式会社ジャルセールスネッ

トワーク (出向)

平成14年6月 日本航空株式会社ヒューマン

リソース担当役員付部長

（兼）総合経営企画室統合準

備委員会事務局

平成14年10月 当社人材企画室部長

平成16年４月 株式会社日本航空インターナ

ショナル米州支社副支社長(兼)

　米州東部地区支店長(兼)米州

東部地区支店ニューヨーク営

業所長

平成18年10月 当社執行役員

株式会社日本航空インターナ

ショナル執行役員

平成21年６月 当社取締役(現任)

株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

10

取締役 　運航担当 田村　千裕 昭和24年4月10日生

昭和47年10月 日本航空株式会社入社

平成13年7月 同社運航企画室業務部副部長

平成15年12月 同社運航本部長付運航乗務員

平成16年7月 株式会社日本航空インターナ

ショナル運航乗員室長付部長

平成17年4月 同社運航本部副本部長(兼)運航

企画室長

平成17年7月 同社運航企画室長

平成19年5月 同社運航安全推進室長（兼）

運航企画室長

平成19年7月 同社運航企画室長

平成20年4月 同社執行役員

平成21年6月 当社取締役（現任）

株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

13
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 　経営企画室長 高橋　哲夫 昭和26年1月27日生

昭和49年4月 日本航空株式会社入社

平成12年4月 同社旅客販売業務部長（兼）

販売担当役員付（販売体制プ

ロジェクト事務局）

株式会社ジャルセールスネッ

トワーク（出向）

平成13年4月 株式会社ジャルセールスネッ

トワーク（出向）

日本航空株式会社旅客販売

業務部長

平成14年6月 株式会社ジャルセールス

ネットワーク（出向）

平成16年4月 株式会社ジャルセールス常務

取締役

平成17年4月 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役

株式会社日本航空ジャパン

取締役

平成18年6月 ジャルロイヤルケータリング

株式会社代表取締役社長

平成20年6月 株式会社ジャルパック代表

取締役社長

平成21年4月 当社執行役員

株式会社日本航空インター

ナショナル執行役員

平成21年6月 当社取締役（現任）

株式会社日本航空インター

ナショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

10

取締役 　客室担当 大村　裕康 昭和26年12月16日生

昭和49年4月 日本航空株式会社入社

平成10年6月 同社労務部長

平成15年10月 同社執行役員

平成16年4月 株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役

平成18年6月 JAL生活協同組合理事長

平成20年6月 株式会社ジャルウェイズ代表

取締役社長

平成21年4月 当社執行役員

株式会社日本航空インターナ

ショナル執行役員

平成21年6月 当社取締役（現任）

株式会社日本航空インターナ

ショナル取締役（現任）

(注)３

普通

株式

6

取締役 　 上條　清文 昭和10年９月12日生

平成13年６月 東京急行電鉄株式会社代表

取締役社長

平成17年６月 同社代表取締役会長（現任）

平成19年４月 株式会社東急文化村代表

取締役会長（現任）

平成19年６月 当社取締役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役（現任）

 株式会社スリーハンドレッド

クラブ代表取締役社長（現

任）

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 　 石原　邦夫 昭和18年10月17日生

平成13年６月 東京海上火災保険株式会社

取締役社長

平成14年４月 株式会社ミレアホールディン

グス取締役社長

平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会

社取締役社長

平成19年６月 同社取締役会長（現任）

 株式会社ミレアホールディン

グス取締役会長（現任）

(注）５

平成20年６月 当社取締役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル取締役（現任）

(注)３ －

常勤監査役 　 石澤　照久 昭和24年６月11日生

昭和48年４月 日本航空株式会社入社

平成14年10月 当社総合経営企画室

日本航空株式会社企画財務部

長（経理担当）

平成15年６月 当社総合経営企画室

日本航空株式会社［国際旅

客］事業企画室業務部長（経

理担当）

株式会社日本エアシステム

（出向）

平成18年６月 当社監査役

 株式会社日本航空インターナ

ショナル常勤監査役（現任）

平成19年４月 当社常勤監査役（現任）

(注)４

普通

株式

12

常勤監査役 　 平元　日出雄 昭和25年４月９日生

昭和48年４月 日本航空株式会社入社

平成12年４月 同社技術部副部長（兼）

技術部羽田技術室長

平成14年６月 同社技術部長

平成18年４月 株式会社日本航空インター

ナショナル監査役付

平成18年６月 同社監査業務役員

平成19年６月 当社常勤監査役（現任）

 株式会社日本航空インターナ

ショナル常勤監査役（現任）

(注)４

普通

株式

5

常勤監査役 　 堀之内　博一 昭和24年５月３日生

平成15年６月 日本政策投資銀行人事部長

平成17年６月 同行理事

平成19年６月 同行退職

平成19年６月 当社常勤監査役（現任）

 株式会社日本航空インターナ

ショナル常勤監査役（現任）

(注)４

普通

株式

5
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

監査役 　 松田　昌士 昭和11年１月９日生

平成５年６月 東日本旅客鉄道株式会社代表

取締役社長

平成12年６月 同社取締役会長

平成18年４月 同社相談役（現任）

平成18年６月 当社監査役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル監査役（現任）

(注)４

普通

株式

3

監査役 　 鈴木　浩 昭和17年５月27日生

平成９年６月 株式会社日本興業銀行常務

取締役

平成13年６月 富士重工業株式会社取締役

専務執行役員

平成16年６月 同社代表取締役副社長

平成18年６月 同社顧問

平成19年６月 当社監査役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル監査役（現任）

(注)４

普通

株式

30

監査役 　 坂井　秀行 昭和24年12月９日生

昭和51年４月 弁護士

平成７年２月 坂井秀行法律事務所

（現坂井・三村・相澤法律事

務所）パートナー（現任）

平成18年６月 東京海上日動火災保険株式

会社　監査役（現任）

平成19年６月 当社監査役（現任）

 株式会社日本航空インター

ナショナル監査役（現任）

(注)４ －

計 　 　 　 　 　

普通

株式

219

　（注）１．取締役上條清文及び石原邦夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

２．常勤監査役堀之内博一、並びに監査役松田昌士、鈴木浩及び坂井秀行は、会社法第２条第16号に定める社外監

査役である。

３．平成21年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成19年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．株式会社ミレアホールディングスは、平成20年7月1日、東京海上ホールディングスに社名を変更している。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】　

JALグループは、会社法などの規程に従い「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性と効率性、財務報

告の信頼性を確保し、関連法規を遵守します。内部統制が有効に機能していることを継続的に評価する組織として、社

長直属の監査部を設置しています。監査部は、評価の対象となる業務から独立し、客観的に評価を実施しています。ま

た、取締役会付議事項に関する事前審議、ほかの経営会議体にかかわる事項以外の重要事項に関する方向性の決定を

行う常勤役員会が、内部統制の推進も行っています。

　

　 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等（平成21年6月24日現在）

①　会社の機関の基本説明

・持株会社である当社は、事業会社を監督することを前提としつつも、事業会社との間で組織の壁や意識の差を

生じることのないように、取締役と監査役の事業会社との一元化を図り、且つ、組織・人員数を最小限とし、一

体的な組織運営を図る体制をとっております。

また、意思決定の迅速化を図る観点から、当社は執行役員制度を採用しており、取締役15名、執行役員７名の体

制となっております。

なお、取締役および執行役員の任期を１年として、各年度の経営責任の明確化を図っております。

・透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、監査役体制の強化を図

りつつ、６名の監査役の内、４名を社外監査役としております。また、社外取締役を２名選任しております。

・JALグループのガバナンスに関する機関は以下のとおりで株式会社日本航空インターナショナル内に設置して

おります。

　　「安全」と「お客さま視点」を徹底して推進するため、社長直下に安全推進本部とCS推進本部を設置していま

す。

    再生中期プラン推進委員会は、グループ経営に関するもっとも重要な戦略事項である「JALグループ再生中

期プラン」の推進について、方向性を定め、具体化・実施・進捗管理を行ないます。　

　　CSR委員会は、JALグループが一体となって積極的にCSR活動を推進していくために、2004年４月に設置しまし

た。委員長は社長が、CSR委員は各分野の担当役員が務めており、事務局は経営企画室です。CSRに関する専門部

門は設けず、すべての部門がCSRの担当であるという認識を浸透させていきます。　

　　2008年4月新設の企業風土改革推進委員会は、「安全」、「お客さま視点」を徹底的に追及し、「みずから考え

行動するJAL」の実現に向けて、安全アドバイザリーグループ提言に沿った取り組みをはじめとした企業風土

改革を推進する委員会です。　

　　地球環境委員会は、環境に関する社会的要請と期待に確実に応えていくため、2008年４月に従来CSR委員会の下

に位置付けていた地球環境部会にかえて、社長を委員長とする会議体として設置し、体制強化を図りました。

・非常勤社外取締役、非常勤社外監査役、社長を構成員とし、役員報酬のあり方について取締役会に答申を行う、

役員報酬諮問委員会を設置しております。
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②　内部統制システムの整備の状況

１． 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について

　 （基本方針）コンプライアンスを徹底するとともに、モニタリング体制を整備することにより、取締役の職務執行が法

令等に適合することを確保します。

（１） 取締役会が内部統制システムの基本方針について決定し、常勤役員会が内部統制システムの整備を推進

しています。また、代表権を有する役員が内部統制推進業務を担当するほか、新たに監査部を設置し、「

JALグループ内部統制要綱」等の規程類を整備すること等により、会社法および金融商品取引法の内部統

制の整備・運用および評価を適切に行っています。

　      （２） 取締役に対し、法的留意事項等を説明し、「忠実義務」、「善管注意義務」を含む取締役の義務について周

知徹底を図っています。

（３） グループ行動規範「社会への約束」を定め、全役員にその浸透を図っています。

（４） 社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、企業行動に係る諸事項につい

て役員間で審議するとともに、情報共有を図っています。

（５） グループホットライン等をグループ内に周知徹底し、法令上疑義のある行為等について社内外からの情

報の確保に努めています。

　２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について

　（基本方針） 取締役の業務執行に係る情報は、法令および社内規則に従い、適切に保存・管理します。

　（１） 取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る情報（文書・議事録）および重要な決裁に係る情報（稟

議書）は、法令および取締役会規程・各種会議体規程・稟議規程等各種規程に従って作成し、法令および

文書保管・保存規程に基づき保存・管理しています。

　（２） 電子稟議、電子ファイル等に係るシステムを安全に管理し、不測の事態にも適切に対応しています。また、

内部統制上の管理がより充実強化された「新決裁・稟議システム」の運用を開始しています。

　

　３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

　（基本方針） グループ全体のリスクを総括的に管理するとともに、損失の危険の発生を未然に防止します。また、万一損

失の危険が発生した場合でも、対応を万全にし、損失の極小化を図ります。

（１） 常勤役員会がグループ全体のリスクを総括的に管理する下で、経営に重大な影響を及ぼすリスクを「航

空安全に係るリスク」、「企業リスク」、「戦略リスク」の3つに分類して認識しています。

（２） 各リスクは、それぞれ、安全対策本部会、コンプライアンス・リスク管理委員会、再生中期プラン推進委員

会が、リスクマネジメントに関する規程を整備し、事前予防に重点を置いた対策を実行して、個別に管理

しています。

（３） 緊急事態発生時の通報経路および役員責任体制の構築により、有事の対応を迅速かつ適切に行うととも

に、損失の極小化のため、事後の防止策を講じています。

（４） 反社会的勢力との関係遮断のための社内体制を整備するとともに、不当要求等への対応マニュアルを定

め、グループ内に周知徹底しています。

　

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

　（基本方針） グループ企業理念を定めるとともに、グループ経営計画を策定・明確化し、適切な経営管理を行うことで

取締役の職務執行の効率性を確保します。

（１） グループ企業理念を制定するとともに、その達成に向けて中期経営計画を策定し、当該計画に連鎖する形

で各部門が単年度計画を策定しています。また、各計画については定期的に精査することにより、より効

率的に業務が遂行できる体制にしています。

（２） 取締役の職務は職制規程で明確化し、また、職務権限規程・業務分掌規程に基づき、健全かつ効率的に職

務が執行できるようにしています。

（３） 執行役員制度により、少人数化された取締役会が会社の基本戦略・方針の決定と監督機能を一元的に行

い、より効率的に業務を執行できる体制を構築しています。また、執行役員の担当領域を拡げることによ

り、グループ航空会社との一層有機的な連携を図っています。

　

　５． 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について

　（基本方針） コンプライアンスを徹底することにより、使用人の職務執行が法令等に適合することを確保します。また、

モニタリング体制を整えることにより、その職務執行が法令等に適合していることを確認します。

（１） グループ行動規範「社会への約束」を定め、使用人全員にその浸透を図っています。また、当該行動規範

には、あらゆる反社会的勢力との関係遮断にグループを挙げて取り組むことを明記しています。

（２） 「コンプライアンス・リスク管理委員会」の諸活動を通じ、グループ全体に対して健全な企業行動の推

進・啓発に努めています。

（３） グループホットライン等をグループ内に周知徹底し、法令上疑義のある行為等について社内外からの情

報の確保に努めています。
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（４） 内部監査部門が職務執行の適合状況を確認しています。

　

　６． 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について

　（基本方針） グループ企業理念・経営方針を各社に浸透させるとともに、コンプライアンスを徹底し、業務の適正性を

確保します。

（１） グループ企業理念を定め各社に浸透させるとともに、各社との間で基本協定書を締結し、経営目標を明確

化することにより、適正な事業運営の推進を図っています。

　      （２） グループ各社ごとに主管する部門を設けて責任体制を明確にするとともに、各社に対する指導・支援を

行っています。

　　　　（３） グループ行動規範「社会への約束」を各社に周知徹底するとともに、グループ内の使用人全員に対して行動

規範の冊子を配布しています。

　　　　（４） 「JALグループ・コンプライアンス・ネットワーク規程」に基づき、各社に対し健全な企業行動に資する情報

の提供・啓発を行うとともに、各社の推進体制の確立・強化を支援しています。

　　　　（５） 内部監査部門や各部門が行う監査・検査等により、グループ各社の業務の適正性を確認しています。

　

７.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について

（基本方針） 監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、使用人

（監査役スタッフ）を配置します。

（１） 監査役室を設置し、使用人（監査役スタッフ）を配置し、監査業務を補助しています。

　

８． 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項について

（基本方針） 監査役スタッフは監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに行います。

（１） 監査役スタッフは業務遂行にあたり、監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに

行っています。

　９． 取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制に

    ついて

 （基本方針） 取締役および使用人が監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保します。

（１） 監査役を取締役会およびその他重要な会議に招集し、すべての稟議書の報告先に規定しています。また、会

社経営および事業運営上の重要事項並びに業務執行状況を報告しています。

　     （２） 内部監査部門が実施した監査結果を監査役に供覧しています。監査部は、評価対象から独立し、客観性を

保っています。

　

    １０.  その他監査役会または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

　(基本方針） 監査役は、毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整えます。

　     （１） 会計監査人、取締役、使用人、子会社取締役・監査役等は、監査役と意見交換を行っています。

　     （２） 各部門およびグループ各社は、監査役の往査に協力しています。
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　　③　内部監査及び監査役監査の状況

　　　　内部監査については、グループの業務及び内部統制の整備・運用状況等を独立的に評価し、必要な是正の勧告、改善の

提案等を行うことを目的として、当社及びグループ会社を対象に、社長直属の組織である監査部が関係部門と連携

し、会計監査、環境監査及び業務監査を実施しています。監査の実施にあたっては、網羅性・周期性を適切に確保し

た年度計画を策定し、社長の承認の下実施しています。

　・ 会計監査については、当社の各部門、委託先を含むすべての事業所を対象として、主に国内・海外の支店、営業所、空港

所に対して実施しています。また、グループ会社についても、国内の基本協定書締結会社に対して実施しています。な

お、監査の実施にあたっては、監査部とこれらの支店等を所管する本部主管部門とが協同して行うこととしていま

す。

　・ 環境監査については、主にグループ内における環境関連法令及び環境への取り組み等に関して、当社の部門およびグ

ループ会社を選定の上、実施しています。

　・ 監査役監査については、監査役が取締役会およびコンプライアンス・リスク管理委員会等の重要会議に出席する他、

重要な稟議書が監査役に報告される体制とするよう規定すること等により、会社経営及び事業運営上の重要事項並

びに業務執行状況を監査役に報告する体制をとっております。また監査役は、監査役室スタッフ（３名）と共に、各

事業所、子会社、関連会社に毎年監査を行い（2008年度は約80部門）、その結果を代表取締役に報告しています。さら

に内部監査部門や監査法人との情報交換にも努めるほか、子会社の常勤監査役との会議を年数回開催し、グループ全

体での監査の充実強化を図っています。

　・ 業務監査については、「内部統制システム整備・運用状況等監査」として、主にグループの内部統制システムが「基

本方針」に従って、適切に整備・運用されているか否か等について確認するために、当社の部門およびグループ会社

を対象として実施しています。

　

　　④　会計監査の状況

　　　　会計監査については、新日本有限責任監査法人に依頼しており、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく

監査を実施しております。定期的な監査のほか、各種法令や規則の制定・改廃等、会計上の課題については適宜確認

を行い、会計処理の適正化に努めております。監査業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は

以下のとおりです。

監査人氏名
　

　
監査に従事する補助者

公認会計士氏名 継続従事期間 　 公認会計士 18人

長崎　武彦 ２年 　 会計士補 ５人

山田　洋一 ３年 　 その他 39人

福田　慶久　 ４年 　 　 　

加藤　敦貞　 １年　 　 　 　

⑤　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役及び社外監査役の当社普通株式の保有数については、第４提出会社の状況　５役員の状況に記

載のとおりです。

また当社の社外取締役及び社外監査役の兼任の状況については、以下のとおりです。

役　職 氏　名 兼任の状況

社外取締役 上條　清文

東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長

株式会社東急文化村 代表取締役会長

株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長

ゴールドパック株式会社 社外取締役

シロキ工業株式会社 社外取締役

株式会社東急エージェンシー 社外取締役

静岡鉄道株式会社 社外取締役

松竹株式会社 社外取締役

北海道空港株式会社 社外取締役

株式会社日本航空インターナショナル 社外取締役

社外取締役 石原　邦夫

東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長

東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 社外取締役

株式会社日本航空インターナショナル 社外取締役
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役　職 氏　名 兼任の状況

社外監査役 堀之内　博一 株式会社日本航空インターナショナル 社外監査役

社外監査役 松田　昌士 株式会社日本航空インターナショナル 社外監査役

社外監査役 鈴木　浩
日墨ホテル投資株式会社 社外取締役

株式会社日本航空インターナショナル 社外監査役

社外監査役 坂井　秀行

坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー

東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役

株式会社日本航空インターナショナル 社外監査役

　この他、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

⑥　役員報酬等の内容

当連結会計年度における取締役および監査役に対する報酬等の内容は以下のとおりです。

区分 人数 支給額

取締役（うち社外取締役） 16名（３名） 78百万円（５百万円）

監査役（うち社外監査役） ６名（４名） 35百万円（16百万円）

（注）　1．上記には、平成20年６月25日開催の第６回定時株主総会終結時をもって、退任した取締役１名（うち社外取締

役１名）を含んでおります。

2．当社の取締役および監査役は、事業子会社である株式会社日本航空インターナショナルの役員を兼務してお

り、同社から受けた報酬等は、以下のとおりであります。（平成20年６月25日開催の第58回定時株主総会終結

時をもって、退任した取締役１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。）

3.　平成17年６月28日開催の定時株主総会での退職慰労金打切り支給に係る決議に基づき、平成20年４月１日以降

平成21年３月末日までに退任した取締役に対して、下記のとおり、退職慰労金を支払っております。

　　　退任取締役１名　　　３百万円（うち社外取締役１名　３百万円）

区分 人数 支給額

取締役（うち社外取締役） 16名（３名） 175百万円（５百万円）

監査役（うち社外監査役） ６名（４名） 35百万円（16百万円）

　

⑦　責任限定契約の内容の概要

　 当社と各社外取締役および各社外監査役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1

   項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法

   第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

　

⑧　取締役の定数

  当社の取締役は20名以内とする旨、定款で定めております。 

⑨　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票に

よらない旨定款に定めております。

⑩　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを

目的とするものであります。
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⑪　自己の株式の取得　

　当社は、会社法第165条第２項および第459条第１項第１号の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式

を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑫　取締役及び監査役の責任免除　

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって取締役及び監査役（取締役及び監査役で

あった者を含む）の損害賠償責任を法令に定める限度において取締役会の決議によって免除することができ

る旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し

て、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。

⑬　Ａ主株式について議決権を有しないこととしている理由

　当社定款の定めによるものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － － 277 5

連結子会社 － － 211 27

計 － － 488 32

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は主として以下となります。

1)財務報告に係る内部統制に関する助言業務

2)各種財務書類の英訳された書類の作成に係る相談業務

　

④【監査報酬の決定方針】

　監査公認会計士等への監査報酬及び非監査業務報酬については、事前に職務権限規定に基づき

社内決裁を得て決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ている。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、第６期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

７期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してい

る。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで）の連結財務諸表及び第６期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表につい

ては、新日本監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財

務諸表及び第７期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表については、新日本有限責任

監査法人により監査を受けている。

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人となっ

ている。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 354,977 163,696

受取手形及び営業未収入金 241,349 170,912

有価証券 ※5
 8,795

※5
 9,391

貯蔵品 ※5
 90,985

※5
 81,857

繰延税金資産 2,595 2,909

その他 115,187 60,952

貸倒引当金 △3,575 △2,690

流動資産合計 810,315 487,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※5
 116,698

※5
 110,012

機械装置及び運搬具（純額） ※5
 30,772

※5
 30,342

航空機（純額） ※5
 721,967

※5
 723,590

土地 ※5
 35,609

※5
 35,013

建設仮勘定 113,247 116,510

その他（純額） 18,821 15,551

有形固定資産合計 ※1, ※2
 1,037,117

※1, ※2
 1,031,021

無形固定資産

ソフトウエア ※5
 81,876

※5
 78,630

その他 961 917

無形固定資産合計 82,838 79,548

投資その他の資産

投資有価証券 ※3, ※5
 62,174

※3, ※5
 58,611

長期貸付金 12,720 ※5
 12,846

繰延税金資産 5,593 6,030

その他 ※5
 112,728

※5
 77,017

貸倒引当金 △2,638 △2,494

投資その他の資産合計 190,579 152,010

固定資産合計 1,310,534 1,262,580

繰延資産

株式交付費 1,933 1,068

繰延資産合計 1,933 1,068

資産合計 2,122,784 1,750,679
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 264,914 190,045

短期借入金 3,084 2,911

1年内償還予定の社債 28,000 52,000

1年内返済予定の長期借入金 ※5
 130,335

※5
 128,426

未払法人税等 4,454 1,521

繰延税金負債 15,016 33

賞与引当金 4,526 －

独禁法関連引当金 2,003 1,964

デリバティブ債務 － 126,259

その他 ※5
 208,894

※5
 146,734

流動負債合計 661,229 649,897

固定負債

社債 102,229 50,229

長期借入金 ※5
 651,416

※5
 567,963

繰延税金負債 17,192 6,534

退職給付引当金 95,485 94,911

独禁法関連引当金 15,210 5,083

その他 ※5
 108,950

※5
 179,288

固定負債合計 990,483 904,010

負債合計 1,651,713 1,553,907

純資産の部

株主資本

資本金 251,000 251,000

資本剰余金 155,836 155,806

利益剰余金 41,320 △21,874

自己株式 △890 △917

株主資本合計 447,266 384,014

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,578 △1,440

繰延ヘッジ損益 8,167 △201,816

為替換算調整勘定 △4,077 △6,101

評価・換算差額等合計 6,668 △209,358

少数株主持分 17,136 22,115

純資産合計 471,070 196,771

負債純資産合計 2,122,784 1,750,679
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

事業収益 2,230,416 1,951,158

事業費 1,776,979 1,687,881

営業総利益 453,436 263,277

販売費及び一般管理費

販売手数料 108,529 94,194

貸倒引当金繰入額 470 496

人件費 90,785 80,386

退職給付費用 6,966 11,931

減価償却費 19,772 18,782

その他 136,898 108,371

販売費及び一般管理費合計 363,423 314,162

営業利益又は営業損失（△） 90,013 △50,884

営業外収益

受取利息 4,859 3,878

受取配当金 2,365 1,425

持分法による投資利益 2,176 1,630

デリバティブ利益 － 17,462

為替差益 4,070 －

その他 7,354 6,944

営業外収益合計 20,825 31,341

営業外費用

支払利息 20,009 17,536

航空機材処分損 11,871 7,633

デリバティブ損失 － 8,874

為替差損 － 19,571

その他 9,140 9,018

営業外費用合計 41,021 62,634

経常利益又は経常損失（△） 69,817 △82,177

特別利益

カード使用権等許諾益 － 23,426

厚生年金基金代行返上益 5,528 －

投資有価証券売却益 20,557 18,088

固定資産売却益 ※1
 5,988 －

その他 4,158 3,088

特別利益合計 36,232 44,604
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別損失

厚生年金基金代行返上損 － 8,798

固定資産処分損 － ※2
 2,577

固定資産臨時償却費 9,116 2,504

減損損失 ※3
 13,501

※3
 2,273

特別退職金 20,016 －

独禁法関連引当金繰入額 17,213 －

その他 16,368 5,286

特別損失合計 76,217 21,440

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

29,832 △59,014

法人税、住民税及び事業税 4,897 3,181

法人税等調整額 6,894 22

法人税等合計 11,792 3,203

少数株主利益 1,118 977

当期純利益又は当期純損失（△） 16,921 △63,194
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 174,250 251,000

当期変動額

新株の発行 76,750 －

当期変動額合計 76,750 －

当期末残高 251,000 251,000

資本剰余金

前期末残高 79,096 155,836

当期変動額

新株の発行 76,750 －

自己株式の処分 △9 △30

当期変動額合計 76,740 △30

当期末残高 155,836 155,806

利益剰余金

前期末残高 24,776 41,320

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 16,921 △63,194

連結範囲の変動 △377 －

当期変動額合計 16,544 △63,194

当期末残高 41,320 △21,874

自己株式

前期末残高 △887 △890

当期変動額

連結範囲の変動 13 －

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減

44 －

自己株式の取得 △139 △168

自己株式の処分 77 141

当期変動額合計 △3 △26

当期末残高 △890 △917

株主資本合計

前期末残高 277,235 447,266

当期変動額

新株の発行 153,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 16,921 △63,194

連結範囲の変動 △363 －

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減

44 －

自己株式の取得 △139 △168

自己株式の処分 67 110

当期変動額合計 170,030 △63,252
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当期末残高 447,266 384,014

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,557 2,578

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△979 △4,018

当期変動額合計 △979 △4,018

当期末残高 2,578 △1,440

繰延ヘッジ損益

前期末残高 35,314 8,167

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△27,147 △209,983

当期変動額合計 △27,147 △209,983

当期末残高 8,167 △201,816

為替換算調整勘定

前期末残高 △5,020 △4,077

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

943 △2,024

当期変動額合計 943 △2,024

当期末残高 △4,077 △6,101

評価・換算差額等合計

前期末残高 33,851 6,668

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△27,183 △216,026

当期変動額合計 △27,183 △216,026

当期末残高 6,668 △209,358

少数株主持分

前期末残高 20,785 17,136

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,649 4,979

当期変動額合計 △3,649 4,979

当期末残高 17,136 22,115
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

純資産合計

前期末残高 331,873 471,070

当期変動額

新株の発行 153,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 16,921 △63,194

連結範囲の変動 △363 －

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減

44 －

自己株式の取得 △139 △168

自己株式の処分 67 110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,832 △211,047

当期変動額合計 139,197 △274,299

当期末残高 471,070 196,771
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

29,832 △59,014

減価償却費 116,580 118,043

有価証券及び投資有価証券売却損益及び評価損 △18,596 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △18,053

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 1,434

固定資産除売却損益及び減損損失（△は益） 21,824 10,448

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,522 △524

受取利息及び受取配当金 △7,224 △5,303

支払利息 20,009 17,536

為替差損益（△は益） 2,857 853

持分法による投資損益（△は益） △2,176 △1,630

カード使用権等許諾益 － △23,426

受取手形及び営業未収入金の増減額 （△は増
加）

12,179 68,336

貯蔵品の増減額（△は増加） △9,055 9,238

営業未払金の増減額 （△は減少） 10,775 △73,344

その他 30,857 △18,203

小計 175,341 26,390

利息及び配当金の受取額 7,945 6,074

利息の支払額 △19,300 △18,175

カード使用権等許諾による収入 － 23,426

法人税等の支払額 △6,654 △5,961

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,331 31,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,290 △119,126

定期預金の払戻による収入 8,044 118,222

固定資産の取得による支出 △174,831 △167,856

固定資産の売却による収入 115,759 45,789

有価証券の取得による支出 △9,012 △42,406

有価証券の売却及び償還による収入 10,576 41,439

投資有価証券の取得による支出 △1,604 △4,387

投資有価証券の売却及び償還による収入 16,051 22,462

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 ※3

 95 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 ※2

 △722 △135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 ※2

 8,716 143

貸付けによる支出 △1,397 △2,045

貸付金の回収による収入 3,182 1,763

その他 203 480

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,229 △105,653
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,747 △367

長期借入れによる収入 82,786 46,652

長期借入金の返済による支出 △122,592 △132,015

株式の発行による収入 151,825 －

社債の償還による支出 △70,000 △28,000

親会社による配当金の支払額 △6 △2

少数株主への配当金の支払額 △284 △205

その他 △2,083 △2,829

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,896 △116,767

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,644 △1,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 164,354 △191,973

現金及び現金同等物の期首残高 191,381 354,037

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,698 △312

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 354,037

※1
 161,751
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　133 社

連結子会社名は、「第１　企業の概況」の４関係会社

の状況に記載している。

従来、持分法非適用関連会社であった中部スカイサ

ポート株式会社は、重要性が増し、また、株式購入により

持分比率が増加したため、当連結会計年度より連結子会

社としている。

従来、連結子会社であった株式会社JALナビア東京は

株式会社JALナビア（株式会社ジャルプラザより社名変

更）と合併したことにより当連結会計年度より連結の

範囲から除外している。

重要性の観点から、首里観光株式会社及び株式会社

ハーレクィンエアを当連結会計年度より連結の範囲か

ら除外している。

また、NIKKO HOTELS（U.K.）LTD.、PACIFIC FUEL

TRADING CORPORATION、HOTEL NIKKO SAIPAN，

INC.、MICRONESIAN HOSPITALITY，INC.、旭川リゾー

ト開発株式会社及び苫小牧緑化開発株式会社は保有株

式売却に伴い、当連結会計年度より連結の範囲から除外

している。

従来、連結子会社であった株式会社エージーピーは保

有株式売却により持株比率が減少したため、当連結会計

年度より持分法適用会社としている。

なお、子会社のうち、下地島空港施設株式会社等92社

は、連結の範囲に含まれていない。非連結子会社は、重要

性の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全

体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

い。

  次に示す連結子会社については、社名をそれぞれ以下

のように変更している。

　エイジィエススカイサポート株式会社

　　→株式会社JALグランドサポート成田

　日本サービス株式会社

　　→株式会社JALグランドエアーサービス

　株式会社ジャルプラザ

　　→株式会社JALナビア

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　120 社

連結子会社名は、「第１　企業の概況」の４関係会社

の状況に記載している。

株式会社JALマイレージバンクは、連結子会社である

株式会社ジャルカードを会社分割し、新規設立したた

め、当連結会計年度より連結の範囲に含めている。

  従来、連結子会社であった日本アジア航空株式会社は

株式会社日本航空インターナショナルと合併、成田ロジ

スティック・ターミナル株式会社は株式会社JALカーゴ

サービスと合併、TOUR CREATE, INC.及び

HAWAII HOTEL RESERVATIONS SYSTEMS, INC.は

JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC.と合併したこ

とにより当連結会計年度より連結の範囲から除外して

いる。

従来、連結子会社であった

JALPAK INTERNATIONAL U.S.A., INC.、

JALPAK MALAYSIA SDN. BHD.及び

UNIVERSAL HOLIDAYS, INC.は、保有株式売却に伴い、

当連結会計年度より連結の範囲から除外している。

また、重要性の観点から、アジア旅行開発株式会社、ジェ

イ インテル株式会社、JALPAK DE MEXICO, S.A. DE C.

V.、株式会社ＪＡＬスカイ福島及び

JAL CAPITAL CORPORATIONを当連結会計年度より連

結の範囲から除外している。

  従来、連結子会社であったTRANS QUALITY, INC.は保

有株式売却により持株比率が減少したため、当連結会計

年度より持分法適用会社としている。

また、TRANS QUALITY, INC.が連結の範囲から除外さ

れたことに伴い、従来連結子会社であったTRANS　

QUALITY, INC.の子会社である

CREATIVE GREETING SERVICE, INC.は当連結会計年

度より連結の範囲から除外している。

なお、子会社のうち、下地島空港施設株式会社等83社

は、連結の範囲に含まれていない。非連結子会社は、重要

性の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全

体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

い。

  次に示す連結子会社については、社名をそれぞれ以下

のように変更している。

　ジャルアカデミー株式会社

　　→JALアカデミー株式会社
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社92社及び関連会社82社のうち、日本ター

ビンテクノロジー株式会社等17社に対する投資につい

ては持分法を適用している。

従来連結子会社であった株式会社エージーピーは保

有株式売却により持株比率が減少したため、当連結会計

年度より持分法適用会社としている。

　また、従来持分法適用会社であった株式会社ジャムコ、

東京シティ・エアターミナル株式会社、東京空港交通株

式会社及び東京空港冷暖房株式会社は、保有株式売却に

より持分比率が減少したため、当連結会計年度より持分

法の適用範囲から除外している。　

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社83社及び関連会社83社のうち、日本ター

ビンテクノロジー株式会社等18社に対する投資につい

ては持分法を適用している。

従来連結子会社であったTRANS QUALITY, INC.は保

有株式売却により持株比率が減少したため、当連結会計

年度より持分法適用会社としている。

（関連会社）

 　 株式会社JALUX

株式会社エージーピー

空港施設株式会社

福岡空港ビルディング株式会社

大阪空港交通株式会社

名古屋エアケータリング株式会社

日本タービンテクノロジー株式会社

福岡エアーカーゴターミナル株式会社

日東航空整備株式会社

株式会社びゅうトラベルサービス

CARGO CREATIVE SERVICE LTD.

エアフライトジャパン株式会社

株式会社イーマイルネット

株式会社JALインフォテック

株式会社ティエフケイ開発

アビコム・ジャパン株式会社

千歳空港給油施設株式会社

　

　　 なお、非連結子会社のうち、下地島空港施設株式会社等

92社及び関連会社のうち、関西空港交通株式会社等65

社は、持分法の適用範囲に含められていない。

　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社について

は、それぞれ連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がない。

（関連会社）

 　 株式会社JALUX

株式会社エージーピー

空港施設株式会社

福岡空港ビルディング株式会社

大阪空港交通株式会社

名古屋エアケータリング株式会社

日本タービンテクノロジー株式会社

福岡エアーカーゴターミナル株式会社

日東航空整備株式会社

株式会社びゅうトラベルサービス

CARGO CREATIVE SERVICE LTD.

エアフライトジャパン株式会社

株式会社イーマイルネット

株式会社JALインフォテック

株式会社ティエフケイ開発

アビコム・ジャパン株式会社

千歳空港給油施設株式会社

TRANS  QUALITY, INC.

　　 なお、非連結子会社のうち、下地島空港施設株式会社等

83社及び関連会社のうち、関西空港交通株式会社等65

社は、持分法の適用範囲に含められていない。

　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社について

は、それぞれ連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がない。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社オーエフシーの決算日は

２月29日であり、次に示す20社の決算日は12月31日であ

る。

INTERNATIONAL IN-FLIGHT CATERING CO., LTD.

JAL HAWAII, INC.

JAL PASSENGER SERVICES AMERICA, INC.

JUPITER GLOBAL LIMITED

P.T.TAURINA TRAVEL JAYA

UNIVERSAL HOLIDAYS INC.

JALPAK TOUR & TRAVEL（THAILAND）CO., LTD.

PACIFIC INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION

HOTEL NIKKO OF SAN FRANCISCO, INC.

HOTEL NIKKO（U.S.A.）, INC.

BENKAY（U.S.A.）, INC.

JDC GUAM INC.

JAL CAPITAL CORPORATION

PACIFIC BUSINESS BASE, INC.

JAPAN AIRLINES MANAGEMENT CORP.

JALPAK DE MEXICO S.A.DE C.V.

JLC INSURANCE CO., LTD.

日航国際旅行社（中国）有限公司

JALTRANS,INC.

CONTACT CUSTOMS CLEARANCE,INC.

他の112社の決算日は３月31日である。

　上記21社に係る連結決算日との間の連結会社間取引

は、重要な不一致についてのみ修正を行うこととしてい

る。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社オーエフシーの決算日は

２月28日であり、次に示す17社の決算日は12月31日であ

る。

INTERNATIONAL IN-FLIGHT CATERING CO., LTD.

JAL HAWAII, INC.

JAL PASSENGER SERVICES AMERICA, INC.

JUPITER GLOBAL LIMITED

P.T.TAURINA TRAVEL JAYA

JALPAK TOUR & TRAVEL（THAILAND）CO., LTD.

PACIFIC INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION

HOTEL NIKKO OF SAN FRANCISCO, INC.

HOTEL NIKKO（U.S.A.）, INC.

BENKAY（U.S.A.）, INC.

JDC GUAM INC.

PACIFIC BUSINESS BASE, INC.

JAPAN AIRLINES MANAGEMENT CORP.

JLC INSURANCE CO., LTD.

日航国際旅行社（中国）有限公司

JALTRANS,INC.

CONTACT CUSTOMS CLEARANCE,INC.

他の102社の決算日は３月31日である。

　上記18社に係る連結決算日との間の連結会社間取引

は、重要な不一致についてのみ修正を行うこととしてい

る。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　　 その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算定）により評

価している。 

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　　 その他有価証券

・時価のあるもの

同左

・時価のないもの

主として、移動平均法に基づく原価法により評

価している。

・時価のないもの 

同左

②　たな卸資産

　主として移動平均法に基づく原価法により評価し

ている。

②　たな卸資産

主として、移動平均法に基づく原価法(貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により評価している。

　（会計方針の変更）

従来、主として移動平均法による原価法によっ

ていたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定している。

　これにより、当連結会計年度の営業損失は19

百万円増加し、経常損失及び税金等調整前当期

純損失は、468百万円増加している。　

③　デリバティブ

　時価法により評価している。

③　デリバティブ

同左

(2）有形固定資産の減価償却方法

①　航空機

本体（予備原動機を含む。）

(2）有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除

く）

①　航空機

本体（予備原動機を含む。）

・ボーイング747型機　　　　 主として定率法

（ボーイング747－400型機を除く。）

・ボーイング747型機　　　　 主として定率法

（ボーイング747－400型機を除く。）

・ボーイング747－400型機　　定額法 ・ボーイング747－400型機　　定額法　

・ボーイング777型機　　　　 定額法 ・ボーイング777型機　　　　 定額法

・ボーイング767型機　　　　 主として定額法 ・ボーイング767型機　　　　 定額法　

・ボーイング737型機　　　　 定額法 ・ボーイング737型機　　　　 定額法

・MD－90型機　　　　　　　　定額法 ・MD－90型機　　　　　　　　定額法

・MD－87型機　　　　　　　　定額法 ・MD－87型機　　　　　　　　定額法

・MD－81型機　　　　　　　　定額法 ・MD－81型機　　　　　　　　定額法　

・A300－600型機　　　　　　 定額法 ・A300－600型機　　　　　　 定額法

予備部品　　　　　　　　　　　定額法 　・エンブラエル170型機　　　 定額法

　 予備部品　　　　　　　　　　　定額法
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

②　航空機を除く有形固定資産

株式会社日本航空インターナショナル　定額法

 上記以外　　　　　　　　　　主として定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

航空機　　　　　　　　　　　10～27年

その他　　　　　　　　　　　 2～65年

②　航空機を除く有形固定資産

    株式会社日本航空インターナショナル　定額法

 上記以外　　　　　　　　　　主として定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。   

航空機　　　　　　　　　　　12～27年

その他　　　　　　　　　　　 2～65年

　（会計方針の変更）

　提出会社及び一部を除く国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してい

る。

  当該変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微である。

　　　　　　　　　──────

　（追加情報）

連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、航空機の一部について、従来採用して

いた耐用年数から残存見積使用期間に合わせた耐

用年数に変更している。これは、当連結会計年度に

おいて当該資産の売却契約が締結され、残存見積期

間が従来使用していた耐用年数と乖離しているこ

とが明らかになったため、耐用年数及び残存価額の

見直しをしたものである。

　また、一部機種の予備部品について、従来使用して

いた耐用年数から残存見積使用期間に合わせた耐

用年数に変更している。これは、当連結会計年度に

おいて同型機種の退役時期が確定し、残存見積期間

が従来使用していた耐用年数と乖離していること

が明らかになったため、耐用年数の見直しをしたも

のである。

　この結果、従来の方法に比べ営業利益は184百万

円、経常利益は96百万円、税金等調整前当期純利益

は9,189百万円減少している。

　提出会社及び一部を除く国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し、取得

価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上している。

　当該変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微である。

　（追加情報）

連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、航空機の一部ならびに一部機種の予備

部品について、従来採用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用年数に変更している。

これは、当連結会計年度において当該資産の売却契

約が締結され又は締結されることが確実になり、残

存見積期間が従来使用していた耐用年数と乖離し

ていることが明らかになったため、耐用年数及び残

存価額の見直しをしたものである。

　この結果、従来の方法に比べ営業損失は753百万円

増加し、経常損失は1,216百万円減少し、税金等調整

前当期純損失は1,208百万円増加している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。

(3）無形固定資産の減価償却方法

　定額法

　自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（主として５～７年）に基づく定額法。

(3）無形固定資産の減価償却方法（リース資産を除

く）

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（4）　　　　　　　　　－

　

　

（4）リース資産の減価償却方法

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

　  自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一

の方法を採用している。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

　  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用している。

なお、平成20年４月１日前に契約を締結した所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用している。

(5）繰延資産の処理方法

　株式交付費

　３年で定額法により償却を行っている。

(5）繰延資産の処理方法

　株式交付費

同左

(6）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等の個

別の債権については回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。

(6）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

　会計基準変更時差異（217,711百万円）は、主とし

て15年による均等額を費用処理している。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５～15年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

いる。

　過去勤務債務は、主としてその発生時に費用処理

している。また、一部の連結子会社は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数により按分した額を費用処理している。

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

　会計基準変更時差異（209,238百万円）は、主とし

て15年による均等額を費用処理している。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５～15年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

いる。

　過去勤務債務は、主としてその発生時に費用処理

している。また、一部の連結子会社は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数により按分した額を費用処理している。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（追加情報）

連結子会社である株式会社JALグランドサービス

及び株式会社JALグランドサービス関西より構成さ

れる空港グランドサービス厚生年金基金（平成20

年３月31日にJALグランドサービス企業年金基金と

して運営形態を変更）の代行部分について、平成19

年４月10日に厚生労働大臣から将来分支給義務免

除の認可を受け、平成20年３月31日に過去分返上の

認可を受けている。この結果、当連結会計年度の営

業利益及び経常利益は101百万円増加し、税金等調

整前当期純利益は5,629百万円増加している。 

      　一部の国内連結子会社は、平成19年４月１日及び

平成19年10月１日より退職給付制度の一部につい

て確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用している。これによる損益への影

響は軽微である。

（追加情報）

  連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルを母体企業とする日本航空厚生年金基金

（平成20年10月1日にJAL企業年金基金として運営

形態を変更）の代行部分について、平成20年10月1

日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、同

時に一部制度の改定を実施している。この結果、当

連結会計年度の営業損失及び経常損失は955百万円

増加し、税金等調整前当期純損失は9,753百万円増加

している。 

　連結子会社である株式会社JALグランドサービス

及び株式会社JALグランドサービス関西より構成さ

れるJALグランドサービス企業年金基金は、厚生年

金基金の代行部分について、平成20年3月31日に厚

生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成21年

1月13日に国へ返還額（最低責任準備金）を納付し

ている。これによる損益への影響は軽微である。

　

　連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、平成17年10月１日より退職金の一部に

ついて従来制度に加え、確定拠出年金と退職金前払

に移行できる制度を導入している。同制度の導入に

伴い終了した部分に係る会計基準変更時差異につ

いては、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）第15項に定

める経過措置を適用し、８年定額法により費用処理

している。このため、一時に費用処理する方法に比

べ、退職給付引当金は1,083百万円減少し、税金等調

整前当期純利益は187百万円減少している。

　      また、株式会社日本航空インターナショナルは、厚

生年金基金の代行部分について、平成19年３月15日

に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を

受けている。当連結会計年度末日現在において測定

された返還相当額（最低責任準備金）は70,372百万

円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支

払が当連結会計年度末日に行われたと仮定して

「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13

号）第44-２項を適用した場合に生じる損失の見込

額は、6,312百万円である。

　さらに、株式会社日本航空インターナショナルは、

平成20年４月１日より退職金制度の改定を実施し

ている。この結果、当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は20,077百万円増

加している。

　連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、平成17年10月１日より退職金の一部に

ついて従来制度に加え、確定拠出年金と退職金前払

に移行できる制度を導入している。同制度の導入に

伴い終了した部分に係る会計基準変更時差異につ

いては、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）第15項に定

める経過措置を適用し、８年定額法により費用処理

している。このため、一時に費用処理する方法に比

べ、退職給付引当金は895百万円減少し、税金等調整

前当期純損失は187百万円増加している。　

　平成20年4月1日に連結子会社である株式会社日本

航空インターナショナルを存続会社として合併し

た日本アジア航空株式会社の国内従業員に係る部

分及び一部の連結子会社については、当連結会計年

度より退職給付債務の算定方法を簡便法から原則

法へ変更している。なお、これによる損益への影響

は軽微である。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　一部の連結子会社については、当連結会計年度よ

り退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法へ

変更している。この変更に伴い、簡便法と原則法に

よる退職給付債務の差額508百万円を特別損失とし

て計上している。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に

記載している。

　

③　独禁法関連引当金

連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、世界主要航空会社間での航空貨物に係

わる価格カルテル容疑にて平成18年２月14日、フラ

ンクフルト貨物事業所において欧州連合独禁当局

により立入検査を受け、また、同日、米州貨物支店・

ニューヨーク貨物事業所において米国司法省より

立入調査を受けた。この他、カナダ、スイス及びオー

ストラリア等においても各国独禁当局より調査を

受けている。

　また、米国において株式会社日本航空インターナ

ショナルを含む複数の航空会社に対し、航空会社間

の価格カルテルにより損害を被ったとして集団訴

訟が複数提起され、請求金額を特定せずに損害賠償

等が求められている。この他、カナダ及びオースト

ラリアにおいても集団訴訟が複数提起されている。

　これらのうち米国当局の調査については、平成20

年４月、米国司法省と罰金1.1億米ドルを支払うこと

等に同意したことを受け、相当額を計上し、また、欧

州連合当局の調査については、将来発生しうる損失

の現時点での最善の見積額を計上している。なお、

集団訴訟及び米国、欧州連合以外の当局の調査につ

いては、賠償金や制裁金等の発生の可能性を含め、

結果を合理的に予測することは困難である。

③　独禁法関連引当金

当社及び連結子会社である株式会社日本航空イ

ンターナショナルは、世界主要航空会社間での航空

貨物に係わる価格カルテル容疑にて平成19年12月、

欧州委員会より異議告知書を受領し、また、連結子

会社である株式会社日本航空インターナショナル

は、平成20年12月、ニュージーランド商務委員会に

より提訴された。この他、カナダ，スイス、オースト

ラリア及び韓国においても各国独禁当局より調査

を受けている。

　また、米国において同社を含む複数の航空会社に

対し、貨物及び旅客に関する価格カルテルにより損

害を被ったとして集団訴訟が複数提起され、請求金

額を特定せずに損害賠償等が求められている。この

他、カナダ及びオーストラリアにおいても、貨物に

関する集団訴訟が複数提起されている。

　これらのうち欧州委員会の調査及び旅客に関する

米国の集団訴訟については、将来発生しうる損失の

現時点での最善の見積額を計上している。なお、そ

の他については、制裁金や賠償金等の発生の可能性

を含め、結果を合理的に予測することは困難であ

る。

④　賞与引当金　

一部の国内連結子会社は、従業員に対する賞与に

ついて、当連結会計年度において業績連動による支

給を決定したため、支給見込額を見積もり、当連結

会計年度に帰属すべき金額を計上している。

　　　　　──────

(7）消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用

している。

(7）消費税等の会計処理方法

同左

(8）重要なリース取引の処理方法

　主としてリース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。

(8）　　　　　　──────
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(9）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

る。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用

は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算為

替差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上している。

(9）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

　                     同左

(10）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。なお、為替予約等が

付されている外貨建金銭債権債務については、振当

処理を行っている。さらに、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特例処理を採用してい

る。

(10）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針

  外貨建購入契約（航空機等）、外貨建営業債権・

債務（IATA精算、ホテル料金、物品購入及び外貨建

予定取引等）については、将来の為替レート変動リ

スクを回避する目的で、為替予約及び通貨オプショ

ン取引を利用しており、金融負債については、将来

の為替・金利変動による支払額に及ぼす影響を限

定する目的で通貨スワップ及び金利スワップ取引

を利用している。また、商品（航空燃料）の価格変

動リスクを抑制し、コストを安定させることを目的

として、コモディティ・デリバティブ（スワップ、

オプション）を利用している。 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針

  外貨建購入契約（航空機等）、外貨建営業債権・

債務等（IATA精算、ホテル料金、物品購入及び外貨

建予定取引等）については、将来の為替レート変動

リスクを回避する目的で、為替予約及び通貨オプ

ション取引を利用しており、金融負債については、

将来の為替・金利変動による支払額に及ぼす影響

を限定する目的で通貨スワップ及び金利スワップ

取引を利用している。また、商品（航空燃料）の価

格変動リスクを抑制し、コストを安定させることを

目的として、コモディティ・デリバティブ（スワッ

プ、オプション）を利用している。 

③　ヘッジ有効性評価の方法及びリスク管理体制

　提出会社及び主要な連結子会社の取引は、基本方

針及び定められた権限に基づいて行われている。日

常業務については、契約担当部門及び審査組織によ

り相互にチェックされる体制となっている。

　デリバティブ取引状況は定例的に開催される関係

部長会に報告される。

　なお、その他の連結子会社においては、各社の権限

及び取引限度額の定めに基づき、取引の都度必要な

承認手続がとられており、ヘッジの有効性について

も適時関係部に報告されている。

③　ヘッジ有効性評価の方法及びリスク管理体制

同左

(11）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(11）連結納税制度の適用

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用している。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均

等償却を行っている。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　現金及び現金同等物には、現金及び取得日から３ヶ月

以内に満期が到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資を計上している。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　（1）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理　　　

　に関する当面の取扱い

　　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

18号　平成18年5月17日）を適用している。

　これによる損益に与える影響は軽微である。

　（2）リース取引に関する会計基準

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成6年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっている。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

これによる損益に与える影響は軽微である。

　なお、平成20年4月1日前に契約を締結した所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結貸借対照表関係）　

                    ──────

 

 

 

 

（連結貸借対照表関係）　

１．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

いた「デリバティブ債務」は負債純資産合計の100分の

５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

とした。なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」

に含まれる「デリバティブ債務」は24,854百万円であ

る。

（連結損益計算書関係）

１．前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて

いた「厚生年金基金代行返上益」については、特別利益

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記した。なお、

前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含ま

れる「厚生年金基金代行返上益」の金額は、1,524百万円

である。

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産処

分損」（当連結会計年度4,866百万円）については、特別

損失の総額の100分の10以下となったため、「その他」

に含めた。

３．前連結会計年度まで区分掲記していた「退職給付制

度一部終了損」（当連結会計年度101百万円）について

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、「そ

の他」に含めた。

　

 

 

 

　

（連結損益計算書関係）

１．前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産売

却益」（当連結会計年度1,163百万円）については、特別

利益の総額の100分の10以下となったため、「その他」

に含めた。

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「厚生年金基

金代行返上益」（当連結会計年度168百万円）について

は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、「そ

の他」に含めた。

３．前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

いた「固定資産処分損」については、特別損失の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年年度より区分掲

記することとした。なお、前連結会計年度において、特別

損失の「その他」に含まれる「固定資産処分損」は、

4,866百万円である。

４．前連結会計年度まで区分掲記していた「独禁法関連

引当金繰入額」（当連結会計年度854百万円）について

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、「そ

の他」に含めた。

５．前連結会計年度まで区分掲記していた「特別退職

金」（当連結会計年度259百万円）については、特別損

失の総額の100分の10以下となったため、「その他」に

含めた。

６．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

ていた「デリバティブ利益」については、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年年度より

区分掲記することとした。なお、前連結会計年度におい

て、営業外収益の「その他」に含まれる「デリバティブ

利益」は、５百万円である。

７．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

ていた「デリバティブ損失」については、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年年度より

区分掲記することとした。なお、前連結会計年度におい

て、営業外費用の「その他」に含まれる「デリバティブ

損失」は、3,444百万円である。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　　　　　──────

　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　１．前連結会計年度において「有価証券及び投資有価証

券売却損益及び評価損」として掲記されていたものは、

EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能

性を向上するため、当連結会計年度より「有価証券及び

投資有価証券売却損益（△は益）」「有価証券及び投

資有価証券評価損益（△は益）」に区分掲記している。

なお、前連結会計年度に含まれる「有価証券及び投資有

価証券売却損益（△は益）」「有価証券及び投資有価

証券評価損益（△は益）」は、それぞれ△20,328百万円、

1,731百万円である。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

　
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  1,420,162百万円 有形固定資産の減価償却累計額 1,374,021百万円

※２ 有形固定資産の圧縮記帳累計額 18,034百万円 有形固定資産の圧縮記帳累計額 18,156百万円

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。

　 投資その他の資産
投資有価証券（株式）    30,248百万円

投資その他の資産
投資有価証券（株式）    31,023百万円

　４

　

　

偶発債務

(1）保証債務の内訳は、次のとおりである。

（銀行借入金等に対する保証）

偶発債務

(1）保証債務の内訳は、次のとおりである。

（銀行借入金等に対する保証）

　

従業員ローン      4,317百万円

非連結子会社１社 46　

その他（取引先１社） 107　

計 4,471

従業員ローン      3,739百万円

非連結子会社１社 54　

その他（取引先１社） 111　

計 3,905

　

　

(2）保証予約及び経営指導念書等の内訳は、次のとお

りである。

（銀行借入金等に対する保証予約及び経営指導

念書等）

(2）保証予約及び経営指導念書等の内訳は、次のとお

りである。

（銀行借入金等に対する保証予約及び経営指導

念書等）

　

（株）エージーピー    607百万円

従業員ローン　 364　

その他関係会社２社 8　

計 981

（株）エージーピー   399百万円

従業員ローン　 　271

計 671

　

(3）連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、世界主要航空会社間での航空貨物に

係わる価格カルテル容疑にて平成18年２月14日、

フランクフルト貨物事業所において欧州連合独

禁当局による立入調査を受け、また、同日、米州貨

物支店・ニューヨーク貨物事業所において米国

司法省より立入調査を受けた。この他、カナダ、ス

イス及びオーストラリア等においても各国独禁

当局より調査を受けている。

　また、米国において株式会社日本航空インター

ナショナルを含む複数の航空会社に対し、航空会

社間の価格カルテルにより損害を被ったとして

集団訴訟が複数提起され、請求金額を特定せずに

損害賠償等が求められている。この他、カナダ及

びオーストラリアにおいても集団訴訟が複数提

起されている。

(3）当社及び連結子会社である株式会社日本航空イ

ンターナショナルは、世界主要航空会社間での航

空貨物に係わる価格カルテル容疑にて平成19年

12月、欧州委員会より異議告知書を受領し、また、

連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルは、平成20年12月、ニュージーランド商

務委員会により提訴された。この他、カナダ、スイ

ス、オーストラリア及び韓国においても各国独禁

当局より調査を受けている。

　また、米国において同社を含む複数の航空会社

に対し、貨物及び旅客に関する価格カルテルによ

り損害を被ったとして集団訴訟が複数提起され、

請求金額を特定せずに損害賠償等が求められて

いる。この他、カナダ及びオーストラリアにおい

ても、貨物に関する集団訴訟が複数提起されてい

る。
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前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

　

　上記立入調査及び集団訴訟の結果、当社グルー

プの経営成績に重要な影響を及ぼす可能性もあ

る。これらのうち米国当局の調査については、平

成20年４月、米国司法省と罰金1.1億米ドルを支払

うこと等に同意したことを受け、相当額を引き当

て、また、欧州連合当局の調査については、将来発

生しうる損失の現時点での最善の見積額を引き

当てている。なお、集団訴訟及び米国、欧州連合以

外の当局の調査については、賠償金や制裁金等の

発生の可能性を含め、結果を合理的に予測するこ

とは困難である。

　上記の結果、当社グループの経営成績に重要な

影響を及ぼす可能性もある。これらのうち欧州委

員会の調査及び旅客に関する米国の集団訴訟に

ついては、将来発生しうる損失の現時点での最善

の見積額を引当金として計上している。なお、そ

の他については、制裁金や賠償金等の発生の可能

性を含め、結果を合理的に予測することは困難で

ある。

※５

　

担保資産及び担保付き債務

担保に供されている資産は次のとおりである。

担保資産及び担保付き債務

担保に供されている資産は次のとおりである。

　 航空機    613,169百万円

貯蔵品        52,237

有価証券      7,402

投資有価証券       33,614

建物・土地等        111,218

計 817,643

航空機   609,574百万円

貯蔵品          51,057

有価証券           8,550

投資有価証券          19,379

建物・土地等            103,279

計 791,841

　 担保付き債務は次のとおりである。 担保付き債務は次のとおりである。

　 長期借入金等    447,687百万円 長期借入金等    411,034百万円

　 なお、連結貸借対照表に計上した債務の他に未経過

リース料が当連結会計年度7,557百万円ある。

また、連結子会社株式の一部を上記債務の担保に供

している。

  連結貸借対照表に計上した債務の他に未経過

リース料が当連結会計年度 6,453百万円ある。

また、連結子会社株式の一部を上記債務の担保に供

している。

  なお、関連会社である東京国際空港ターミナル

（株）が金融機関との間で締結した、同社設立の目

的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に

基づく同社の債務を担保するために根質権を設定

した資産を含んでいる。

　６

　

連結子会社における貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高

連結子会社のファイナンス業務における貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は次のとおりである。

連結子会社における貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高

連結子会社のファイナンス業務における貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は次のとおりである。

　

貸出コミットメントの総額      1,550百万円

貸出実行残高 202　

差引額      1,347

貸出コミットメントの総額      1,505百万円

貸出実行残高 　314

差引額          1,190
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（連結損益計算書関係）

　
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１ 固定資産売却益は、土地5,951百万円ほかである。 ──────

※２ ────── 固定資産処分損は、建物及び構築物1,430百万円、機械

装置及び運搬具264百万円、工具器具備品417百万円ほ

かである。

※３ 減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資

産グループについて減損損失を計上している。

減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資

産グループについて減損損失を計上している。

　 用途 種類 場所

売却予定資産
航空機、建物
及び構築物等

サイパン他

遊休資産
建物及び構築
物等

東京都大田区

ゴルフ場
土地、建物及
び構築物等

北海道旭川市他

用途 種類 場所

売却予定資産 航空機 ―

遊休資産
建物及び構築
物

千葉県成田市

　 　当社グループは、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小の単位として、事業単位をもと

に資産のグループ化を行なっている。

　このうち、事業資産においては収益性の低下が引き

続き見込まれること、売却予定資産のうち代替投資が

予定されていない資産においては売却想定額が帳簿

価額を下回ることが見込まれていること、また遊休資

産においては回収可能価額が低下したことにより、当

連結会計年度において、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（13,501百万円）とし

て特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構

築物5,624百万円、航空機6,433百万円、土地662百万円、

その他780百万円である。

　なお、これらの資産グループの回収可能価額は正味

売却価額または使用価値により測定しており、正味売

却価額は、売却契約等に基づいた金額を使用してい

る。また、回収可能価額を使用価値により測定してい

る場合には、将来キャッシュ・フローを5.0％で割り引

いて算定している。

　このほか、持分法適用関連会社でも同様の方法によ

り減損損失を計上しており、当社持分相当額を持分法

による投資損益（７百万円）として取り込んでいる。

　当社グループは、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小の単位として、事業単位をもと

に資産のグループ化を行なっている。

　このうち、売却予定資産においては代替投資が予定

されていない資産で、売却想定額が帳簿価額を下回る

ことが見込まれていること、また遊休資産においては

回収可能価額が低下したことにより、当連結会計年度

において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（2,273百万円）として特別損失に

計上している。その内訳は、航空機2,121百万円、建物及

び構築物152百万円である。

　なお、これらの資産グループの回収可能価額は正味

売却価額または使用価値により測定しており、正味売

却価額は、売却契約等に基づいた金額を使用してい

る。また、回収可能価額を使用価値により測定してい

る場合には、将来キャッシュ・フローを3.7％で割り引

いて算定している。

　このほか、持分法適用関連会社でも同様の方法によ

り減損損失を計上しており、当社持分相当額を持分法

による投資損益（３百万円）として取り込んでいる。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　　　　　 2,732,383 ― ― 2,732,383

Ａ種株式　　　　　（注）１ ― 614,000 ― 614,000

合計 2,732,383 614,000 ― 3,346,383

自己株式     

普通株式　　　　　（注）２ 2,934 565 462 3,037

合計 2,934 565 462 3,037

 （注）１．Ａ種株式の発行済株式総数の増加614,000千株は、有償第三者割当による株式の発行によるものである。

２．自己株式の株式数の増加565千株は、単元未満株式の買取請求に伴う買い取り565千株であり、自己株式の株式

数の減少462千株は、単元未満株式買増請求に伴う売却274千株、持分法適用会社の持分比率減少に伴う当該会

社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分の減少135千株及び持分法適用会社の適用範囲変更に伴う

当社帰属分の減少52千株によるものである。

　

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　　　　　 2,732,383 ― ― 2,732,383

Ａ種株式　　　 614,000 ― ― 614,000

合計 3,346,383 ― ― 3,346,383

自己株式     

普通株式　　　　　（注）1 3,037 792 520 3,309

合計 3,037 792 520 3,309

（注）自己株式の株式数の増加792千株は、単元未満株式の買取請求に伴う買い取りであり、自己株式の株式数の減

少520千株は、単元未満株式買増請求に伴う売却である。

２.　配当に関する事項

　　　　　　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資　
　

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月23日

  定時株主総会
普通株式 － － － 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

平成21年６月23日

　定時株主総会
Ａ種株式 6,305 　利益剰余金　 10.27 平成21年３月31日　 平成21年６月24日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１ 　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　 　 （百万円）

現金及び預金勘定 354,977

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△1,415

有価証券のうち３ヶ月以内満期短

期投資
475

現金及び現金同等物 354,037

　 （百万円）

現金及び預金勘定 163,696

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△1,950

有価証券のうち３ヶ月以内満期短

期投資
5

現金及び現金同等物 161,751

※２ 　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並

びに株式の売却価額と売却による収入又は支出との

関係は次のとおりである。

　　　　　　　　　──────

　 　 （百万円）

流動資産 18,450

固定資産 10,475

流動負債 △13,783

固定負債 △12,954

少数株主持分 △1,960

為替換算調整勘定　 2,452

株式売却後の投資勘定 △1,520

投資有価証券売却損益 13,931

関連事業損失 △1,507

株式の売却価額 13,582

差入保証金相当額 △1,269

現金及び現金同等物 △4,319

株式の売却による収入又は支出 7,993

 

※３ 　株式の取得により連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

　当連結会計年度に株式の取得により連結子会社と

なったことに伴う取得時の資産及び負債の内訳並び

に株式の取得価額と株式の取得による収入との関係

は次のとおりである。

　　　　　　　　　──────

　 　 （百万円）

流動資産 872

固定資産 381

流動負債 △669

固定負債 △376

少数株主持分 △118

株式の取得価額 88

現金及び現金同等物 184

株式の取得による収入 95
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（借主側） （借主側）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ているもの）

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

航空機 598,358 272,121 326,237

機械装置及び
運搬具

7,484 3,179 4,305

その他 10,881 8,532 2,349

合計 616,725 283,833 332,891

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

航空機 553,861 278,268 275,593

機械装置及び
運搬具

6,780 3,301 3,478

その他 3,325 1,795 1,530

合計 563,968 283,366 280,602

(2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 53,429百万円

１年超 287,579  

合計 341,009  

１年内 45,471百万円

１年超 243,098  

合計 288,570  

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 60,862百万円

減価償却費相当額 56,295  

支払利息相当額 4,831  

支払リース料 57,593百万円

減価償却費相当額 53,397  

支払利息相当額 4,125  

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっている。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 37,783百万円

１年超 252,478  

合計 290,261  

１年内 42,304百万円

１年超 272,937  

合計 315,242  

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない。

（減損損失について）

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（貸主側） （貸主側）

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ているもの）

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

　
取得価額
（百万円）

減価償却累
計額
（百万円）

期末残高
（百万円）

機械装置及び
運搬具

247 193 53

その他 698 298 400

合計 946 492 454

　　　　　　　　　──────　

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 137百万円

１年超 314  

合計 451  

　　　　　　　　　　──────　

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 193百万円

減価償却費 175  

受取利息相当額 17  

受取リース料 141百万円

減価償却費 126  

受取利息相当額 15  

(4）利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各

期への配分方法については利息法によっている。

(4）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの １．その他有価証券で時価のあるもの

　 　 　 （単位　百万円）

　

取得原価 　

連結貸借

対照表計

上額

　 差額 　

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの） 　

①　株式 5,227 11,663 6,435　

②　その他 180　 180　 0　

小計 5,407　 11,843　 6,436　

　 　 　　 　　 　

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

①　株式 3,371　 2,823　 △548　

②　債券  　  　  　

社債 8,892　 7,402　 △1,490　

③　その他 641　 640　 △0　

小計 12,905　 10,866　 △2,039　

合計 18,312　 22,709　 4,396　

　 　 　 （単位　百万円）

　

取得原価 　

連結貸借

対照表計

上額

　 差額 　

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの） 　

①　株式 5,215 5,988 773　

②　債券      　

　　　社債 8,352 8,550 198　

③　その他 180　 181　 0　

小計 13,747　 14,719　 972　

　 　 　　 　　 　

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

①　株式 6,408　 4,293　 △2,115　

②　その他 617　 605　 △11　

小計 7,026　 4,899　 △2,126　

合計 20,773　 19,619　 △1,154　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　 　 （単位　百万円）

売却額 売却益の合計 売却損の合計

6,855 3,474 6

　 　 （単位　百万円）

売却額 売却益の合計 売却損の合計

862 15 0

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結

貸借対照表計上額

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結

貸借対照表計上額

（単位　百万円）

その他有価証券 　

非上場株式 17,157

その他 852

　 18,010

（単位　百万円）

その他有価証券 　

マネー・マネジメント・ファンド 230

非上場株式 17,026

その他 103

　 17,360

４．その他有価証券のうち満期があるものの償還予定額 ４．その他有価証券のうち満期があるものの償還予定額

　 　  （単位　百万円）

　
　

　  

　

　
１年以内

債券 　 　　 　　

社債　  　 　 　 7,414

　合計  　 　 　 7,414

　 　  （単位　百万円）

　
　

　  

　

　
１年以内

債券 　 　　 　　

社債　  　 　 　 8,352

　合計  　 　 　 8,352
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

①　取引の内容・取引の利用目的

  外貨建購入契約（航空機等）、外貨建営業債権・債務

（IATA精算、ホテル料金、物品購入及び外貨建予定取引

等）については、将来の為替レート変動リスクを回避す

る目的で、為替予約及び通貨オプション取引を利用して

おり、金融負債については、将来の為替・金利変動によ

る支払額に及ぼす影響を限定する目的で通貨スワップ

及び金利スワップ取引を利用している。また、商品（航

空燃料）の価格変動リスクを抑制し、コストを安定させ

ることを目的として、コモディティ・デリバティブ（ス

ワップ、オプション）を利用している。

①　取引の内容・取引の利用目的

　外貨建購入契約（航空機等）、外貨建営業債権・債務

等（IATA精算、ホテル料金、物品購入及び外貨建予定取

引等）については、将来の為替レート変動リスクを回避

する目的で、為替予約及び通貨オプション取引を利用し

ており、金融負債については、将来の為替・金利変動に

よる支払額に及ぼす影響を限定する目的で通貨スワッ

プ及び金利スワップ取引を利用している。また、商品

（航空燃料）の価格変動リスクを抑制し、コストを安定

させることを目的として、コモディティ・デリバティブ

（スワップ、オプション）を利用している。

②　取引に対する取組み方針

　通貨及び商品関連の取引は、市場相場変動に対するリ

スク・ヘッジの目的に、通貨スワップ及び金利スワップ

取引は社債、借入金等の将来の償還資金及び金利支払い

のキャッシュ・フローを最適化させる目的に利用して

いる。

②　取引に対する取組み方針

同左

③　取引に係るリスク内容

　為替予約、オプション及びスワップ取引については、市

場相場変動によるリスクを有している。

　また、デリバティブ取引相手は、投資適格の信用格付け

を有する大手金融機関及びその子会社等に限定してお

り、信用リスクは、極めて低いと判断している。

③　取引に係るリスク内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　提出会社及び主要な連結子会社の取引は、基本方針及

び定められた権限に基づいて行われている。日常業務に

ついては、契約担当部門及び審査組織により相互に

チェックされる体制となっている。

　デリバティブ取引状況は定例的に開催される関係部長

会に報告されており、取引状況の把握並びに必要な対応

策について協議がなされている。

　なお、その他の連結子会社においては、各社の権限及び

取引限度額の定めに基づき、取引の都度必要な承認手続

がとられている。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

⑤　その他

　「取引の時価等に関する事項」における契約額等は、

この金額自体がそのままデリバティブ取引に係る市場

リスク量を示すものではない。

⑤　その他

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度末（平成20年３月31日）

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (百万円)
 括弧内はオプション料

時価 (百万円) 評価損益 (百万円)

 

コモディティ　

オプション取引　

　　買建オプション　

　

       16,270  (1,104) 

　

218

　

△885

　　　  合計 　   △885

　（注）１．全て店頭取引である。
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　２．全て１年内の取引である。

　３．時価は取引先金融機関等から提示された価格に基づいて算出している。

　４．ヘッジ会計が適用されている取引については、開示の対象から除いている。

　

当連結会計年度末（平成21年３月31日）

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (百万円) 時価 (百万円) 評価損益 (百万円)

 

コモディティ　

　

スワップ取引

支払固定・受取変動

受取固定・支払変動　

　

5,323

4,243

　

△2,489

  2,489

　

△2,489

  2,489

        合計 　            -

　（注）１．全て店頭取引である。

　      ２．全て１年内の取引である。

　    　３．時価は取引先金融機関等から提示された価格に基づいて算出している。

　    　４．ヘッジ会計が適用されている取引については、開示の対象から除いている。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　主要な連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年

金基金制度、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び

退職一時金制度等を設けている。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合が

ある。

　当連結会計年度末において、連結子会社全体で退職一

時金制度については76社が有している。また、厚生年金

基金は日本航空厚生年金基金１基金、企業年金基金は

JALグループ企業年金基金等２基金、適格退職年金は４

年金（それぞれグループ内の基金の連合設立年金の結

合契約の重複分を控除後）を有している。なお、一部の

海外子会社でも確定給付型の制度を有している。

　また、連結子会社である株式会社日本航空インターナ

ショナルを母体企業とする日本航空厚生年金基金では、

キャッシュバランス類似制度等を選択制にて導入して

いる。

　さらに、一部の国内連結子会社等より構成されるJALグ

ループ企業年金基金では、キャッシュバランスプランを

導入している。

また、連結子会社である株式会社JALグランドサービ

ス及び株式会社JALグランドサービス関西より構成され

る空港グランドサービス厚生年金基金は代行部分につ

いて、平成19年４月10日に厚生労働大臣から将来分支給

義務免除の認可を受け、平成20年３月31日に過去分返上

の認可を受けた。これに伴い、同基金はJALグランドサー

ビス企業年金基金として運営形態を変更した。

　そして、株式会社日本航空インターナショナルは平成

17年10月１日より退職金の一部について従来制度に加

え、確定拠出年金と退職金前払に移行できる制度を導入

している。また、一部の国内連結子会社等は、平成19年４

月１日及び平成19年10月１日より退職金制度の一部に

ついて確定拠出年金制度へ移行している。

　

１．採用している退職給付制度の概要

　主要な連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年

金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度等を

設けている。また、従業員の退職等に際して、退職給付会

計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とさ

れない割増退職金を支払う場合がある。

　当連結会計年度末において、連結子会社全体で退職一

時金制度については72社が有している。また、企業年金

基金はJAL企業年金基金等３基金、適格退職年金は５年

金（それぞれグループ内の基金の連合設立年金の結合

契約の重複分を控除後）を有している。なお、一部の海

外子会社でも確定給付型の制度を有している。

　連結子会社である株式会社日本航空インターナショナ

ルを母体企業とする日本航空厚生年金基金（平成20年

10月１日にJAL企業年金基金として運営形態を変更）の

代行部分について、平成20年10月１日に厚生労働大臣か

ら過去分返上の認可を受け、同時に一部制度の改定を実

施している。

また、同基金では、キャッシュバランス類似制度等を選

択制にて導入している。

　さらに、一部の国内連結子会社等より構成されるJALグ

ループ企業年金基金では、キャッシュバランスプランを

導入している。

　そして、株式会社日本航空インターナショナルは平成

17年10月１日より退職金の一部について従来制度に加

え、確定拠出年金と退職金前払に移行できる制度を導入

している。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

（単位　百万円）

退職給付債務 △844,232

年金資産 479,214

退職給付引当金 95,485

前払年金費用 △54,205

差引 △323,737

（差引内訳）  

会計基準変更時差異の未処理額 △97,534

未認識数理計算上の差異 △225,654

未認識過去勤務債務 △547

　 △323,737

（単位　百万円）

退職給付債務 △800,971

年金資産 408,398

退職給付引当金 94,911

前払年金費用 △33,814

差引 △331,476

（差引内訳）  

会計基準変更時差異の未処理額 △75,600

未認識数理計算上の差異 △256,111

未認識過去勤務債務 235

　 △331,476

（注）１．厚生年金の代行部分を含めて記載している。 （注）１．同左

２．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用している。

２．同左

 

３．厚生年金基金の代行返上に関し、当連結会計年

度末日現在において測定された返還相当額

（最低責任準備金）は70,372百万円であり、当

該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当

連結会計年度末日に行われたと仮定して「退

職給付会計に関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

13号）第44－２項を適用した場合に生じる損

失の見込み額は6,312百万円である。

３．会計基準変更時差異の未処理額には、当連結会

計年度までに確定拠出年金と退職金前払に移

行できる制度の導入、移行に伴い終了した部分

に係る会計基準変更時差異に関して「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）第15項に定める経

過措置を適用した当連結会計年度末における

未処理額895百万円が含まれている。

４．一部の国内連結子会社において、退職金制度の

一部について確定拠出年金制度へ移行したこ

とによる影響額は軽微である。

 

５．会計基準変更時差異の未処理額には、当連結会

計年度までに確定拠出年金と退職金前払に移

行できる制度の導入、移行に伴い終了した部分

に係る会計基準変更時差異に関して「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）第15項に定める経

過措置を適用した当連結会計年度末における

未処理額1,083百万円が含まれている。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

（単位　百万円）

勤務費用 25,320

利息費用 22,697

期待運用収益 △26,042

会計基準変更時差異の費用処理額 14,516

数理計算上の差異の費用処理額 15,227

過去勤務債務の費用処理額 △20,548

小計 31,171

その他 2,204

退職給付費用 33,375

厚生年金基金の代行部分返上に伴

う損益
△5,528

確定拠出年金への移行等に伴う損

益
74

退職給付会計に係る原則法変更時

差異
508

計 28,430

（単位　百万円）

勤務費用 22,413

利息費用 20,511

期待運用収益 △20,796

会計基準変更時差異の費用処理額 13,307

数理計算上の差異の費用処理額 20,178

過去勤務債務の費用処理額 786

小計 56,401

その他 2,119

退職給付費用 58,521

厚生年金基金の代行部分返上に伴

う損益
8,629

確定拠出年金への移行等に伴う損

益
37

退職給付会計に係る原則法変更時

差異
△4

計 67,184

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金20,016百

万円を特別損失として計上している。

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金259百万

円を特別損失として計上している。

２．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除し

ている。

２．企業年金基金等に対する従業員拠出額を控除

している。

３．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は会計基準変更時差異の費用処理額を除

き、勤務費用に計上している。

３．同左

４．「その他」は、確定拠出年金への掛金支払額及

び退職金前払制度における退職金前払額であ

る。

５．過去勤務債務の費用処理額には、連結子会社で

ある株式会社日本航空インターナショナルが、

平成20年４月１日より実施した退職金制度の

改定に伴い発生した過去勤務債務の費用処理

額20,077百万円が含まれている。 

６．会計基準変更時差異の費用処理額には、当連結

会計年度までに確定拠出年金と退職金前払に

移行できる制度の導入、移行に伴い終了した部

分に係る会計基準変更時差異に関して「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）第15項に定める

経過措置を適用した当連結会計年度における

費用処理額187百万円が含まれている。 

４．同左

 

 

５．会計基準変更時差異の費用処理額には、当連結

会計年度までに確定拠出年金と退職金前払に

移行できる制度の導入、移行に伴い終了した部

分に係る会計基準変更時差異に関して「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）第15項に定める

経過措置を適用した当連結会計年度における

費用処理額187百万円が含まれている。 
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

退職給付見込額の期間

配分方法

期間定額基準

割引率 1.7％から2.8％

期待運用収益率 1.5％から5.1％

会計基準変更時差異の

費用処理年数

主として15年

数理計算上の差異の費

用処理年数

５年～15年（主として発生

時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

している。）

過去勤務債務の費用処

理年数

主として発生時に費用処理

している。また、一部の連結

子会社は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数により按

分した額を費用処理してい

る。

退職給付見込額の期間

配分方法

同左

割引率 同左

期待運用収益率 　 1.5％から6.1％

会計基準変更時差異の

費用処理年数

同左

数理計算上の差異の費

用処理年数

同左

 

 

 

 

 

 

過去勤務債務の費用処

理年数

同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産 (単位　百万円)

機材関連繰延負債 29,240

関係会社株式評価損否認 23,060

退職給付引当金 16,855

繰延ヘッジ損失　 12,193

営業未払金否認 10,420

独禁法関連引当金 6,783

未払確定拠出年金移換金 3,330

臨時償却費 2,795

貸倒引当金損金算入限度額超過 2,156

繰越欠損金 23,472

その他 18,162

繰延税金資産合計 148,472

繰延税金負債  

繰延ヘッジ利益 25,126

連結子会社及び持分法適用会社

の留保利益

7,750

その他有価証券評価差額金 2,282

その他 3,247

繰延税金負債合計 38,406

　  

繰延税金資産純額小計 110,065

　  

評価性引当額 △134,084

　  

繰延税金資産（負債）純額合計 △24,019

繰延税金資産 (単位　百万円)

繰延ヘッジ損失 81,371

機材関連繰延負債 25,408

退職給付引当金 24,980

関係会社株式評価損否認 22,280

営業未払金否認 10,327

独禁法関連引当金 2,777

未払確定拠出年金移換金 2,448

繰越欠損金 44,226

その他 20,342

　  

繰延税金資産合計 234,165

　  

繰延税金負債  

連結子会社及び持分法適用会社

の留保利益

6,029

繰延ヘッジ利益 1,856

その他 2,769

繰延税金負債合計 10,654

　  

　  

繰延税金資産純額小計 223,510

　  

評価性引当額 △221,139

　  

繰延税金資産（負債）純額合計 2,371

平成20年３月31日現在の繰延税金資産（負債）の純

額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

平成21年３月31日現在の繰延税金資産（負債）の純

額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 2,595

固定資産－繰延税金資産 5,593

流動負債－繰延税金負債 15,016

固定負債－繰延税金負債 17,192

流動資産－繰延税金資産 2,909

固定資産－繰延税金資産 6,030

流動負債－繰延税金負債 33

固定負債－繰延税金負債 6,534

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、連結財務諸表規則第15条の５第３項の規定に基づき

記載を省略している。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上した

ため、差異原因を注記していない。

なお、法定実効税率は40.7%である。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　
航空運送
事業
（百万円）

航空運送
関連事業
（百万円）

旅行企画
販売事業
（百万円）

カード・
リース事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益         

売上高         

①　外部顧客に対する売上

高
1,625,960 154,883 369,367 17,735 62,469 2,230,416 ― 2,230,416

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
200,756 193,943 4,355 48,116 38,932 486,103 (486,103)　 ―

計 1,826,717 348,827 373,722 65,851 101,401 2,716,520 (486,103)　 2,230,416

営業費用 1,748,018 344,590 372,794 61,960 98,768 2,626,132 (485,728)　 2,140,403

営業利益 78,698 4,236 928 3,891 2,632 90,388 (375)　 90,013

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
        

資産 2,079,366 97,065 65,281 249,865 62,696 2,554,275 (431,491)　 2,122,784

減価償却費 107,334 2,701 862 4,456 1,397 116,751 (170)　 116,580

減損損失 9,470 ― ― ― 4,141 13,612 (110)　 13,501

資本的支出 202,038 1,437 744 1,398 1,589 207,208 (5,120)　 202,088

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２．その他事業には、ホテル・リゾート事業及び商事・流通その他事業が含まれている。

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（5）②に記載したとおり、連結子会社である株式

会社日本航空インターナショナルは、平成20年４月１日より退職金制度の改定を実施している。この結果、航

空運送事業の当連結会計年度における営業利益が20,077百万円増加している。

　
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　
航空運送
事業
（百万円）

航空運送
関連事業
（百万円）

旅行企画
販売事業
（百万円）

カード・
リース事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益         

売上高         

①　外部顧客に対する売上

高
1,527,336 34,538 316,703 19,423 53,157 1,951,158 ―　 1,951,158

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
189,090 177,831 3,612 46,748 31,531 448,813 (448,813) ―

計 1,716,426 212,370 320,315 66,171 84,688 2,399,972 (448,813)　 1,951,158

営業費用 1,777,308 208,292 319,198 61,211 83,949 2,449,961 (447,917)　 2,002,043

営業利益又は損失

（△）
△60,882 4,078 1,116 4,959 738 △49,989 (895)　 △50,884

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
        

資産 1,681,852 121,334 49,274 168,410 55,179 2,076,052 (325,372) 1,750,679

減価償却費 111,331 2,260 628 2,773 1,212 118,206 (162) 118,043

減損損失 2,273 ―　 ―　 ―　 ―　 2,273 ―　 2,273

資本的支出 163,210 2,619 419 676 1,036 167,962 (2,534)　 165,427

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２．その他事業には、ホテル・リゾート事業及び商事・流通その他事業が含まれている。

　３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（２）に記載のとおり、連結子会社である株式会

社日本航空インターナショナルは、航空機の一部ならびに一部機種の予備部品について、従来採用してい

た耐用年数から残存見積使用期間に合わせた耐用年数に変更している。この結果、従来の方法に比べ、航空

運送事業の当連結会計年度における営業損失が753百万円増加している。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、記載

を省略した。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、記載

を省略した。
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【海外売上高】

　海外売上高、連結売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりである。

　

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

アジア・オセアニア 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 498,825 410,908 215,715 1,125,449

Ⅱ　連結売上高（百万円）  2,230,416

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
22.4 18.4 9.7 50.5

　（注）１．海外売上高は、㈱日本航空インターナショナル、日本アジア航空㈱、㈱ジャルウェイズの国際線売上高及び本

邦に所在する連結子会社の輸出高及び本邦以外の国に所在する連結子会社の本邦以外の国または地域にお

ける売上高の合計額である。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　(1）国又は地域の区分の方法

    　地理的近接度により区分した。

　(2）各区分に属する主な国又は地域

　    アジア・オセアニア：中国、韓国、シンガポール、インド、オーストラリア、グアム

    　米州：アメリカ合衆国（除くグアム）、カナダ、メキシコ、ブラジル

    　欧州：イギリス、フランス、ドイツ、イタリア

　

　

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

アジア・オセアニア 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 435,795 269,525 193,817 899,138

Ⅱ　連結売上高（百万円）  1,951,158

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
22.3 13.8 9.9 46.1

　（注）１．海外売上高は、㈱日本航空インターナショナル、㈱ジャルウェイズ、日本トランスオーシャン航空㈱の国際線

売上高及び本邦に所在する連結子会社の輸出高及び本邦以外の国に所在する連結子会社の本邦以外の国ま

たは地域における売上高の合計額である。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分した。

(2）各区分に属する主な国又は地域

アジア・オセアニア：中国、韓国、シンガポール、インド、オーストラリア、グアム

米州：アメリカ合衆国（除くグアム）、カナダ、メキシコ、ブラジル

欧州：イギリス、フランス、ドイツ、イタリア

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項なし。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項なし。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額       110.08円

１株当たり当期純利益     6.20円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
      6.03円

１株当たり純資産額        5.44円

１株当たり当期純損失 25.47円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載していない。

　

　（注）　１株当たり当期純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりである。

　
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益又は純損失（△） 　 　

当期純利益又は純損失（△）（百万円） 16,921 △63,194

普通株主に帰属しない金額（百万円）

　（うち優先配当額）

－

                       　(－)

6,305

　                    (6,305)

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）

（百万円）
16,921 △69,500

期中平均株式数（千株） 2,729,425 2,729,254

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益　   

当期純利益調整額（百万円）　 － －

普通株式増加数（千株）　 75,311 －

（うち転換社債型新株予約権付社債

（千株））　
(50,737) 　　　　　　　　　　　　（－）

（うちＡ種株式（千株））　 (24,574) 　　　　　　　　　　　　（－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要

　────── 　──────
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　提出会社の連結子会社である株式会社日本航空インター

ナショナルと株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成20年５月

２日、株式会社日本航空インターナショナルが保有する提

出会社の連結子会社である株式会社ジャルカードの株式

の一部を、株式会社三菱東京UFJ銀行に譲渡することにつ

いて合意した。また、同時に、株式会社日本航空インターナ

ショナルと株式会社ジャルカード、株式会社三菱東京UFJ

銀行、三菱UFJニコス株式会社及び株式会社ジェーシー

ビーは、クレジットカード事業に係る業務提携を行うこと

について合意した。

（１）株式の一部を譲渡する子会社の概要

①名称　　　株式会社ジャルカード

②事業内容　クレジットカード事業 他

（２）譲渡及び提携開始の時期　

　　　平成20年７月１日（予定）　

（３）譲渡株式数　

　　　3,950株（発行済株式総数の49.375%）

（４）譲渡後の持分比率　

　　　50.625％

（５）譲渡及び提携による特別利益計上見込額

　　　約420億円

　　　　　　　　　──────　
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前連結会計年度末
残高
（百万円）

当連結会計年度末
残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

提出会社 第１回無担保社債
平成

15．12．18
10,000 10,000 2.94 なし

平成

25．12．18

提出会社 第２回無担保社債
平成

15．12．18
10,000 ー　 1.49 なし

平成

20．12．18

提出会社 第３回無担保社債
平成

16．２．４
10,000 10,000 1.92 なし

平成

23．２．４

提出会社

2011年満期ユーロ円建保証付転

換社債型新株予約権付社債　（注

３）

平成

16．４．５
20,229 20,229 － なし

平成

23．３. 25

㈱日本航空イン

ターナショナル
第７回無担保社債（注１）

平成

９．５．26
10,000

10,000

(10,000)
2.95 なし

平成

21．５．26

㈱日本航空イン

ターナショナル
第８回無担保社債（注１）

平成

９．８．７
20,000

20,000

(20,000)
3.025 なし

平成

21．８．７

㈱日本航空イン

ターナショナル
第９回無担保社債

平成

10．１．22
10,000 10,000 3.1 なし

平成

30．１．22

㈱日本航空イン

ターナショナル
第11回無担保社債（注１）

平成

10．３．５
17,000

17,000

(17,000)
3.05 なし

平成

22．３．５

㈱日本航空イン

ターナショナル
第13回無担保社債

平成

10．７．31
18,000 ー　 3.2 なし

平成

20．７．31

㈱日本航空イン

ターナショナル
第16回無担保社債（注１）

平成

11．４．７
5,000

5,000

(5,000)
3.4 なし

平成

21．４．７

合計 － － 130,229
102,229

(52,000)
－ － －

（注）１．「当連結会計年度末残高」欄の括弧内の数字（内数）は、１年内に償還を要するもので、流動負債として表

示している。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

52,000 30,229 ― ― 10,000

３．新株予約権付社債に関する記載は以下の通りである。

銘柄 2011年満期ユーロ円建保証付転換社債型

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償

株式の発行価格（円）　　　（注）３　　 398.7

発行価額の総額（百万円） 100,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額

（百万円）
―

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間 平成16年４月19日～平成23年３月11日

　（注）１．新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額

の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。

また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。

　　　　２．本新株予約権付社債の各所持人は、平成19年３月25日において、その保有する本社債を本社債額面金

額の100％で償還することを請求できたため、同日に各所持人の請求により79,771百万円の繰上償

還が行われた。

　　３．発行価格は、平成18年７月27日および同８月28日に発行価額198円にて750百万株の新株発行を行

なった為、当初の440円より変更となっている。
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【借入金等明細表】

区分
前連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 3,084 2,911 1.3 －

１年以内に返済予定の長期借入金 130,335 128,426 1.8 －

１年以内に返済予定のリース債務 － 542 2.3 　　　　－

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 651,416 567,963 1.9
平成22年４月13日～

平成35年８月７日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）　 － 2,997 2.7
平成22年５月10日～

　平成30年12月31日

その他有利子負債

割賦未払金
4,572 3,697 3.4

平成21年６月７日～

平成26年10月15日

合計 789,408 706,538 － －

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２．その他有利子負債のうち、一年内に返済のものは、当連結会計年度末1,230百万円である。

３．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年

内における返済予定額は以下のとおりである。

　
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 198,512 143,341 91,981 52,201

リース債務 549 519 492 439

その他有利子負債 745 770 761 164

（２）【その他】

　

　①　当連結会計年度における四半期情報

　

 
第１四半期

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

第２四半期
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

第３四半期
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

第４四半期
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

事業収益 （百万円） 490,336 583,260 485,706 391,855

税金等調整前四半期純

利益金額又は純損失金

額（△）

（百万円） △2,118 48,801 △43,925 △61,771

四半期純利益金額又は

純損失金額（△）
（百万円） △3,414 40,089 △38,599 △61,270

１株当たり四半期純利

益金額又は純損失金額

（△）

（円） △1.25 14.69 △14.14 △22.45

　②　「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　連結財務諸表（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）及び注

記事項（連結貸借対照表関係）」に記載のとおり、提出会社の連結子会社である株式会社日本航空インターナショ

ナルは、米国において航空会社間の価格カルテルにより損害を被ったとして集団訴訟にて損害賠償等を求められて

いる。この他、カナダ及びオーストラリアにおいても集団訴訟が複数提起されている。
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 166,450 11,445

営業未収入金 ※3
 2,365

※3
 2,493

関係会社短期貸付金 86,871 44,588

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 79,292 85,571

前払費用 19 18

未収入金 ※4
 5,368 3,047

繰延税金資産 12 34

その他 52 32

流動資産合計 340,433 147,233

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額） 20 13

有形固定資産合計 ※2
 20

※2
 13

無形固定資産

ソフトウエア 1 0

その他 0 0

無形固定資産合計 1 0

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 275

※1
 263

関係会社株式 ※1
 213,210

※1
 413,210

関係会社長期貸付金 545,396 ※1
 501,609

繰延税金資産 20 14

その他 97 －

投資その他の資産合計 758,999 915,098

固定資産合計 759,022 915,112

繰延資産

株式交付費 1,933 1,068

繰延資産合計 1,933 1,068

資産合計 1,101,389 1,063,414
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 ※3
 146

※3
 97

1年内償還予定の社債 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 69,292

※1
 85,571

未払金 5,427 ※4
 2,974

未払費用 2,267 2,087

未払法人税等 121 130

その他 63 62

流動負債合計 87,318 90,924

固定負債

社債 40,229 40,229

長期借入金 ※1
 525,396

※1
 480,943

その他 24 －

固定負債合計 565,649 521,172

負債合計 652,968 612,097

純資産の部

株主資本

資本金 251,000 251,000

資本剰余金

資本準備金 188,253 188,253

資本剰余金合計 188,253 188,253

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 9,876 12,805

利益剰余金合計 9,876 12,805

自己株式 △723 △750

株主資本合計 448,406 451,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15 8

評価・換算差額等合計 15 8

純資産合計 448,421 451,316

負債純資産合計 1,101,389 1,063,414
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

事業収益

関係会社受入手数料 ※1
 2,527

※1
 3,380

関係会社受取配当金 ※1
 918

※1
 2,212

関係会社受取利息 ※1
 12,943

※1
 12,559

関係会社受取保証料 ※1
 158

※1
 214

その他 ※1
 47

※1
 127

事業収益合計 16,595 18,495

事業費

支払利息 12,943 12,549

関係会社支払保証料 70 126

その他 47 127

事業費合計 13,061 12,803

営業総利益 3,533 5,691

販売費及び一般管理費

広報宣伝費 36 29

人件費 226 241

社外役務費 1,322 1,135

賃借料 220 227

通信費 252 279

旅費及び交通費 23 20

租税公課 27 36

消耗品費 146 155

水道光熱費・資産維持費 2 －

減価償却費 10 8

その他 172 162

販売費及び一般管理費合計 2,441 2,297

営業利益 1,092 3,394

営業外収益

受取利息 ※1
 489

※1
 912

有価証券利息 － 48

受取配当金 8 5

その他 24 64

営業外収益合計 521 1,030

営業外費用

株式交付費償却 439 865

控除対象外消費税額 135 －

その他 28 42

営業外費用合計 602 907

経常利益 1,011 3,517
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別利益

関係会社株式売却益 433 －

特別利益合計 433 －

税引前当期純利益 1,445 3,517

法人税、住民税及び事業税 282 570

法人税等調整額 △4 △12

法人税等合計 277 557

当期純利益 1,167 2,959
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 174,250 251,000

当期変動額

新株の発行 76,750 －

当期変動額合計 76,750 －

当期末残高 251,000 251,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 111,503 188,253

当期変動額

新株の発行 76,750 －

当期変動額合計 76,750 －

当期末残高 188,253 188,253

資本剰余金合計

前期末残高 111,503 188,253

当期変動額

新株の発行 76,750 －

当期変動額合計 76,750 －

当期末残高 188,253 188,253

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 8,718 9,876

当期変動額

当期純利益 1,167 2,959

自己株式の処分 △9 △30

当期変動額合計 1,157 2,929

当期末残高 9,876 12,805

利益剰余金合計

前期末残高 8,718 9,876

当期変動額

当期純利益 1,167 2,959

自己株式の処分 △9 △30

当期変動額合計 1,157 2,929

当期末残高 9,876 12,805

自己株式

前期末残高 △661 △723

当期変動額

自己株式の取得 △139 △168
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

自己株式の処分 77 141

当期変動額合計 △62 △26

当期末残高 △723 △750

株主資本合計

前期末残高 293,810 448,406

当期変動額

新株の発行 153,500 －

当期純利益 1,167 2,959

自己株式の取得 △139 △168

自己株式の処分 67 110

当期変動額合計 154,595 2,902

当期末残高 448,406 451,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 142 15

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△127 △6

当期変動額合計 △127 △6

当期末残高 15 8

評価・換算差額等合計

前期末残高 142 15

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△127 △6

当期変動額合計 △127 △6

当期末残高 15 8

純資産合計

前期末残高 293,953 448,421

当期変動額

新株の発行 153,500 －

当期純利益 1,167 2,959

自己株式の取得 △139 △168

自己株式の処分 67 110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △127 △6

当期変動額合計 154,467 2,895

当期末残高 448,421 451,316
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【重要な会計方針】

　
　
　

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用してい

る。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

　

　

　

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ている。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

　──────

　

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法

(1）有形固定資産

同左

　 主な耐用年数 　

　 工具、器具及び備品 ５～10年 　

　 (会計方針の変更）

　当社は、法人税法改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更している。

　当該変更による営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はない。

　──────

　

　 (追加情報)

　当社は、法人税法改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法を適用し、取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上している。

　当該変更による営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はない。

　──────

　

　

　

　

(2）無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法

(2）無形固定資産

同左

　

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

３年で定額法により償却を行ってい

る。

株式交付費

同左
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

る。

──────

５．ヘッジ会計の方法

　

(1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用してい

る。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

　

　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ

方針

金融負債については、将来の金利変動

による支払額に及ぼす影響を限定す

る目的で金利スワップ取引を利用し

ている。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ

方針

同左

　

　

(3）リスク管理体制

取引は、基本方針及び定められた権限

に基づいて行われている。日常業務に

ついては、契約担当部門及び審査組織

により相互にチェックされる体制と

なっている。

デリバティブ取引状況は定例的に開

催される関係部長会に報告される。

(3）リスク管理体制

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式を採用している。

(1）消費税等の会計処理

同左

　

　

(2）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(2）連結納税制度の適用

同左

【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい

たが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成6年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常

の売買取引に係る会計処理によっている。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してい

る。

　これによる損益に与える影響はない。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（損益計算書）

営業外費用

「控除対象外消費税額」については、営業外費用総額の

100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記する

こととした。

なお、前事業年度は営業外費用「その他」に27百万円含

まれている。

　

（損益計算書）

販売費及び一般管理費

前事業年度まで区分掲記していた「水道光熱費・資産

維持費」（当事業年度２百万円）については、EDINET

へのXBRL導入に伴い、当事業年度より販売費及び一般

管理費「その他」に含めて表示することとした。

営業外費用

前事業年度まで区分掲記していた「控除対象外消費税

額」（当事業年度32百万円）については、営業外費用総

額の100分の10以下となったため、当事業年度より営業

外費用「その他」に含めて表示することとした。

　

EDINET提出書類

株式会社日本航空(E04281)

有価証券報告書

118/136



【注記事項】

（貸借対照表関係）

　
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

※１ 担保資産の内訳は次のとおりである。 担保資産の内訳は次のとおりである。

　 担保資産 債務

資産の種類
帳簿価額
（百万円）

科目の名称
金額

（百万円）

関係会社株式 5,546
１年内返済予
定の長期借入
金

42,765

投資有価証券 275　 長期借入金 200,193

合計 5,821 合計 242,958

担保資産 債務

資産の種類
帳簿価額
（百万円）

科目の名称
金額

（百万円）

関係会社株式 7,076
１年内返済予
定の長期借入
金

51,076

投資有価証券 263　 長期借入金 149,116

関係会社長期
貸付金

666 　  

合計 8,006 合計 200,193

　 なお、担保提供資産には、子会社である㈱日本航空イ

ンターナショナルの銀行借入金2,874百万円に対し、物

上保証に供している資産を含んでいる。

なお、担保提供資産には、子会社である㈱日本航空イ

ンターナショナルの銀行借入金2,130百万円に対し、物

上保証に供している資産及び関連会社である東京国

際空港ターミナル㈱が金融機関との間で締結した、同

社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ロー

ン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権

を設定した資産を含んでいる。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 38百万円 有形固定資産の減価償却累計額 46百万円

※３

　

関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは

次のとおりである。

関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは

次のとおりである。

　 営業未収入金 2,365百万円

営業未払金 135百万円

営業未収入金 2,493百万円

営業未払金 83百万円

※４ 未収消費税等は、流動資産の未収入金に含めて表示し

てある。

未払消費税等は、流動負債の未払金に含めて表示して

ある。

　５

　

偶発債務

保証債務の内訳は、次のとおりである。

偶発債務

保証債務の内訳は、次のとおりである。

　 （リース債務に対する保証） （リース債務に対する保証）

　 ㈱ジャルキャピタル 419,741百万円

㈱日本航空インターナショナル 133,051

計 552,793

㈱ジャルキャピタル 409,253百万円

㈱日本航空インターナショナル 97,667

計 506,920

　 （銀行借入に対する保証） （銀行借入に対する保証）

　 ㈱日本航空インターナショナル 32,847百万円

㈱ジャルキャピタル 1,760

計 34,607

㈱日本航空インターナショナル 23,439百万円

㈱ジャルキャピタル 1,580

計 25,019
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（損益計算書関係）

　
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりである。 関係会社との取引に係るものは次のとおりである。

　 関係会社受入手数料     2,527百万円

関係会社受取配当金 918百万円

関係会社受取利息 12,943百万円

関係会社受取保証料 158百万円

その他事業収益 47百万円

受取利息 387百万円

関係会社受入手数料    3,380百万円

関係会社受取配当金 2,212百万円

関係会社受取利息 12,559百万円

関係会社受取保証料 214百万円

その他事業収益 127百万円

受取利息 399百万円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

自己株式     

普通株式　　　　　（注） 2,302 565 274 2,593

合計 2,302 565 274 2,593

（注）自己株式の株式数の増加565千株は、単元未満株式の買取請求に伴う買い取りであり、自己株式の株式数の減少274

千株は、単元未満株式買増請求に伴う売却である。

　

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

自己株式     

普通株式　　　　　（注） 2,593 792 520 2,865

合計 2,593 792 520 2,865

（注）自己株式の株式数の増加792千株は、単元未満株式の買取請求に伴う買い取りであり、自己株式の株式数の減少520

千株は、単元未満株式買増請求に伴う売却である。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

該当事項はない。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　

────── 　

(2）未経過リース料期末残高相当額等

──────

　

　

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0

支払利息相当額 0

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

　

　

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっている。

　

　

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

　

　

１年内 1百万円

１年超 0  

合計 2  

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はない。
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（有価証券関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　
貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

関連会社株
式

6,844 5,882 △962

合計 6,844 5,882 △962

　
貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

関連会社株
式

6,844 4,795 △2,049

合計 6,844 4,795 △2,049

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (単位：百万円)

関係会社株式評価損 57,142

控除対象外消費税額 30

未払金 9

その他 16

繰延税金資産合計 57,199

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 10

繰延税金負債合計 10

繰延税金資産純額小計 57,189

評価性引当額 △57,156

繰延税金資産純額合計 32

繰延税金資産 (単位：百万円)

関係会社株式評価損 57,142

未払事業税 33

控除対象外消費税額 23

その他 1

繰延税金資産合計 57,200

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 5

繰延税金負債合計 5

繰延税金資産純額小計 57,194

評価性引当額 △57,145

繰延税金資産純額合計 49

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

　 (単位：％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△23.0

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.2

繰延税金資産に係る評価性引当

額の増減
1.0

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等負

担率
19.2

　

　 (単位：％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△24.6

繰延税金資産に係る評価性引当

額の増減
△0.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等負

担率
15.9
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 108.04円

１株当たり当期純利益 0.43円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
0.42円

１株当たり純資産額 106.80円

１株当たり当期純損失 1.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため

記載していない。

　（注）　１株当たり当期純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりである。

　
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 1,167 2,959

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 6,305

（うち優先配当額（百万円）） (－) (6,305)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)

（百万円）
1,167 △3,346

期中平均株式数（千株） 2,729,897 2,729,698

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 75,311 －

（うち転換社債型新株予約権付社債

（千株））　
(50,737) (－)

（うちＡ種株式（千株））　 (24,574) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

──────

　

──────

　

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略

している。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

工具、器具及び備品 59 － － 59 46 7 13

有形固定資産計 59 － － 59 46 7 13

無形固定資産        

ソフトウエア 17 － 10 7 7 1 0

その他 0 － － 0 － － 0

無形固定資産計 17 － 10 7 7 1 0

繰延資産        

株式交付費 2,596 － － 2,596 1,528 865 1,068

繰延資産計 2,596 － － 2,596 1,528 865 1,068

【引当金明細表】

 　該当事項なし。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ)流動資産

ａ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 －

預金  

当座預金 60

普通預金 384

定期預金 11,000

計 11,445

合計 11,445

ｂ．営業未収入金

相手先 金額（百万円）

㈱日本航空インターナショナル 2,448

㈱ジャルキャピタル 34

東京国際空港ターミナル㈱ 10

その他 0

計 2,493

　（注）　回収状況 期首現在高 2,365百万円  

 当期発生額 18,664 ※

 計 21,029  

 当期回収額 18,536  

 回収率 88.1％  

※　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

ｃ．１年内回収予定の関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

㈱日本航空インターナショナル 85,571

計 85,571

(ロ)固定資産

ａ．関係会社株式

区分 金額（百万円）

子会社株式 　

㈱日本航空インターナショナル 401,161

㈱ジャルキャピタル 3,500

㈱JALブランドコミュニケーション 100

その他 75

計 404,836

関連会社株式 　
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区分 金額（百万円）

㈱ＪＡＬＵＸ 5,546

㈱エージーピー 1,297

東京国際空港ターミナル㈱ 1,530

計 8,374

合計 413,210

ｂ．関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

㈱日本航空インターナショナル 500,943

東京国際空港ターミナル㈱ 666

計 501,609

②　負債の部

(イ)流動負債

営業未払金

相手先 金額（百万円）

営業未払金（関係会社分を除く）  

未払社外役務費 2

未払広報宣伝費 6

その他 3

計 13

関係会社営業未払金  

㈱日本航空インターナショナル 70

㈱JALグループシニアセンター 3

㈱ＪＡＬＵＸ 2

㈱JALビジネス 3

その他 2

計 83

合計 97

(ロ)固定負債

ａ．長期借入金（１年内済予定の長期借入金を含む。）

借入先 金額（百万円） 担保 返済期限

日本政策投資銀行 229,491(56,424)　
関係会社株式、投資有価証

券
 平成32．11．30

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 57,241( 9,338)　 なし  平成27．12．７

㈱みずほコーポレート銀行 52,607( 6,390)　 なし  平成27．12．７

㈱三井住友銀行 37,256( 3,267)　 なし  平成35．６．23

その他 189,918(10,150)　 なし  平成35．８．７

計 566,515(85,571)　 － 　

　（注）　括弧内の数字（内数）は、１年内返済予定のもので、流動負債として表示してある。
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（３）【その他】

　該当なし。

EDINET提出書類

株式会社日本航空(E04281)

有価証券報告書

127/136



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

取扱場所

　（特別口座）

　　東京都江東区東砂七丁目10番11号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

　（特別口座）

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 　　　　　　　──────

買取手数料 無料

公告掲載の方法 電子公告

外国人等の株主名簿への記載の

制限

航空法第120条の２に関連して当社定款には次の規定がある。

定款第９条　当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を

株主名簿に記載または記録することの請求を受けた場合におい

て、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる者の有する議

決権の総数が当会社の議決権の３分の１以上を占めることとなる

ときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載または記録すること

を拒むものとする。

(1）日本の国籍を有しない人

(2）外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

(3）外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

株主に対する特典

(1）所有株式数2,000株以上の株主に対し、下記の基準により株主優待割引券を

発行する。

毎年３月31日現在において、2,000株以上所有の株主……５月に発行

毎年９月30日現在において、2,000株以上所有の株主……11月に発行

2,000株以上3,000株未満…………１枚

3,000株以上4,000株未満…………２枚

4,000株以上10,000株未満 ………３枚＋4,000株超過分2,000株毎に１枚

10,000株以上………………………６枚＋10,000株超過分4,000株毎に１枚

(2)毎年３月31日現在において、所有株式数1,000株以上2,000株未満の株主に対

し、１枚の株主優待割引券を５月に発行する。

(3)日本航空（JAL）、JALエクスプレス（JEX）便名の国内線全路線について、

大人普通運賃（小児の場合は小児運賃）１名分の片道１区間が、株主優待

割引券１枚で５割引にて搭乗できる。但し、クラスＪ料金には適用にならな

い。

(4)株主優待割引券の有効期間は、次のとおりである。

　５月発行分………………６月１日～翌年５月31日

　11月発行分………………12月１日～翌年５月31日

　なお、Ａ種株式につきましては下記のとおりとなります。

　　・取扱場所　　　　　東京都江東区東砂七丁目10番11号    　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　・株主名簿管理人　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第６期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月26日関東財務局長に提出

(２)四半期報告書および確認書

（第７期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月８日関東財務局長に提出

（第７期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月10日関東財務局長に提出

（第７期第３四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成21年２月12日関東財務局長に提出

(３)訂正四半期報告書

　平成20年９月18日関東財務局長に提出

　事業年度（第７期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）の四半期報告書に係る訂正四半

期報告書であります。

　

(４）訂正発行登録書

　　　 平成20年６月26日関東財務局長に提出

　　　 平成20年８月８日関東財務局長に提出

　　　 平成20年11月10日関東財務局長に提出

　　　 平成20年12月４日関東財務局長に提出

 　　　平成20年12月17日関東財務局長に提出

 　　　平成21年２月12日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

１【保証の対象となっている社債】

社債の名称　　株式会社日本航空システム第１回無担保社債（日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム保

証付）

発行年月　　　平成15年12月18日

券面総額　　　100億円

償還額　　　　100億円

当事業年度末日現在の未償還額　　　　　100億円

上場証券取引所又は登録証券業協会名　　上場及び登録はしておりません

社債の名称　　株式会社日本航空システム第３回無担保社債（日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム保

証付）

発行年月　　　平成16年２月４日

券面総額　　　100億円

償還額　　　　100億円

当事業年度末日現在の未償還額　　　　　100億円

上場証券取引所又は登録証券業協会名　　上場及び登録はしておりません

社債の名称　　株式会社日本航空システム2011年満期ユーロ円建保証付転換社債型新株予約権付社債（株式会社日

本航空インターナショナル及び株式会社日本航空ジャパン保証付）

発行年月　　　平成16年４月５日

券面総額　　　1,000億円

償還額　　　　1,000億円

当事業年度末日現在の未償還額　　　　　202億29百万円

上場証券取引所又は登録証券業協会名　　ロンドン証券取引所

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

（１）【保証会社が提出した書類】

　保証会社である株式会社日本航空インターナショナルの直近の事業年度に係る書類の提出実績は以下の通りで

あります。

①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しく半期報告書】

 株式会社日本航空インターナショナル

事業年度（第58期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月26日関東財務局長に

提出 

事業年度（第59期中）　平成20年４月１日　至　平成20年9月30日）平成19年12月４日関東財務局長に提出 　

　

②【臨時報告書】

 　株式会社日本航空インターナショナル

 　　平成20年12月17日関東財務局長に提出

 　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項および同条

　　　第２項第２号の規定に基づく臨時報告書であります。

　

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社日本航空インターナショナル本店

（東京都品川区東品川二丁目４番11号） 

　

　３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

　　　　該当事項はありません。
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第２【保証会社以外の会社の情報】

　該当事項はありません。

第３【指数等の情報】

１【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

　該当事項はありません。

２【当該指数等の推移】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月25日

株式会社日本航空   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長崎　武彦　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　洋一　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 斉藤　浩史　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　慶久　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社日本航空の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社日本航空及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の連結子会社である株式会社日本航空インターナショナルの保有する

株式会社ジャルカードの株式の一部を譲渡することについて、平成20年５月２日に株式会社三菱東京UFJ銀行と合意し

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成21年６月24日

株式会社日本航空   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長崎　武彦　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　洋一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　慶久　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　敦貞　　　印
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＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社日本航空の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社日本航空及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社日本航空の平成21年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範

囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社日本航空が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月25日

株式会社日本航空   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長崎　武彦　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　洋一　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 斉藤　浩史　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　慶久　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社日本航空の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日

本航空の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年６月24日

株式会社日本航空   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長崎　武彦　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　洋一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　慶久　　  印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　敦貞　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社日本航空の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日

本航空の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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